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Jリ ーグ理念

1日 日本サッカーの水準向上及び

サッカーの普及促進

1日 豊かなスポーツ文化の振興及び

国民の心身の健全な発達への寄与

1.国際社会における交流及び

親善への貢献



Jリ ーグ活動方針

1ロ フェアで魅力的な試合を行うことで、地域
の人々に夢と楽しみを提供します。

2.自治体・ファン・サポーターの理解・協力

を仰ぎながら、世界に誇れる、安全で快適

なスタジアム環境を確立していきます。

3口 地域の人々にJク ラブをより身近に感じて
いただくため、クラブ施設を開放したり、

選手や指導者が地域の人々と交流を深める

場や機会をつくっていきます。

4ロ フットサルを、家族や地域で気軽に楽しめ

るようなシステムを構築しながら普及して

いきます。

5.サ ッカーだけでなく、他のスポーツにも気

軽に参加できるような機会も多くつくって

いきます。

6.障害を持つ人も一緒に楽しめるスポーツの

システムをつくっていきます。



Jリーグ (社団法人日本プロサッカーリーグ)
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Jl会員

鹿島アントラーズ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 鹿島アン トラーズ 。ェフ・ シー

牛島 洋

牛島 洋

〒314‐0021 茨城県鹿嶋市粟生東山2887
0299(84)6808
0299 (84)6825

浦和レッズ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 三菱自動車フッ トボールクラブ

犬飼 基昭

犬飼 基昭

〒336‐8505 埼玉県さいたま市緑区中野田500
048 (812)1001
048 (812)1212



大富アルデイージヤ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

エヌ 。ティ・ ティ・ スポーツコミュニティ 株式会社

中村 博

中村 博

〒330‐0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-20‐1 大宮中央ビルディング

048(658)5511
048 (658)5500

ジェフユナイテッド千葉
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 東日本ジェイアール古河サッカークラブ

淀川 隆博

淀川 隆博

〒299‐0107 千葉県市原市姉崎海岸23-2

0436(63)1201
0436 (63)1204

FC東京
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

東京フッ トボールクラブ 株式会社

椿原 正浩

椿原 正浩

〒135‐0003 東京都江東区猿江2‐ 15‐10

03(3635)8985
03 (3635)8974

川崎フロンターレ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 川崎フロンターレ

武田 信平

武田 信平

〒213‐0013 神奈川県川崎市高津区末長1331-1

044(829)3011
044 (813)8619

横浜 F・ マリノス
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

横浜マリノス 株式会社

左伴 繁雄

左伴 繁雄

〒221‐8523 神奈川県横浜市神奈川区新子安1‐ 18-1

045(434)2331
045 (402)4822

ヴアンフォーレ甲府
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ

海野 一幸

海野 一幸

〒400‐8545 山梨県甲府市北口2‐ 6-10

055(254)6867
055 (253)1695



アルビレックス新潟
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 アルビレックス新潟

中野 幸夫

中野 幸夫

〒950-0954 新潟県新潟市美咲町2‐ 1‐ 10

025(282)0011
025 (282)0013

清水エスパルス
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 エスパルス

早川 巌

早川 巌

〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保2695-1

0543 (36)6301
0543 (36)7755

ジュビロ磐田
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 ヤマハフッ トボールクラブ

右近 弘

右近 弘

〒438‐0025 静岡県磐田市新貝2500

0538(36)2000
0538 (37)4464

名古屋グランバスエイ ト
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 名古屋グランパスエイ ト

加藤 東洋

松岡 和良

〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄5‐ 1‐32

052 (242)9180
052 (242)9194

久屋ワイエスビル7階

京都バープルサンガ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 京都パープルサンガ

梅本 徹

梅本 徹

〒600‐8586 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87興産京都ビル

075 (212)0635
075 (212)0628

ガンバ大阪
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 ガンバ大阪

佐野 泉

佐野 泉

〒565‐0826 大阪府吹田市千里万博公園3‐3万博記念公園スポーツ広場内

06(6875)8111
06 (6875)7778



セレッソ大阪
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

大阪サッカークラブ 株式会社

出原 弘之

出原 弘之

〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東2-2‐19

06(6692)9011
06 (6698)8581

サンフレッチェ広島
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 サンフレッチェ広島

久保 允誉

久保 允誉

〒733‐0036 広島県広島市西区観音新町4‐ 10‐2 広島西飛行場ターミナルビル1階

082(233)3233
082 (233)3251

アビスパ福岡
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

福岡ブルックス 株式会社

熊倉 徹

熊倉 徹

〒810‐0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 1‐ 1‐1 サンセルコビルBl

092(725)7216
092 (725)7235

大分 トリニータ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 大分フッ トボールクラブ

清畑 宏

溝畑 宏

〒870‐0022 大分県大分市府内町 1‐ 6‐21 山王ファース トビル3階

097(533)5657
097 (537)7295

J2会員

コンサ ドーレ札幌
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 北海道フッ トボールクラブ

児玉 芳明

児玉 芳明

〒062‐0045 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地

011 (858)5310
011 (858)5320



ベガルタ仙台
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 東北ハン ドレッド

名川 良隆

名川 良隆

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3‐ 6‐ 16 漁信基ビル4階

022 (216)1011
022 (216)1013

モンテデイオ山形
法人名

理事長

実行委員

所在地

電 話

FAX

社団法人 山形県スポーツ振興21世紀協会

金森 義弘

金森 義弘

〒990‐2412 山形県山形市松山2‐ 11‐30 山形県スポーツ会館3階

023(635)9290
023 (635)9291

水戸ホーリーホック
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 フッ トボールクラブ水戸ホーリーホック

小林 寛

小林 寛

〒310-0022 茨城県水戸市梅香 1‐5‐5 茨城県JA会館分館2階

029 (225)1936
029 (225)3877

ザスパ草津
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 草津温泉フッ トボールクラブ

大西 忠生

大西 忠生

〒377‐1711 群馬県吾妻郡草津町464‐28町営プール2階

0279 (88)7370
0279 (88)7371

柏レイソル
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 日立柏 レイツル

小野寺 重之

小野寺 重之

〒277-0083 千葉県柏市日立台1-2‐50

04(7162)2201
04 (7167)6166

東京ヴェルディ1969
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 日本テレビフッ トボールクラブ

萩原 敏雄

萩原 敏雄

〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015‐ 1

03(3512)1969
044 (946)3040



横浜FC
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 横浜フリエスポーツクラブ

奥寺 康彦

奥寺 康彦

〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1‐20

045(780)5020
045 (780)5022

湘南ベルマーレ
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 湘南ベルマーレ

真壁 潔

真壁 潔

〒254-0012 神奈川県平塚市大神3489-1

0463(54)0275
0463 (54)0124

ヴィッセル神戸
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 クリムゾンフッ トボールクラブ

三木谷 浩史

三木谷 浩史

〒652‐0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町 1-2‐ 1

078 (685)5510
078 (685)5520

御崎Uビル3階

徳島ヴォルテイス
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

徳島ヴォルティス 株式会社

高本 浩司

高本 浩司

〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉225-34

088 (666)2822
088 (666)2141

愛媛FC
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 愛媛FC
亀井 文雄

亀井 文雄

〒790‐0053 愛媛県松山市竹原3-20‐ 14

089(987)6120
089 (987)6125

サガン鳥栖
法人名

代表取締役

実行委員

所在地

電 話

FAX

株式会社 サガン ドリームス

井川 幸広

井川 幸広

〒841‐0034 佐賀県鳥栖市京町812

0942 (81)5290
0942 (81)5291

鳥栖スタジアム内



社団法人 日本プロサッカーリーグ
定  款

第
ョ当日

早 総
■
１
１ 貝」
●第 1条 〔名 称〕
●第2条 〔事務所〕
●第3条 〔支 部〕

第 2章 目的及び事業
●第 4条
●第 5条

第 3章 ］貝

的

業
目
事

へ
蜃

亡

亡

　

“
コ

●第 6条 〔種 別〕・……………………………………………̈ …… ２

２

２

２

２

３

３

●第 7条
●第 8条
●第 9条
●第10条

●第11条

●第12条

第 4章 役員及び職員

〔入 会〕・̈ …̈…………

〔入会金及び会費〕。̈……

〔資格の喪失〕・……………

〔退 会〕・…………………
〔除 名〕・………… …̈…

〔会費等の不返還〕・̈……

●第13条

●第14条

●第15条

●第16条

●第17条

●第18条

●第19条

〔役 員〕・̈………… …̈…………………
〔役員の選任〕
〔理事の職務〕
〔監事の職務〕
〔役員の任期〕
〔役員の解任〕
〔役員の報酬〕・…

●第20条 〔顧 問〕
●第21条 〔事務局〕

第 5章 総  会

３

３

３

４

４

４

４

４

４

●第22条

●第23条

●第24条

●第25条

●第26条

●第27条

●第28条

●第29条

〔議決事項〕・… …̈… …̈…¨

成

催
集

長

構

開
招

議

５

５

５

５

５

５

５

６

〔定足数等〕
〔会員への通知〕・… …̈

〔議事録〕・……………………

第 6章 理 事 会



●第30条 〔構 成〕・
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社団法人 日本プロサッカーリーグ

定  款

第 1章 総  則

第 1条 〔名 称〕

この法人は,社団法人日本プロサッカーリーグ (略称 Jリ ーグ)と いい,英文ではJapan

Professional Footba‖ League(略称J.League)と 表示する.

第 2条 〔事務所〕

この法人は,事務所を東京都文京区本郷3丁目10番15号に置く.

第 3条 〔支 部〕

この法人は1理事会の議決を経て,支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第 4条 〔目 的〕

この法人は.財団法人日本サッカー協会の傘下団体として,プロサッカー (こ の法人の正

会員となった団体に所属するサッカーチームが業務として行うサッカーをいう。以下同じ.)

を通じて日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ることにより1豊かなスポー

ツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに,国際社会における交流及び

親善に貢献することを目的とする.

第 5条 〔事 業〕

この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1)プ ロサッカーの試合の主催及び公式記録の作成

(2)プロサッカーに関する諸規約の制定

(3)プロサッカーの選手.監督及び審判等の養成.資格認定及び登録

(4)プ ロサッカーの試合の施設の検定及び用具の認定

(5)放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及

(6)サ ッカー及びサッカー技術に関する調査,研究及び指導

(7)プ ロサッカーの選手.監督及び関係者の福利厚生事業の実施

(8)サ ッカーに関する国際的な交流及び事業の実施

(9)サ ッカーをはじめとするスポーツの振興及び援助



(10 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及

←1)そ の他目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

第 6条 〔種 別〕

この法人の会員は,次のとおりとする.

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会 した個人または法人で下記にあたるもの

(a)Jリ ーグディビジョン1会員 (以下「Jl会員」という)

Jリ ーグディビジョン1(競争力等において優位にあるものと理事会が承認したチーム

から構成されるプロサッカーリーグ)に属するチームを保有する正会員

(b)Jリ ーグディビジョン2会員 (以下「J2会員」という)

Jリ ーグディビジョン2(Jリ ーグディビジョン1に属さず理事会が承認したチームか

ら構成されるプロサッカーリーグ)に属するチームを保有する正会員

(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人

(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者

第 7条 〔入 会〕

会員になろうとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければな

らない.た だし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって

会員となるものとする.

第 8条 〔入会金及び会費〕

① 正会員または賛助会員になろうとする者は,総会において別に定める入会金を納入しなけ

ればならない.

② 正会員または賛助会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない.

③ 個人である正会員または名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。

④ 特別の費用を必要とするときは1理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる.

第 9条 〔資格の喪失〕

会員は,次の事由によって資格を喪失する.

(1)退会 したとき

(2)死亡 し,も しくは失踪宣告を受け,ま たは法人である会員が解散 したとき

(3)除名されたとき

第10条 〔退 会〕

会員が退会 しようとするときは,正会員については退会希望日の12か 月前までに,そ の

他の会員については退会希望日の2か 月前までに1そ れぞれ理由を付 した退会届を理事長に

提出しなければならない.



第11条 〔除 名〕

① 会員が次の各号の一に該当するときは,総会において正会員現在数の4分の3以上の多数

による議決を経て,理事長が除名することができる.

(1)こ の法人の名誉を傷つけ1ま たはこの法人の目的に違反する行為があったとき

(2)こ の法人の会員としての義務に違反したとき

(3)会費または臨時会費を6か 月以上滞納したとき

② 前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは1除名の議決を行う総

会において,そ の会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条 〔会費等の不返還〕

退会し,ま たは除名された会員が既に納入した入会金1会費その他の拠出金品は1い か

なる事由があっても1こ れを返還しない.

第4章 役員及び職員

第13条 〔役 員〕

この法人には,次の役員を置く.

(1)理 事  10名以上15名以内 (う ち理事長 (チ ェアマン)1名 ,専務理事及び

常務理事若干名)

(2)監 事  2名

第14条 〔役員の選任〕

① 理事及び監事は1総会において選任する。

② 理事長,専務理事及び常務理事は1理事の互選とする.

③ 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.

④ 理事のうちには.理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係ある者の合計数が,

理事現在数の3分の1を 超えて含まれることになってはならない.

⑤ 監事には,こ の法人の職員が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他

特別の関係があってはならない .

第15条 〔理事の職務〕

① 理事長は,この法人を代表し,この法人の業務を統括する.

② 専務理事は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき,ま たは理事長が欠けたときは1

理事長があらかじめ指名した順序で,そ の職務を代行する.

③ 常務理事は1理事長及び専務理事を補佐し,日 常の業務を処理する。

④ 理事は,理事会を構成し,こ の定款に定めるもののほか1こ の法人の総会の権限に属す

る事項以外の事項を議決し,執行する。



第16条 〔監事の職務〕

監事は,こ の法人の業務及び財産に関 し1次の各号に規定する職務を行う.

(1)法人の財産の状況を監査すること

(2)理事の業務執行の状況を監査すること

(3)財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見 したときは,こ れを理事会及び

総会または文部科学大臣に報告すること

(4)前号の報告をするため必要があるときは,理事会または総会を招集すること

第17条 〔役員の任期〕

① この法人の役員の任期は、就任後第2年 目の決算期に関する総会終結のときまでとし1再

任を妨げない.

② 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする.

③ 役員は,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければ

ならない。

第18条 〔役員の解任〕

① 役員が次の各号のいずれかに該当するときは1理事会において理事現在数の4分の3以上

の多数による議決を経1かつ,総会において現存する正会員の議決権の4分の3以上の多数

による議決を経て,理事長がこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

② 前項の規定により役員を解任しようとするときは1解任の議決を行う理事会及び総会にお

いて1その役員に弁明の機会を与えなければならない。

第19条 〔役員の報酬〕

① 役員は,有給とすることができる.

② 役員の報酬は1理事会の議決を経て理事長が定める

第20条 〔顧 間〕

① この法人に1顧間を若干名置くことができる。

② 顧間は1こ の法人の理事であった者の中から総会の推薦により理事長が委嘱する。

③ 顧間は1重要事項について理事長または理事会の諮問に応じる.

第21条 〔事務局〕

① この法人の事務を処理するため,事務局を置く.

② 事務局には,事務局長及び職員を置く.

③ 事務局長の任免は1理事会の同意を得て理事長が行う.

④ 事務局長は,理事をもって充てることができる.

⑤ 前各項に定めるもののほか1事務局に関する事項は別に定める。



第5章 総  会

第22条 〔構 成〕

① 総会は1正会員をもって構成する.

② 総会において.個人である正会員及びJl会員は1会員につき2議決権.J2会員は1会員

につき1議決権を有する.

③ 個人である正会員及びJl会員は議決権を統一して行使しなければならない.

第23条 〔開 催〕

① 通常総会は,毎年2月 及び6月 に開催する。

② 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,ま たは現存する正会員の議決権の5分の1以上

もしくは監事から附議すべき事項を示して請求があったときに開催する.

第24条 〔招 集〕

① 総会は,理事長が招集する.

② 総会を招集するには,正会員に対し,附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所

を記載した書面をもって,開催の日の14日 前までに通知しなければならない.

第25条 〔議 長〕

通常総会の議長は理事長とし,臨時総会の議長は,そ の総会において理事長及び出席正

会員の中から選任する。

第26条 〔議決事項〕

総会は,こ の定款に別に規定するもののほか,次の事項を議決する

(1)事業計画及び収支予算に関する事項

(2)事業報告及び収支決算に関する事項

(3)財産目録及び貸借対照表に関する事項

(4)そ の他この法人の業務に関する重要事項

第27条 〔定足数等〕

① 総会は,現存する正会員の議決権の2分の1以上の者が出席しなければ,そ の議事を開き

議決することができない.た だし,当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示 し

た者及びあらかじめ理事会に届け出て承認を得た者を代理人として表決を委任 した者は,

出席者とみなす。

② 総会の議事は,こ の定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席正会員の議決権の過

半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

第28条 〔会員への通知〕

総会において議決 した事項は,全会員に通知する



第29条 〔議事録〕

① 総会の議事については1次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.

(1)総会の日時及び場所

(2)個人である正会員,Jl会 員及びJ2会員の現在数

(3)出席 した個人である正会員]Jl会 員及びJ2会員の数

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

② 議事録には,議長のほか,出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名

人2人以上が署名押印しなければならない.

第6章

第30条 〔構 成〕

理事会は1第 13条第1号の理事をもって構成する.

第31条 〔理事会の開催〕

理事会は,年4回以上開催する.ただし1理事長が必要と認めたとき,ま たは理事現在数

の3分の1以上から附議すべき事項を示 して請求があったときにも開催することができる.

第32条 〔招 集〕

① 理事会は.理事長が招集する.

② 理事会を招集するには,理事に対し,附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を

示 して,開催の日の10日 前までに書面をもって通知 しなければならない。ただし,緊急の

必要があるときは1各理事の同意を得て,こ の期間を短縮することができる。

第33条 〔議 長〕

理事会の議長は1理事長がこれに当たる

第34条 〔定足数等〕

① 理事会は1理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することがで

きない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみ

なす。

② 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもっ

て決し,可否同数のときは議長の決するところによる、
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第35条 〔議事録〕

第29条の規定は,理事会の議事録に準用する.こ の場合において,同条中「総会」とあ

るのは「理事会」と1「個人である正会員l Jl会員及びJ2会員の現在数」とあるのは

「理事の現在数」と,「 出席した個人である正会員l Jl会員及びJ2会員」とあるのは

「出席理事の数」と,「出席正会員のうち」とあるのは「出席理事のうち」と,そ れぞれ読

み替えるものとする.

第7章 実行委員会

第36条 〔実行委員会〕

① この法人の事業遂行のため,理事会の議決に基づき実行委員会を置く。

② 実行委員会の組織1権限及び運営に関する規定は.理事会が定める.

第8章 資産及び会計

第37条 〔資産の構成〕

この法人の資産は1次のとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)寄付金品

(6)そ の他の収入

第38条 〔資産の種別〕

① この法人の資産を分けて1基本財産と運用財産の2種 とする。

② 基本財産は,次に掲げるものをいう.

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定 して寄付された財産

(3)理事会の議決により運用財産から基本財産に繰り入れられた財産

③ 運用財産は1基本財産以外の資産とする.

第39条 〔資産の管理〕

この法人の資産は1理事長が管理 し1基本財産のうち現金は1理事会の議決を経て郵便

官署もしくは確実な金融機関に預け入れ,信託会社に信託 し1ま た国債1公債その他確実

な有価証券にかえて,理事長が保管する.



第40条 〔基本財産の処分の制限〕

基本財産は1譲渡 し,交換 し,担保に供 し,ま たは運用財産に繰り入れてはならない。た

だし,こ の法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは.理事会及び総会において1理
事現在数及び現存する正会員の議決権各々の3分の2以上の議決を経1かつ1文部科学大臣

の承認を受けて,そ の一部に限り1こ れらの処分をすることができる.

第41条 〔経費の支弁〕

この法人の事業遂行に要する経費は1運用財産をもって支弁する.

第42条 〔事業計画及び収支予算〕

この法人の事業計画及びこれにともなう収支予算は1理事長が編成し,理事会及び総会の

議決を経て,毎会計年度開始前に.文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び

収支予算を変更しようとする場合も同様とする.

第43条 〔収支決算〕

① この法人の収支決算は,理事長が作成し,財産目録1貸借対照表1事業報告書及び財産増

減理由書並びに社員異動状況届とともに1監事の意見を付け.理事会及び総会の承認を受け

て,毎会計年度終了後3か 月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

② この法人の収支決算に剰余金あるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,そ の一

部もしくは全部を基本財産に編入し1ま たは翌年度に繰り越すものとする。

第44条 〔特別会計〕

① この法人は,事業の遂行上必要があるときは,理事会の議決を経て特別会計を設けること

ができる.

② 前項の特別会計は1第42条の収支予算及び第43条の収支決算に計上しなければならない。

第45条 〔長期借入金〕

この法人が借入をしようとするときは1その会計年度の収入をもって償還する短期借入金

を除き1理事会及び総会において,理事現在数及び現存する正会員の議決権各々の3分 の2

以上の議決を経1かつ1文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第46条 〔新たな義務の負担等〕

この法人は1第40条ただし書及び前条の規定に該当する場合1並びに収支予算で定める

ものを除くほか1新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするとき

は,理事会及び総会の議決を経なければならない。

第47条 〔会計年度〕

この法人の会計年度は1毎年4月 1日 に始まり1翌年3月 31日 に終わる



第9章 定款の変更及び解散

第48条 〔定款の変更〕

この定款は,理事会及び総会において,理事現在数及び現存する正会員の議決権各々の4

分の3以上の議決を経1かつ,文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。

第49条 〔解 散〕

この法人の解散は,理事会及び総会 において、理事現在数及び現存する正会員の議決権

各々の4分の3以上の議決を経 ,か つ,文部科学大臣の許可を受けなければな らない。

第50条 〔残余財産の処分〕

この法人の解散にともなう残余財産は、理事会及び総会において,理事現在数及び現存

する正会員の議決権各々の4分 の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて1

財団法人日本サッカー協会に寄付するものとする.

第 10章 雑  則

第51条 〔書類及び帳簿の備置等〕

① この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない.た だし,他の法令に

より, これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,こ の限 りではない .

(1)定款

(2)会員の名簿

(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4)財産目録

(5)資産台帳及び負債台帳

(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)総会及び理事会の議事に関する書類

(3)官公署往復書類

(9)収支予算書及び事業計画書

(10 収支計算書及び事業報告書

0 貸借対照表

(10 正味財産増 ,1或 計算書

(10 その他必要な帳簿及び書類

② 前項第1号 から第5号 までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号 までの書類

は永年.同項第6号の帳簿及び書類は10年以上 1同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1

年以上保存 しなければならない.

③ 第1項第1号 .第 2号及び第4号の書類,同項第9号 から第12号 までの書類並びに役員



名簿は,こ れを一般の閲覧に供するものとする

第52条 〔細 則〕

この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を経て,別に定める

〔改 正〕

平成 4年 12月 14日

平成 5年 7月 14日

平成 7年 4月 5日

平成11年 3月 5日

平成13年 2月 20日

平成15年 10月 31日
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Jリーグ規約

第 1章 総  則

第2章 組  織

第 1節 理 事 会

第 1条 〔Jリ ーグの目的〕

社団法人日本プロサッカーリーグ (以下「Jリ ーグ」という)は ,日本のサッカーの水準

の向上およびサッカーの普及を図ることにより,豊かなスポーツ文化の振興および国民の心

身の健全な発達に寄与するとともに,国際社会における交流および親善に貢献することを目

的とする.

第 2条 〔本規約の趣旨〕

本規約は,「社団法人日本プロサッカーリーグ定款」 (以下「定款」という)に基づき,

Jリ ーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより,Jリ ーグの安定的発展を

図 ることを目的 とする .

第 3条 〔遵守義務〕

① Jリ ーグの会員およびその役職員ならびにJリ ーグに所属する選手.監督.コ ーチ1審判

その他の関係者は,Jリ ーグの構成員として1本規約および財団法人日本サッカー協会 (以

下「協会」という)の寄附行為ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。

② Jリ ーグの会員およびその役職員ならびにJリ ーグに所属する選手.監督,コ ーチ1審判

その他の関係者は1第 1条のJリ ーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為

等を行ってはならない。

第4条 〔理事会〕

① 理事会は.理事をもって構成する.
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② 理事会は,理事長 (以下「チェアマン」という)がこれを招集し,その議長となる.

③ 理事会の権限および運営に関する事項は,定款および本規約に定めるところによる。

④ 役員 (理事。監事)は ,そ の就任時に.チ ェアマンは満70歳未満,そ の他の役員は満65

歳未満でなければならない.

第 5条 〔理事会の権限〕

理事会は,Jリ ーグの運営に関する次の権限を行使する

(1)リ ーグ運営の基本方針の決定

(2)正会員たるクラブから選任された実行委員の承認

(3)諸規程の制定

(4)そ の他定款および本規約に定める事項に関する決定

第2節 チェアマン

第 6条 〔チェアマン〕

チェアマンはlJリ ーグを代表するとともにl Jリ ーグの業務を管理統括する

第 7条 〔チェアマンの権限〕

チェアマンは,Jリ ーグの運営に関する次の権限を行使する.

(1)Jリ ーグ全体の利益を確保するためのJリ ーグ所属の団体および個人に対する指導

(2)Jリ ーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定

(3)実行委員会の招集および主宰

(4)そ の他定款および本規約に定める事項

第3節 実行委員会

第8条 〔構 成〕

① Jリ ーグディビジョン1(以下「Jl」 という)お よびJリ ーグディビジョン2(以下

「J2」 という)にそれぞれ実行委員会を設置する.

② Jlに設置する実行委員会を「Jl実行委員会」,J2に設置する実行委員会を「J2実
行委員会」といい1単に「実行委員会」という場合は,Jlお よびJ2の実行委員会を総称

する。

③ 各委員会を構成する委員は次のとおりとする.

(1)Jl実 行委員会 チェアマン1担当理事およびJl会員たるクラブ (以下「Jlク ラブ」

という)か ら1名 ずつ選任された代表

(2)J2実行委員会 チェアマン,担当理事およびJ2会員たるクラブ (以下「J2ク ラブ」

という)か ら1名 ずつ選任された代表
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第 9条 〔招 集〕

Jl実行委員会,J2実行委員会は,原則として毎月1回招集し,そ の他必要があるごと

に随時招集する.

第10条 〔招集権者および議長〕

① Jl実行委員会,J2実行委員会はチェアマンが招集し,そ の議長となる.た だし,チ

ェアマンに事故あるときは1理事会が予め指名した理事がこれにあたる.

② Jl実行委員会,J2実行委員会の各委員会における委員総数の3分の2以上から会議の

目的事項を示して請求があったときは1チ ェアマンは.請求された委員会を招集しなけれ

ばならない.

③ Jl実行委員会l J2実 行委員会の招集は,予め各委員会において定めた期日の場合を

除き,各委員に対し会日の7日 前までに通知しなければならない.ただし.緊急の必要があ

るときはこの限りではない .

第11条 〔権 限〕

実行委員会は1理事会から委嘱された事項を決定する

第12条 〔定足数および決議要件〕

Jl実行委員会,J2実 行委員会の決議は,各委員会における委員現在数の3分の2以上

が出席 し,そ の出席委員の過半数をもって行う。

第13条 〔代理出席〕

予めチェアマンに届け出て承認を得た者は1委員の代理人としてJl実行委員会または

J2実行委員会に出席 し,議決権を行使することができる.

第14条 〔議事録〕

Jl実行委員会l J2実 行委員会の議事経過の要領および結果は議事録に記載 し,こ れ

をJリ ーグの事務局に保存する.

第15条 〔事務局〕

Jl実行委員会,J2実行委員会に関する事務は,Jリ ーグの事務局長が統括する

第4節 その他の委員会

第16条 〔専門委員会〕

① チェアマンの下に次の専門委員会を置き,チ ェアマンがこれを直轄する.

(1)規律委員会

(2)審判委員会

(3)技術委員会
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(4)法務委員会

(5)マ ッチコミッショナー委員会

(6)ド ーピングコントロール委員会

(7)経営諮問委員会

② 前項の各専門委員会の組織1権限および運営に関する事項は1理事会が制定する「専門委

員会規程」の定めるところによる.

第5節 事 務 局

第17条 〔事務局の設置〕

Jリ ーグの総会1理事会および各委員会の事務を処理 し,チ ェアマンの職務の執行を補佐

するとともにlJリ ーグの活動に関する諸事項の企画 。立案を行うため,専任の職員により

構成される事務局を置く.

第18条 〔事務局の運営〕

① 事務局の組織および人事に関する重要事項は1理事会の承認を得てチェアマンが定める.

② 事務局の機能]職務その他事務局の運営に関する事項は1チ ェアマンが制定する「事務局

規定」の定めるところによる.

第3章 Jク ラ ブ

第19条 〔Jlク ラブの資格要件〕

Jlク ラブは1以下の要件を具備するものでなければならない.

(1)日 本法に基づき設立された公益法人または発行済株式総数の過半数を日本国籍を有する

者が保有する株式会社であること

(2)協会の定める「日本サッカー協会選手契約書 (プ ロA契約書)」 (以下「プロA契約」

という)を締結した選手を15名以上保有していること

(3)協会の加盟チームに関する規定に定める登録種別の第1種 1第 2種.第3種および第4種

に属するチームを有していること (た だし、第4種についてはその年代に対するサッカー

スクール1ク リニック等の活動を行っていることで足る)

(4)そ のクラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム (以下「トップチーム」という)

およびトップチームにおいて競技する選手を養成するチーム (以下「サテライトチーム」

という)を .双方編成し得ること

(5)第 21条 に定めるホームタウン内に第4章第1節 に定める競技場 (以下「ホームスタジア
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ム」という)を確保していること

(6)第 113条および第114条に定める監督およびコーチを保有していること

第19条の2〔 J2ク ラブの資格要件〕

J2ク ラブは1以下の要件を具備するものでなければならない。

(1)日 本法に基づき設立された公益法人または発行済株式総数の過半数を日本国籍を有す

るものが保有する株式会社であること

(2)プ ロA契約書を締結 した選手を5名以上保有 していること

(3)協会の加盟チームに関する規定に定める登録種別の第1種 .第2種1第 3種および第4種

に属するチームを有 していること,(た だし,第4種についてはその年代に対するサッカ

ースクール1ク リニック等の活動を行っていることで足る.)な お.第2種1第3種または

第4種のいずれか一つに関しては.ク ラブがJ2ク ラブとして初めて参加 したシーズンを

含め3シ ーズンが終了するまで猶予を設ける

(4)ホームスタジアムを確保 していること

(5)第 113条および第114条に定める監督およびコーチを保有していること

第20条 〔入 会〕

① Jリ ーグは,次の条件を満たす日本フットボールリーグ (JFL)加盟クラブをJ2会員と

して入会させることができる.

(1)第 19条の2第 1号から第5号 までの要件を具備すること.な お同第1号にいう法人は1本

条第2項に定める届け出期日までに,設立後原則として1年以上経過 していること

(2)協会の諸規程1本規約およびこれらに付随する諸規則を遵守 していること

(3)JFLに おける年間順位が1原則として 2位以内であること

② J2会員として入会を希望するクラブは16月 30日 までにチェアマンに届け出て,入会予

備審査を受けたのち,9月 30日 までにチェアマンに対し所定の入会申込書を提出しなければ

ならない .

③ Jリ ーグ事務局は1前項の入会申込書を提出したクラブに関し,次の事項を行なう。

(1)ク ラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞

(2)地域との協力関係およびホームスタジアム1練習場等に関する現地調査

(3)ク ラブの経営状態1チームの戦力.観客数1選手育成その他 Jリ ーグが必要と認める

事項に関する調査

④ 理事会は,前項の調査等の結果を踏まえ,入会の可否を審議し.そ の結果を第2項の申込

み期限から2ヶ 月以内またはJFLシ ーズン終了までに.当該クラブに書面で通知する.

⑤ 前項により.J2会員としての入会を承認されたクラブは,Jリ ーグに対し,承認日か

ら1か 月以内に.所定の入会金を納入しなければならない.こ の場合におけるJ2会員とし

ての資格は,所定の入会金の納入完了を条件として,承認日に認められるものとする。

第20条の2〔 Jll J2ク ラブの入れ替え〕

① Jlに おける年間順位の下位2ク ラブがJ2に降格し.J2における年間順位の上位 2

クラブがJlに昇格する.

② Jlに おける年間順位が16位のクラブと,J2における年間順位が3位のクラブは1入
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れ替え戦を実施 し=そ の勝者がJlと なり,敗者がJ2と なる。

③ J2に おける年間順位上位 3ク ラブのいずれかが110月 に開催 される理事会までに1第
19条に規定するJlク ラブの資格要件を具備する目途がたたない場合,第 1項および第2項

の規定にかかわらず,次の通りとする。

(1)当該J2ク ラブはl Jlに昇格することができない

(2)当該J2ク ラブが一つの場合l Jlに おける年間順位の下位 2ク ラブがJ2に降格 し,

J2に おける年間順位の上位 3ク ラブのうち資格を満たす2ク ラブが入れ替え戦なしにJ

lに昇格する

(3)当該J2ク ラブが複数の場合=入れ替えの処置については,理事会で審議決定する

④ Jlク ラブおよびJ2ク ラブ(以下総称して「Jク ラブ」という)が会員資格を喪失した

場合の入れ替えの実施方法については1理事会で審議決定する.

第20条の3〔入会金および会費〕

① Jlク ラブはlJリ ーグに対 し1次に定める入会金および会費 (年会費)を納入しなけれ

ばならない.

(1)入会金 金6,000万 円

(2)会 費 金4,000万 円

② J2ク ラブはlJリ ーグに対 し1次に定める入会金および会費 (年会費)を 納入しなけれ

ばならない。

(1)入会金 金2,000万 円

(2)会 費 金2,000万 円

③ J2ク ラブがはじめてJlク ラブとなる場合には1第 1項第1号に定める入会金を承認日

からlヶ 月以内に別途納入 しなければならない.

④ Jlクラブが降格によってJ2クラブとなる場合1入会金は発生しないものとする.

⑤ Jク ラブは,第 1項第2号 または第2項第2号に定める会費(年会費)を ,当年の4月 中に納

入 しなければな らない .

第20条の4〔退会〕

Jク ラブが退会 しようとする場合は,理事会の承認を得なければならない。ただしシーズ

ン途中の退会は認められず.ま た,次シーズンに退会 しようとする場合は,そ の前年の9月

30日 までに申請 しなければならない。

第21条 〔Jク ラブのホームタウン (本拠地)〕

① Jク ラブは,理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならな

い.ただし,次の各号の条件を満たし,理事会の承認を得た場合には,複数の市町村または

都道府県をホームタウンとすることができる.

(1)自 治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること

(2)支援の中核をなし,市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること

(3)活動拠点となる市町村を定めること

② Jク ラブはホームタウンにおいて,地域社会と一体となったクラブ作り (社会貢献活動を

含む)を 行い.サ ッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない.
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③ Jク ラブのホームタウンは1原則として変更することができない.

④ やむを得ない事由により,ホームタウンを変更する必要が生じた場合には.変更の日の1

年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し,そ の承認を得なければならな

い.た だし1第 54条に定める開催期間の途中における申請は認められないものとする.

第22条 〔Jク ラブの権益〕

① Jク ラブは,原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。

② Jク ラブは,活動区域において主管した公式試合に伴う広告料およびテレビ放送権料等に

つき1理事会の定めるところにより分配を受けることができる.

③ Jク ラブは.活動区域におけるサッカースクール1講演その他サッカーに関する諸行事の

開催について,優先的にJリ ーグの公認を受けることができる.

① Jク ラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している日には1その活動区域内では

原則として協会または協会加盟団体の公式試合は行われないものとする。

⑤ Jク ラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を

含む時間帯には.原則としてその活動区域内においては,協会が主催または主管する試合

のテレビ放送は行われないものとする。

⑥ 特別の事情により前2項の定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場

合には,こ れにより不利益を受けるおそれのあるJク ラブの補償について, Jリ ーグ1当

該Jク ラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議の上決定するものとする.

第23条 〔Jク ラブの健全経営〕

① Jク ラブは1人件費=運営費その他の経費の設定に際し1健全な財政状態の維持に配慮し

なければならず.違反した場合,理事会は必要な措置を講ずることができる.

② Jク ラブはJリ ーグに対し,各会計年度終了後105日 以内に次の書類を提出しなければな

らない.

(1)当該会計年度の貸借対照表および損益計算書

(2)主管した試合およびイベント等の収支明細書

③ Jク ラブはJリ ーグに対し,前項の書類のほかにJリ ーグが指定した書類を定められた

期限までに提出しなければならない.

④ Jク ラブは,前2項の書類に虚偽の記載をしてはならない.

⑤ Jリ ーグは,いつでも代理人を通じて第2項 および第3項の書類を開覧することができる。

⑥ Jク ラブは経営諮問委員会の調査に協力しなければならない、

⑦ Jリ ーグはl Jク ラブの事前の同意がない限り,第 2項および第3項の書類を第二者に開

示しないものとする.た だし,Jリ ーグおよびJク ラブの状況を社会に告知するために,

提出書類に内包された情報を加工し個別のJク ラブの運営に支障を来たさない限りにおい

て開示することができる.

第23条の2〔公式試合安定開催基金〕

① クラブの財政難により、公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するた

め「公式試合安定開催基金」を設ける。

② 「公式試合安定開催基金」の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「公式試合安

17



定開催基金規程」の定めるところによる。

第24条 〔Jクラブの株主〕

C)JクラブはJリ ーグに対し,各会計年度終了時における株主名簿の写しを提出しなければ

ならない。

② Jク ラブは,発行済株式の株主を変更し.ま たは新たに株式を発行する場合には,Jリ ー

グに報告しなければならない.ま た株主変更または新規発行する株式が,累積で発行済株式

総数の5%を超える場合には,あ らかじめ理事会の承認を得なければならない.なお株式に

限らず,転換社債またはストックオプション等1株式に転化しうる権利を付与する場合も同

様とする.

③ Jク ラブは1他のJク ラブの株式を保有してはならない.

④ Jク ラブは,何人を問わずl Jク ラブの株式 (公益法人にあっては正会員資格)に関し1

直接たると間接たるとを問わず=同時に2ク ラブ以上の経営を支配できるだけの株式を保有

させてはならない。

第25条 〔役職員等の禁止事項〕

① Jク ラブの役員または職員は,直接たると間接たるとを問わず,次の事項を行ってはなら

ない.

(1)他のJク ラブの役員または職員を兼務すること

(2)他のJク ラブの株式を保有すること

(3)他のJク ラブまたは他のJク ラブの役職員との間で金銭貸借,債務保証またはこれらに

類する契約を締結すること

② Jク ラブに所属する選手i監督,コ ーチおよび役員その他の関係者は1公の場において,

協会 (審判を含む)l Jリ ーグまたは自他のJク ラブを中傷または誹謗してはならない.

第26条 〔名称および活動区域等〕

① Jク ラブの法人名1チーム名および呼称 (以下総称して「名称」という)な らびにホー

ムタウンおよび活動区域は次のとおりとする.

〔Jl会員〕

法 人 名 チーム名 呼 称 ホームタウン 活動区域

(株 )鹿島アントラーズ。エフ・シー 鹿島アントラーズ 鹿島アントラーズ 鹿嶋市,神栖市,潮来市
鉾田市1行方市

茨城県

(株)三菱自動車フットボールクラブ 浦和レッドダイヤモンズ 浦和レッズ さいたま市 埼玉県

エヌ。ティ。ティ・スポーツコミュニティ(株 ) 大宮アルデイ~ンヤ 大宮アルディージャ さいたま市 埼玉県

(株 )東日本ジェイアール古河サッカークラブ ンエフユナイテッド市原・千葉 ジェフユナイテッド千葉 市原市,千葉市 千葉県

東京フットボールクラブ(株 ) FC東京 FC東京 東京都 東京都

(株)川崎フロンターレ 川崎フロンターレ 川崎フロンターレ 川崎市 神奈川県

横浜マリノス(株 ) 横浜 F。 マリノス 横浜 F。 マリノス 横浜市,横須賀市 神奈川県

(株)ヴァンフォーレ山梨

スポーツクラブ
ヴァンフォーレ甲府 ヴァンフォーレ甲府

甲府市1韮 崎市を中心とする

全県
山梨県
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〔Jl会員つづき〕

〔J2会員〕

② Jク ラブとしての新規入会にあたっては,その名称について事前に理事会の承認を得るも

のとする.

C)Jクラブの名称は1原則として変更することができない.ただし,正当な事由がある場合

において1理事会の承認を得たときはこの限りではない.

法 人 名 チーム名 呼 称 ホームタウン 活動区域

(株)ア ルビレックス新潟 アルビレックス新潟 アルビレックス新潟 新潟市,聖鰭貯 新潟県

(株)エスパルス 清水エスパルス 清水エスパルス 静岡市 静岡県

(株)ヤマハフットボールクラブ ジュビロ磐田 ジュビロ磐田 磐田市 静岡県

(株)名古屋グランパスエイト 名古屋グランパスエイト 名古屋グランパスエイト 名古屋市 愛知県

(株)京都パープルサンガ 京都パープルサンガ 京都パープルサンガ 京都市 京都府

(株)ガ ンパ大阪 ガンバ大阪 ガンバ大阪 吹田市 大阪府

大阪サッカークラブ(株 ) セレッソ大阪 セレッソ大阪 大阪市 大阪府

(株)サ ンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島F.C. サンフレッチェ広島 広島市 広島県

福岡ブルックス (株 ) アビスパ福岡 アビスパ福岡 福岡市 福岡県

(株)大分フットボールクラブ 大分トリニータ 大分トリニータ
大分市,別府市,佐伯市を

中心とする全県
大分県

法 人 名 チーム名 呼 称 ホームタウン 活動区域

(株)北海道フットボールクラブ コンサ ドーレ札幌 コンサドーレ札幌 札幌市 北海道

(株)東北ハンドレッド ベガルタ仙台 ベガルタ仙台 仙台市 宮城県

(社)山形県スポーツ振興

21世紀協会
モンテディオ山形 モンテディオ山形

山形市,天童市1鶴岡市を

中心とする全県
山形県

(株 )フットボールクラブ水戸ホーリーホック 水戸ホーリーホック 水戸ホーリーホック 水戸市 茨城県

(株)草津温泉フットボールクラブ ザスパ草津 ザスパ草津
草津町1前橋市を

中心とする全県
群馬県

(株)日 立柏レイソル 柏レイツル 柏レイツル 柏市 千葉県

(″末)日本テレビフットボールクラブ FoC.ニ ッポン 東京ヴェルディ1969 東京都 東京都

(株)横浜フリエスポーツクラフ 横浜FC 横浜FC 横浜市 神奈川県

(株)湘南ベルマーレ 湘南ベルマーレ 湘南ベルマーレ
厚木市,伊勢原市,小田原市,

茅ヶ崎市,秦野市,平塚市,藤
沢市,大磯町1寒川町1二宮町

神奈川県

(オ朱)クリムゾンフットボールクラブ ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 神戸市 兵庫県

徳島ヴォルティス(株 ) 徳島ヴォルティス 徳島ヴォルティス
徳島市,鳴門市,美馬市,

板野町,松茂町1藍住町1

北島町を中心とする全県
徳島県

(株)愛媛FC 愛媛FC 愛媛FC 松山市を中心とする全県 愛媛県

(株)サガンドリームス サガン鳥栖 サガン鳥栖 鳥栖市 佐賀県

第27条 〔準会員〕〈肖」除 )
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第4章 競  技

第 1節 競 技 場

第28条 〔競技場の維持〕

Jク ラブは1良好な状態でホームゲームを実施 し得るよう.競技場を維持管理する責任を

負う。

第29条 〔競技場〕

① 競技場は,次の各号の条件を満たすものでなければならない.

(1)ピ ッチは天然芝であり,原則として縦長105ml横幅68mで あること

(2)ビ ッチの外側周囲には,原則としてすべて1.5m以上の芝生部分を確保すること (し た

がって1縦長108m以上,横幅71m以上の芝生部分を確保すること)

(3)ゴ ールのポストおよびバーは,自色かつ丸形 (直径1 2cm)で 1埋込式その他Jリ ーグ

が安全性を認定したものであり1鉄製その他ボールを反発するような補強材を使用しない

こと

(4)コ ーナーフラッグおよびコーナーフラッグポス トは,Jリ ーグ指定のものであること

(5)ラ インは幅 1 2cmと し,明瞭に引くこと (原則としてペイン ト方式 とする)

② フィールド (ピ ッチおよびその周辺部分)に は,選手のプレーに影響を与え1ま たは危

険を及ぼすおそれのある物は一切放置もしくは設置してはならない.

③ 競技場の観客席は,下記のとおりとする.た だし,芝生席は,観客席とはみなされない.

(1)Jlク ラブ主管公式試合 :15,000人 以上収容できること

(2)J2ク ラブ主管公式試合 :10,000人 以上収容できること

④ 競技場には,平均1,500ル クス以上の照度をもつ照明装置を設置しなければならない。

第30条 〔競技場付帯設備〕

競技場は,次の各号の付帯設備を備えるものでなければならない.

(1)本部室

(2)更衣室 (温水シャワーが使用でき1かつ,ホ ームチーム1 ビジターチームおよび審判

員について各々別個に用意されていること)

(3)記録室 (ピ ッチ全体を見渡すことができ.かつ1個室であること)

(4)医務室

(5)ド ーピングコン トロール室

(6)警察 。消防控室

(7)記者室

(8)カ メラマン室

(9)来賓席
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(10)記者席 (ビ ッチ全体を見渡すことができ,屋根付きで,かつ1手元照明付きの机を備

えていること)

0 場内放送設備

(1の テレビ中継およびラジオ中継用放送ブース (ピ ッチ全体を見渡すことができ1かつ1

音声機材を設置することができること)

(13)ス コアボー ド (原則として電光掲示盤であること)

(14)メ ンバー掲示板 (ス コアボー ドでの兼用可)

(15)リ ーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポール

(16)入場券売場

(1つ 飲食物およびサッカー関連グッズ等の販売所

(18)テ レビカメラ設置スペース (中継関連カメラ用およびニュース関連ENG用 )

(19)テ レビ中継車両駐車スペース

の)ケーブル敷設スペース (中継車とカメラおよび放送ブース間)

11)伝送用機材等設置スペース (ア ンテナ/ア ンテナ搭載車両/光ファイバー用端末)

第31条 〔照明装置〕

Jク ラブは,競技場の照明装置の故障を未然に防止 し1かつ1故障箇所をすみやかに修

理するための措置を講じるよう努めなければならない.

第32条 〔ベンチ〕

① ベンチは,原則として次の要件を満たすものでなければならない。

(1)ビ ッチのタッチラインから5m以上離れ1か つ,そ の一端がハーフウェイラインから

10m以内に懸かる位置に設置すること

(2)屋根を備えていること (た だし1観客等の視野を妨げるものであってはならない)

② ベンチの前面 (ビ ッチ側)には,テ クニカルエリアを設置する.

③ ホームチームのベンチは1原則としてメインスタンドからビッチに向かって左側に設置す

るものとする。

第33条 〔医療施設〕

Jク ラブは,試合開催時には観客等のための医師を待機させなければならない.

第34条 〔ビジタークラブのための観客席の確保〕

Jク ラブは.対戦チームの所属するJク ラブ (以下「ビジタークラブ」という)を応援す

る観客のために1適正な数の席を確保しなければならない.

第35条 〔広告看板の設置〕

① 競技場には, Jリ ーグが指定する位置に.Jリ ーグスポンサーが所定のサイズおよび枚数

の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない.

② 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には1事前にJリ ーグに届け出て

承認を得なければならない。
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第36条 〔競技場における告知等〕

① ホームゲームを実施するJク ラブ (以下「ホームクラブ」という)は 1競技場において1

次の各号の事項を告知 しなければならない.

(1)選手.審判員およびマッチコミッショナー

(2)試合方式

(3)選手および審判員の交代

(4)得点者および得点時間 (得点直後に)

(5)ロ スタイム

(6)他の試合の途中経過および結果

(7)入場者実数

(8)前各号のほか,Jリ ーグの指定する事項

② ホームクラブは,試合の前後およびハーフタイムに1次の各号の事項を行うことができる。

(1)次の試合の予定の告知

(2)事前にJリ ーグに届け出て承認を得た広告宣伝

(3)音楽放送

(4)チームまたは選手に関する情報の告知

(5)前各号のほか, Jリ ーグの承認を得た事項

第37条 〔公式試合開催指定競技場〕

① Jリ ーグは競技場 (付帯設備を含む)を検査し,「公式試合開催指定競技場」を認定する

② 前項の検査に関する事項は,別途定める「競技場検査要項」による.

第38条 〔競技場の視察〕

① Jリ ーグは1試合開催の可否を確認するため競技場を視察することができ,そ の結果,

試合開催が困難であると判断したときは1そ の旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければ

ならない。

② チェアマンは,前項の報告を受けたときは,そ の競技場での試合の実施を中止する決定

を下すことができる.

③ 前項の中止の決定およびその通知は1試合開催日の2か 月前までにホームクラブに対して

行わなければならない。

第39条 〔悪天候の場合のビッチ整備の義務〕

ホームクラブは,降雪または降雨等.悪天候の場合であっても1可能な限リビッチを整

備 し,そ の競技場での試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない.

第2節

第40条 〔公式試合〕

① Jリ ーグにおける公式試合 (以下「公式試合」という)と は1次の試合をいう
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(1)Jリ ーグディビジョン1(Jl)
(2)Jリ ーグディビジョン2(J2)
(3)リ ーグカップ戦

(4)ス ーパーカツプ

(5)オールスターサッカー

(6)Jl・ J2入れ替え戦

(7)前 6号のほか,理事会が指定した試合

② Jク ラブは,前項第1号 または第2号のホームゲームの80%以上をホームスタジアムで実

施しなければならない.ただし,理事会の承認を得た場合は,こ の限りではない.

③ 第 1項第 1号から第 4号までの試合は. トップチームに限り参加できるものとする。

第41条 〔参加義務等〕

① Jク ラブは.公式試合および協会が開催する天皇杯全日本サッカー選手権大会に参加し

なければならない。

② Jク ラブは1所属選手が1代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合,当

該選手をこれに参加させる義務を負う.

第42条 〔最強のチームによる試合参加〕

① Jク ラブは,そ の時点における最強のチーム (ベストメンバー)を もって前条の試合に

臨まなければならない。

② 第40条第1項第1号から第3号までの試合における先発メンバー11人は,当該試合直前のリ

ーグ戦5試合の内11試合以上先発メンバーとして出場した選手を6人以上含まなければなら

ず]詳細に関しては「Jリ ーグ規約第42条の補足基準」によるものとする.

第43条 〔不正行為への関与の禁止〕

Jク ラブおよびJク ラブの役員,選手1監督,コ ーチその他の関係者は,方法・形式のい

かんにかかわらず1ま た直接たると間接たるとを問わず,試合の結果に影響を及ぼすおそれ

のある不正行為に一切関与してはならない。

第44条 〔公式試合の主催等〕

① 公式試合は,すべて協会およびJリ ーグが主催 (自 己の名義において試合を開催すること.

以下同じ)し ,Jリ ーグが主管 (自 己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。

以下同じ)す る.

② Jリ ーグは1公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する.

③ 前項の規定にかかわらずlJリ ーグは1活動区域外の競技場で実施する公式試合を自ら主

管することができる。

④ 活動区域外で開催される試合については1事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその

地方のマスコミが共催することを認める.な お1試合開催が複数回に及ぶ場合であっても.

その都度申請し承認を得るものとする.
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第45条 〔主管権の譲渡〕

Jク ラブはJリ ーグの事前の承認を得て,そ の主管するホームゲームの主管権を1協会に

所属する都道府県サッカー協会に対 し譲渡することができる.た だし,こ の場合においても1

当該 Jク ラブは1本規約上の義務を免れるものではない.

第46条 〔競技規則〕

公式試合は,すべて国際サッカー連盟 (FIFA)お よび協会の競技規則に従って実施され

る .

第47条 〔届出義務〕

① Jク ラブは,次の事項を所定の方法によりJリ ーグ事務局に届け出なければならない.届

出事項に変更が生じた場合も同様とする。

(1)選手

(2)実行委員1運営担当および広報担当等

(3)監督,コ ーチ1 ドクターおよびアスレティックトレーナー(原則として日本体育協会公

認)等 (以下「チームスタッフ」という)

(4)入場料金の体系 (年間指定席券その他すべての入場券を含む)

② 前項第4号の入場料金は1ビ ジタークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の

条件で設定されなければならない.ただし1ホ ームクラブのファンクラブ会員または年間指

定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない.

第48条 〔出場資格〕

① 協会の「選手登録に関する規定」に基づき協会への選手登録を完了し,かつ第99条の2に

定めるJリ ーグ登録を行った選手のみが1公式試合における出場資格をもつ。

② 選手は,公式試合出場に際し1協会の発行する選手証を持参しなければならない.

第49条 〔ユニフォーム〕

① 公式試合においては,「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければ

ならない.

② 前項のユニフォームには1メ ンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されて

いなければならない.

③ チームのキャプテンは1キ ャプテンであることを明確に表示するアームバンドを着用し

なければならない.

④ ユニフォームに関する事項は1理事会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところ

による。

第50条 〔試合球〕

公式試合の試合球は,Jリ ーグが,協会検定球の中から認定する.

第51条 〔Jク ラブの責任〕

① ホームクラブは1選手1チ ームスタッフ1実行委員1運営担当1広報担当1審判員およ
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び観客等の安全を確保する義務を負う。

② ホームクラブは,観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持す

るよう努める義務を負う。

③ ホームクラブは,前 2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して,そ の入場を制限し,ま た

は即刻退去させる等,適切な措置を講ずる義務を負う.

④ ビジタークラブは1サポーター対応担当 (運営担当兼務可)を アウェイゲームに帯同し,

第2項 に基づくホームクラブの義務の履行に協力するものとする.

第52条 〔選手の健康管理およびドクター〕

① Jク ラブは,日 本国医師免許を保有する専属のドクターを置き.当該Jク ラブの責任に

おいて選手の健康管理を行わなければならない.

② 前項の健康管理における医学的検査の項目は.協会のスポーツ医学委員会が定める次の

メディカルチェック項目とする。

(1)内科検査 (心電図.心エコー検査含む)

(2)整形外科的検査

(3)血液検査

(4)尿検査

(5)レ ン トゲン検査

(6)運動負荷検査

(7)体力検査

C)Jクラブは,すべての試合に. ドクターを同行しなければならない。

④ Jク ラブは1試合終了後可及的すみやかに「Jリ ーグ傷害報告書」をJリ ーグ事務局に

対し提出しなければならない.なお,選手が試合中に負傷した場合には, ドクターの所見

を得1 ドクターの署名あるものを提出するものとする。

⑤ 2か月以上の休養を必要と判断される重症例,生命に危険がある重篤例,お よび診断が後

日変更された例については,「 Jリ ーグ公式戦傷害経過報告書」を1か 月以内にJリ ーグ事

務局に提出 しなければならない.

第53条 〔負傷した選手の活動再開の制限〕

① Jク ラブは.選手が試合中に負傷して退場した場合において,そ の傷害が頭部その他特

に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは1医師の承認を得なければ,当該選

手の選手としての活動を再開させてはならない.

② 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする.

第3節 試 合 の 運 営

第54条 〔リーグ戦 。リーグカップ戦の開催期間〕

リーグ戦およびリーグカップ戦は.原則として毎年3月 から11月 までの間に実施する
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第55条 〔リーグ戦の開催〕

① リーグ戦の試合日程は,次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て1理事会が決定する.

(1)前 シーズンのJlリ ーグ戦優勝チームに開幕権が与えられること

(2)試合開催が特定の地域に集中しないこと

(3)同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと

② リーグ戦は.原則として土曜日または水曜日に開催されるものとする.

第56条 〔試合日程の遵守〕

Jク ラブは,前条により定められた公式試合の開催日,キ ックオフ時刻および開催地等の

試合日程を遵守 しなければならない.

第57条 〔試合の日時または場所の変更〕

① 公式試合の開催日,キ ックオフ時刻または開催地の変更は1次の手続きに従い決定する.

(1)ホ ームクラブがJリ ーグ事務局に対し1変更しようとする開催日の30日 前までに所定

の用紙により申請する

(2)チ ェアマンは1変更の可否を判断 し.変更される開催日の20日 前までに,変更の可否

を.ホ ームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する

② 前項の手続きが行われない場合1ビ ジタークラブは1当該変更を拒否することができる.

③ やむを得ない特別の事情がある場合において1チ ェアマンは,前2項の規定にかかわらず,

開催の日時または場所を変更することができる.

第58条 〔特別の事情による変更〕

Jク ラブは,協会またはJリ ーグにおいて特別の事情がある場合には,日程等の変更に応

じなければならない.

第59条 〔同日開催の制限〕

公式試合は,原則として1同一日に同一競技場で2試合以上行ってはならない.

第60条 〔抱き合わせ開催の禁止〕

公式試合はlJリ ーグまたは協会以外の第二者が主催するサッカーその他のスポーツの試

合またはイベント等と抱き合わせで開催 してはならない.た だしl Jク ラブが主催する地域

振興のための試合・ イベント等および選手育成のための試合であって1荒天時には中止でき

るものに限りl Jリ ーグ事務局長の承認を受け,実施することができる.

第61条 〔マッチコミッショナー〕

① マッチコミッショナーは1実行委員会が推薦し.理事会が承認した後,チ ェアマンが任

命し1公式試合に派遣される.

② マッチコミッショナーは.次の事項を遵守しなければならない.

(1)キ ックオフ時刻の120分前までに競技場に到着すること

(2)選手証により選手の試合における出場資格を確認し,「 メンバー提出用紙」の記載事項

に不備があればそのチームに訂正させること
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(3)キ ックオフ時刻の70分 前に双方のクラブの監督1実行委員 (ま たはそれに代わる者)]

運営担当 (正)]お よび審判員を集め,マ ッチ・コーディネーション・ ミーティングを開

催すること。ただし1ビジタークラブの運営担当 (正)については1代理出席を認める.

(4)Jl・ J2入 れ替え戦1 リーグカップ戦等の試合の延長戦終了後に行うPKに おいて,

主審がビッチおよびゴールの状況.選手の安全確保等に問題があると判断 した結果1ビ

ジターチーム側のゴールを使用する場合には1そ の理由を確認すること

(5)試合終了後24時間以内にJリ ーグ事務局宛に「マッチコミッショナー報告書」を発信

すること

(6)試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生 した場合に,

所定の手続きにより「緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること

(7)裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に,こ れに出席 し報告するこ

と

(8)前各号のほか=別途チェアマンの定める事項を行うこと

第62条 〔試合の中止の決定〕

試合の中止は,主審が,マ ッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員と協議の

うえ決定する.た だし,主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合

は,マ ッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。

第63条 〔不可抗力による開催不能または中止〕

公式試合が1悪天候1地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチー

ムの責にも帰すべからざる事由 (以下「不可抗力」という)に より開催不能または中止と

なった場合には,その勝敗の決定方法は,理事会において協議のうえ決定する.

第64条 〔敗戦とみなされる場合〕

公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合に

は,そ の帰責事由あるチームは,原則として0対3で敗戦 したものとみなされる.

第65条 〔試合結果の報告〕

ホームクラブの実行委員は,所定の手続きに従い公式記録および試合運営報告書をJリ

ーグ事務局に提出しなければならない.

第66条 〔試合実施要項〕

公式試合の運営に関する事項は,理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところに

よる.

第67条 〔規律委員会による処分〕

次の各号のいずれかに該当する者に対する処分は,規律委員会において審議決定する

(1)退場を命じられた者

(2)警告を受けた者

(3)前 2号 に相当する不正な行為を行った者
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第4節

第68条 〔有料試合の開催〕

① すべての有料試合は,事前にJリ ーグ事務局に所定の申請書を提出しl Jリ ーグおよび協

会の承認を得なければ開催することができない。

② 前項の試合の開催日については,公式試合の日程が優先する.

③ 第1項の開催申請書の提出期限は1試合が開催される月の3か 月前の月の末日までとする。

第69条 〔外国チームとの試合等〕

Jク ラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は,試合の場所が国内であるか国外で

あるかにかかわらず=事前にJリ ーグおよび協会の承認を得なければならない。

第70条 〔興行等への参加禁止〕

Jク ラブ1選手1監督およびコーチは,事前にJリ ーグの承認を得ない限り,Jリ ーグま

たは協会以外の第二者が主催するサッカーその他のスポーツの試合またはイベン ト等に参加

してはならない。

第71条 〔救済試合〕

救済試合は,傷害または疾病により選手としての活動が不可能となった有望な選手を1経

済的窮状から救済することを目的として開催する.

第72条 〔引退試合〕

引退試合は,公式試合および天皇杯全日本サッカー選手権大会において通算500試合以上

の出場実績を達成 した選手またはJリ ーグで活躍 し,Jリ ーグの発展に著しく貢献 した選手

を対象として開催する.

第73条 〔救済試合および引退試合の開催手続等〕

① 救済試合および引退試合は,当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが,事前にJリ

ーグ事務局に所定の申請書を提出し,実行委員会の承認を得なければ開催することができな

② 救済試合および引退試合の開催地は,原則として当該試合の開催クラブのホームタウン

とする.

③ 救済試合および引退試合は,前2条に定める理由がある場合に1選手1名 につき1回 に限り

開催することができる.

第74条 〔慈善試合〕

① Jク ラブは,被災者.病者]孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として,人
道的見地に基づき1慈善試合を開催することができる.

② 前条第1項および第2項の規定は1前項の場合に準用する.

〈口
４
■

〓
〓
ロ式ヽ

ヽ
４
ニ

ヒ
ト

ヨ
ノ
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第5節 試 合 の 収 支

第75条 〔公式試合の費用負担〕

ホームクラブは,ホームゲームにおける収入を受領 し1そ の試合の開催に要する次の費

用 (以下総称 して「必要経費」という)を 負担する。

(1)運営人件費

(2)競技場使用料 (付帯設備使用料を含む)

(3)競技場仮設設備設置費用 (テ ント設営料等)

(4)入場券・招待券の印刷費

(5)入場券販売手数料

(6)広告宣伝費

(7)ク ラブスポンサーの看板等の費用 (競技場への掲出料を含む)

(8)そ の他運営に係わる費用

第76条 〔Jリ ーグ主管試合の収入の配分〕

Jリ ーグが主管する公式試合の収入は,理事会が制定する「公式試合出場料規程」の定

めるところに従い.Jク ラブに配分する。

第77条 〔救済試合,引退試合および慈善試合の損益の配分〕

① 救済試合および引退試合の損益の配分についてはl Jリ ーグと当該試合の開催 Jク ラブ

との協議により決定する。ただし,総収入から必要経費を控除した純益は,原則として対

象選手が受領することができるものとする.

② 慈善試合の損益の配分についてはl Jリ ーグと当該試合の開催クラブとの協議により決

定する。ただし1総収入から必要経費を控除した純益は,原則として慈善試合の目的であ

る救済事業等のために使用されなければならない.

第78条 〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕

すでに何 らかの経費が発生 している公式試合が,不可抗力により開催不能または中止と

なった場合には,ホームクラブにおいて発生 した第75条第1号 から第4号 までの費用および

入場料金払戻 し手数料ならびに双方のチームにおいて発生 した交通費・宿泊費はJリ ーグが

負担する。

第79条 〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕

① ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合1ホ

ームクラブは.ビ ジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない.

② ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合,

ビジタークラブは,ホ ームクラブに発生した第75条第1号 から第8号までの費用および入場

料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない.
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第80条 〔納付金〕

ホームクラブは1協会が指定する試合の入場料収入の 3%(た だし12003年度および

2004年度は1%,2005年度および2006年度は2%)相当額を,そ の試合の属する大会が終

了した後60日 以内に,協会に納付 しなければならない.

第81条 〔収支報告〕

公式試合の収支報告は、その試合の属する大会が終了した後30日 以内に,「試合収支決算

書」および「大会収支決算書」をJリ ーグ事務局に送付することにより行う.

第82条 〔遠征費用〕

①  チームの遠征に要する交通費・宿泊費については,理事会が制定する「旅費規程」の定め

るところによる.

②  ホームクラブの都合によリホームタウン以外の競技場で試合を実施したことにより発生し

たビジターチームの交通費・宿泊費の増額分はホームクラブが負担する.

③  公式試合を無事に終了したが1不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日

の帰路に影響が出た場合には1双方のチームにおいて発生した宿泊費をJリ ーグが負担する。

第6節 表  彰

第83条 〔リーグ表彰〕

Jリ ーグは, リーグ戦およびリーグカップ戦に関し1チーム1選手.監督および審判員等

の表彰を行う.

第84条 〔功労者表彰〕

①  Jリ ーグは,Jリ ーグの発展に功労のあった者に対し,記念品等を贈呈して表彰するこ

とができる.

②  前項の表彰を受ける者は,チ ェアマンの推薦に基づき理事会が決定する。

第85条 〔表彰規程〕

前2条に基づく表彰に関する事項は1理事会が制定する「Jl表彰規程」および「J2表
彰規程」の定めるところによる.

第86条 〔特別表彰〕

第83条 および第84条 に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は,理事会の定める

ところによる.
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第5章 選  手

第87条 〔誠実義務〕

① 選手は1協会の寄附行為および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとと

もにJク ラブの諸規則を遵守しl Jク ラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければ

ならない.

② 選手は1自 己の能力を最大限に発揮するため.常に最善の健康状態の保持および運動能

力の維持 。向上に努めなければならない。

第88条 〔履行義務〕

選手は,次の各事項を履行する義務を負う.

(1)Jク ラブの指定するすべての試合への出場

(2)Jク ラブの指定する トレーニング.合宿および研修への参加

(3)Jク ラブの指定するミーティング1試合の準備に必要な行事への参加

(4)Jク ラブより支給されたユニフォームー式および トレーニングウェアの使用

(5)Jク ラブの指定する医学的検診,予防処置および治療処置への参加

(6)Jク ラブの指定する広報活動=フ ァンサービス活動および社会貢献活動への参加

(7)協会から,各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合の トレーニング1合宿およ

び試合への参加

(8)協会,Jリ ーグ等が指定するドーピングテス トの受検

(9)合宿1遠征等に際してのJク ラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用

(10)居住場所に関する事前のJク ラブの同意の取得

(‖)副業に関する事前のJク ラブの同意の取得

(10 その他 Jク ラブが必要と認めた事項

第88条の2〔 ドーピングの禁止〕

① Jリ ーグは1選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため1 ドーピ

ングを禁止 し1 ドーピングテス トを実施する.

② 選手はlJリ ーグからドーピングテス トの対象として指名された場合,こ れを拒否する

ことはできない.

③ ドーピングの定義1 ドーピングテストの手続き,違反者に対する罰則その他ドーピングに

関する事項は,理事会が制定する「ドーピング禁止規程」の定めるところによる.

④ 「ドーピング禁止規程」に違反した選手またはJク ラブに対しては,同規程の定めるとこ

ろに従い,制裁を科すことができる.

第89条 〔禁止事項〕

選手は1次の各行為を行ってはならない.

(1)Jク ラブ1協会およびJリ ーグの内部事情の部外者への開示

31



(2)試合および トレーニングに関する事項 (試合の戦略 。戦術 。選手の起用・ トレーニング

の内容等)の部外者への開示

(3)国際サッカー連盟 (F!FA)が定める禁止物質の使用

(4)Jク ラブ,協会およびJリ ーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしく

は関与

(5)Jク ラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第二者との契約の締結

(6)Jク ラブの事前の同意を得ない1第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの

試合への参加

(7)試合の結果に影響を与える不正行為への関与

(8)そ の他 Jク ラブ,協会およびJリ ーグにとって不利益となる行為

第90条 〔費用の負担および用具の使用〕

① 選手がJク ラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は.Jク ラブが負担する.

② 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち.ユニフォームー式およびトレーニ

ングウェアは, Jク ラブが支給したものを使用しなければならない.

第91条 〔疾病および傷害〕

選手は,疾病または傷害に際 してはすみやかにJク ラブに通知 しl Jク ラブの指示に従わ

なければならない。

第92条 〔選手契約〕

① Jク ラブと「日本サッカー協会選手契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および義

務は,すべて当該Jク ラブに帰属する.

② Jク ラブは1選手との「日本サッカー協会選手契約書」の締結に際し1契約の期間満了後

に移籍金なく他クラブヘ移籍できる旨.ま たは移籍に際し,移籍金の一部もしくは全部を選

手本人に支払う旨の特約を付してはならず,そ の他本規約または「選手移籍に関する規定」
の趣旨に反する約定を行ってはならない.

③ Jク ラブは1選手と締結したすべての契約書の写しをJリ ーグに提出しなければならない.

④ Jリ ーグは,Jク ラブの事前の同意がない限り1前項の写しを第三者に開示しないものと

する。

第93条 〔選手の報酬等〕

① Jク ラブは選手に対し,前条第3項に基づきJリ ーグに提出した契約書に記載された報酬

以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。

② Jク ラブは,選手の技能その他の事情を勘案したうえ=当該選手の能力を最も発揮し得

るように,選手の報酬を設定するよう努めなければならない.

第94条 〔支度金およびトレーニング費用〕

① Jク ラブが,新規契約した選手または移籍した選手に対し1支度金を支払う場合は1理事

会が制定する「支度金支給基準規程」の定めるところによる.

② Jク ラブは.選手の新規契約に際し,そ の選手を育成した法人1学校等にトレーニング費
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用を支払う場合は,協会が制定する「トレーニング費用請求基準」の定めるところによる.

③ Jク ラブは,選手の新規契約に際し,前 2項以外の金銭を支払ってはならず,ま た1いか

なる物品。便益等も供与してはならない.

第95条 〔代理人等〕

Jク ラブと選手との契約に関し1弁護士]FIFA加盟国協会が認定する選手代理人以外の

者は,代理人1仲介人等名称のいかんにかかわらず1かつ,直接であると間接であるとを

問わず,一切関与してはならない.

第96条 〔未成年者〕

選手が1契約締結時に未成年である場合には1契約の締結について法定代理人の同意を

得なければならない.

第97条 〔選手の肖像等の使用〕

① 選手は,第88条の義務履行に関する選手の肖像1映像=氏名等 (以下「選手の肖像等」

という)が報道1放送されることおよび当該報道1放送に関する選手の肖像等につき何ら

権利を有するものでない。

② 選手は,Jク ラブから指名を受けた場合l Jク ラブ,協会およびJリ ーグの広告宣伝・

広報・プロモーション活動(以下広告宣伝等)に原則として無償で協力しなければならない.

③ 選手は,次の各号について事前にJク ラブの書面による承諾を得なければならない.

(1)テ レビ。ラジオ番組への出演

(2)イ ベントヘの出演

(3)新聞・雑誌取材への応諾

(4)第二者の広告宣伝等への関与

④ 前項の出演または関与に際しての対価の分配はlJクラブと選手が協議して定める.

第98条 〔契約に関する紛争の解決〕

Jク ラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し,Jク ラブと選手との間に紛争が

生じたときは,Jク ラブおよび選手が,そ の都度,誠意をもって協議の上解決するよう努

めなければならない.
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第6章 登録および移籍

第 1節 登  録

第99条 〔協会の登録に関する規定の遵守〕

Jク ラブは,協会が定める選手登録に関する規定を遵守 し1同規定に従い協会への選手登

録を行わなければならない.

第99条の2〔選手等のJリ ーグ登録〕

① Jリ ーグは第47条第1項に基づき,Jク ラブから届出された事項により.選手1監督およ

びコーチに関する「選手等登録簿」を作成し.Jリ ーグ登録を行う.

②「選手等登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする.

(1)氏名

生年月日

所属 Jク ラブの正式名称

(4 前各号のほかlJリ ーグが指定する事項

第99条の3〔審判員のJリ ーグ登録〕

① Jリ ーグは第121条第1項により協会が指名した主審]副審および第4の審判員を「審判員

登録簿」に記載することによりlJリ ーグ登録を行う.

②「審判員登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする.

(1)氏名

(2)生年月日

(3)審判員の級別

(4)前各号のほか,Jリ ーグが指定する事項

第99条の4〔登録の変更・拒否。抹消〕

① Jリ ーグは, Jク ラブから「選手等登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合1そ の届け

出に従い「選手等登録簿」の変更を行なう.

② Jリ ーグは1協会から「審判員登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合,そ の届け出に

従い「審判員登録簿」の変更を行なう.

③ Jリ ーグは,試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者1ま たはJリ ーグにとって

著しい不利益となる行為を行った者のJリ ーグ登録を行なわない.当該登録において虚偽の

記載がある場合も同様とする.

④ Jリ ーグは,Jリ ーグ登録を行った選手1監督およびコーチならびに審判員が次の各号の

いずれかに該当する場合は,その者に関するJリ ーグ登録を抹消する。
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(1)

(2)

(3)

前項に該当するとき

Jク ラブがJリ ーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき

死亡.ま たは失踪宣告を受けたとき

第100条 〔未登録の選手〕

Jク ラブは1前条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない.

第2節 移  籍

第101条 〔協会の移籍に関する規定の遵守〕

① 選手の移籍は,協会および理事会が定める選手移籍に関する規定に従って行わなければ

ならない。

② 本規約第101条 から第112条の規定が.協会の定める「プロサッカー選手に関する契約 。

登録。移籍について」の諸規定と相違する場合1「 プロサッカー選手に関する契約・登録・

移籍について」に従うものとする。

第101条の2〔納付金〕

① Jク ラブは1日本国内で育成されたプロ選手の移籍に伴う移籍金 (移籍にともなう別名

目の補償金等を含む.)収入の4%相当額を1受領後14日以内にJリ ーグに納付しなければ

ならない .

② Jク ラブが,以前に在籍した選手に関し,同選手が海外のクラブ間で移籍したことにと

もない受領した補償金は1前項の納付の対象にはしないものとする。

第102条 〔契約更新の通知〕

Jク ラブが,現に所属する選手との「日本サッカー協会選手契約書」を更新 しようとす

るときは,契約期間満了日の属する年の前年の11月 30日 (日 曜その他の休日である場合は

その前日.以下も同様とする)ま でに,選手に対 し,契約条件を明示 した書面により,そ

の旨を通知 しなければならない.

第103条 〔専属交渉期間〕

Jク ラブが前条の通知をした場合,同年12月 1日 から12月 31日 までの期間は,現 Jク ラ

ブとの専属交渉期間とし,こ の期間内においては,当該選手は他のJク ラブと移籍に関す

る交渉を行ってはならず1かつ,他のJク ラブも1当該選手と移籍の交渉その他一切の接

触をしてはならない.

第104条 〔通知の効果〕

① 第102条 による更新の通知の内容が現在の契約条件を下回らない場合において,通知を受

けた選手が同年12月 31日 までに諾否の通知をしなかったときは、当該契約条件をもって契

約を更新することを承諾 したものとみなす .

35



② 第102条 による更新の通知の内容が現在の契約条件を下回る場合において1通知を受けた

選手が同年12月 31日 までに諾否の通知をしなかったときは.当該契約条件をもって契約を

更新することを拒絶したものとみなす.

第105条 〔移籍リス トヘの登録〕

選手がJク ラブが通知 した契約条件による契約更新を拒絶 した場合 (選手が自ら引退を表

明 した場合および前条第2項 により拒絶 したものとみなされる場合を含む)に はl Jク ラブ

は,当該選手を,遅 くとも翌年1月 第1金曜日 (た だし,そ の日が協会事務局の営業日でな

い時は,翌週の金曜日)ま でに1「移籍リスト」に登録申請しなければならない.

第106条 〔他のクラブとの自由交渉権〕

「移籍リスト」に登録された選手は,以後自由に他のJク ラブと移籍に関する交渉を行う

権利 (以下「自由交渉権」という)を有する.

第107条 〔元のクラブとの交渉権の喪失〕

①  「自由交渉権」を取得した選手は,以後,現に所属するクラブに対し,契約更新に関する

交渉を申し入れることはできないっただし1現に所属するJク ラブから当該選手に対する交

渉の申し入れについてはこの限りではない.

② 前項ただし書により再度の交渉を申し入れる場合,現に所属するJク ラブは1当初に提示

した報酬額を減額することができる。

第108条 〔優先契約権の行使〕〈肖1 除〉

第109条 〔更新を希望 しない場合〕

① Jク ラブが,選手との契約更新を希望しない場合には,契約期間満了日の属する年の前年

の11月 30日 までに.書面により,そ の旨を通知 しなければならない。

② 前項の場合l Jク ラブは当該選手を,同年12月 1日 以降可及的すみやかに「移籍 リス ト」

に登録するものとする.

第110条 〔最終提示額証明書〕

Jク ラブは,現に所属する選手との契約を更新しないことが確定したときは,ただちに1

当該選手との契約更新に関する交渉において最終的に提示した報酬額 (基本報酬の年額およ

び出場報酬の総額.以下も同様とする)を明記した書面 (以下「最終提示額証明書」という)

を1当該選手に対し発行しなければならない.

第111条 〔移籍リストの運用〕

① 「移籍リスト」には.選手の氏名.生年月日,現在 (ま たは最終)の所属Jク ラブの名称1

契約終了時期および登録日を記載するものとする.

② 「移籍リスト」への登録および抹消の手続きは1「移籍リスト登録申請書」によるものと

する.
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第7章 監督およびコーチ

第112条 〔移籍承諾番号発行依頼書〕

選手の報酬および移籍金について合意が成立したときは1移籍先クラブは移籍元クラブ

に対し,「移籍承諾番号発行依頼書」を提出する.

第113条 〔トップチームの監督〕

Jク ラブの トップチームは,監督として,協会が認定 したS級コーチライセンスを保有

する者を置かなければならない。

第114条 〔トップチーム以外の監督またはコーチ〕

Jク ラブの トップチーム以外のチームは1監督またはコーチとして,協会が認定 した次

の各号に定めるコーチライセンスを保有する者を1名以上置かなければならない.

(1)サテライ トチーム :A級以上

(2)2種 13種および4種チーム :B級以上

第115条 〔例 外〕

次の要件を具備する者は,事前に協会およびJリ ーグの承認を得た場合に限り.例外と

して1前2条に定める監督またはコーチとなり得る。

(1)外国における経験に照らし前2条に定めるコーチライセンスと同等以上の資格を有 して

いると認められること

(2)才旨導者としてふさわしい人格.識見を有すること

第116条 〔研修への参加義務〕

すべての監督またはコーチは1協会またはJリ ーグが指定する研修会に参加 しなければ

ならない.

第117条 〔選手兼務の禁止〕

監督およびコーチは,選手として登録することはできない

第118条 〔契約等〕

① Jク ラブは,監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は,そ の写しをJリ ー

グに提出 しなければならない.

② 監督およびコーチは,同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。

③ Jク ラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し,そ の契約期間中に

他クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合,あ らかじめ当該監督またはコーチが現
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在契約を締結しているクラブに書面で通知し=その承諾を得なければならない.

④ 第97条 〔選手の肖像等の使用〕第1項から第4項 までの規定は1監督およびコーチについ

て,こ れを準用する.

第119条 〔守秘義務〕

監督およびコーチは,職務の遂行を通じて知り得た協会. Jリ ーグまたはJク ラブの秘密

ないし内部事情を,第二者に開示または漏洩してはならない.

第8章 審 半」 員

第120条 〔資格要件〕

① 公式試合の主審および副審 (以下総称して「審判員」という)は ,協会の認定する1級審

判員の資格を有する者でなければならない.

② 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認めら

れる者は1事前に協会の承認を得た場合に限り1例外として前項に定める審判員となり得る。

③ 公式試合の第4の審判員は1協会の認定する2級以上の審判資格を有するものでなければ

ならない .

第121条 〔指 名〕

① Jリ ーグは,協会の審判委員会に対し,JlおよびJ2の主審1副審および第4の審判員

の指名を要請するものとする.

② 前項の指名は,1年ごとに行われるものとする.ただし,期間途中における追加1変更お

よび主審 。副審間の変更を妨げない.

第122条 〔審判員の服装および用具〕

審判員はl Jリ ーグが指定する服装および用具を使用 しなければならない

第123条 〔身分証〕

審判員は,Jリ ーグが交付する身分証を携帯するものとする

第124条 〔手当等〕

審判員に対する手当および交通費・宿泊費は,そ れぞれ「試合実施要項」および「旅費規

程」の定めるところによる。

第125条 〔保 険〕

Jリ ーグは,審判員の1試合中および試合の前後 (試合のための移動途中を含む)におけ
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第9章 収益事業

第 1節 各 種 の 事 業

る事故に備えるため,Jリ ーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする.

第126条 〔収益事業〕

Jリ ーグは1サ ッカーの普及および振興を促進するため1サ ッカーの試合の開催に加え.

各種の付随的事業を行うものとし,各 Jク ラブはこれに積極的に協力するものとする。

第127条 〔テレビ。ラジオ放送権〕

① 公式試合のテレビ。ラジオ放送権は,すべてJリ ーグに帰属する.

② 前項の放送権の取扱いについては.理事会において定める.

第128条 〔その他の事業〕

Jリ ーグは1前2条 に定める事業のほか,次の各号の事業を行うものとする.

(1)サ ッカー用具の認定および検定に関する事業

(2)広報 。出版に関する事業

(3)商品化に関する事業

(4)そ の他理事会において定める事業

第129条 〔Jリ ーグ・ スポンサー〕

公式試合のスポンサーシップに関する事項については1理事会において定める

第130条 〔収入の配分〕

前4条の事業に基づく収入は,予め定められた比率により,Jク ラブに配分する.

第2節 商品化に関する基本原則

第131条 〔定 義〕

本節における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1)マ ーク等  Jリ ーグまたはJク ラブの名称1ロ ゴ,マ ーク,マ スコット1エ ンブレム]

意匠.商標その他Jリ ーグまたはJク ラブを表示するもの
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(2)

(3)

(4)

商品化権  マーク等を使用して商品を製造・販売する権利

「ケース・ J」   Jリ ーグのみのマーク等を使用して商品を製造・販売する場合

「ケース・J+全 クラブ」  Jリ ーグおよびすべてのJク ラブのマーク等を使用して

商品を製造・販売する場合

「ケース・J+Jl全 クラブ」  Jリ ーグおよびJl全 クラブのマーク等を使用して

商品を製造・販売する場合

「ケース・J+J2全 クラブ」  Jリ ーグおよびJ2全 クラブのマーク等を使用して

商品を製造・販売する場合

「ケース。J+1ク ラブ」 Jリ ーグおよびある単一のJク ラブのマーク等を使用して

商品を製造・販売する場合

「ケース・ 1ク ラブ」  ある単一のJク ラブのみのマーク等を使用して商品を製造・

販売する場合

(5)

(6)

(7)

(3)

第131条の2〔Jク ラブのマーク等〕

① Jク ラブは自己のマーク等を使用開始する前に.理事会の承認を得なければならない.

② Jク ラブは自己のマーク等をJリ ーグが定める基準に従い.管理しなければならない。

③ Jク ラブは自己のマーク等の変更を希望する場合1変更使用開始日の13ヶ 月前までに理事

会の承認を得なければならない.

④ Jク ラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合1事
前に理事会の承認を得なければならない.

第132条 〔商品化権の帰属〕

マーク等の商品化権の帰属は1原則として次のとおりとする.

(1)「ケース・ J」 1「ケース・ J+全クラブ」1「ケース・J+Jl全 クラブ」および

「ケース・J十 J2全クラブ」は,Jリ ーグに専属的に帰属する.

(2)「ケース・J+1ク ラブ」は.Jリ ーグおよび当該Jク ラブに帰属する.

(3)「ケース・ 1ク ラブ」は1当該Jク ラブに帰属する。

第133条 〔商品化権の実際上の運用基準〕

前条の規定にかかわらず,マ ーク等の商品化権の実際上の行使は次のとおりとする.

(1)「ケース・ J」 ,「ケース。J+全 クラブ」1「ケース・ J+Jl全 クラブ」,

「ケース・J+J2全 クラブ」マ「ケース・ J+1ク ラブ」は,Jリ ーグのみが行使する.

マーク等の商品化権の運用は1当分の間商品化細則に基づき行うものとする.

(2)「ケース・ 1ク ラブ」は]Jク ラブのみが行使する.

(3)Jリ ーグは,前 2号の商品化権を第二者に許諾することができるものとする.た だし1

この場合=当該第二者がJク ラブに対し商品を低廉な優遇価格で販売することを条件とす

る。

第134条 〔事前の申請〕

Jク ラブおよび前条第3号に基づき許諾を受けた第二者は1商品化に先立ち1各商品ごと

にその素材,形状等をJリ ーグ事務局事業部に申請 しなければならない.
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第135条 〔Jリ ーグ事務局長による承認〕

前条の申請についての承認の可否は,商品化に関する規定に基づいてJリ ーグ事務局長

が決定する.

第136条 〔肖像等〕

① Jリ ーグはl Jク ラブ所属の選手1監督1コ ーチ等 (以下「選手等」という)の肖像]

氏名,略歴等 (以下「肖像等」という)を 包括的に用いる場合に限り,こ れを無償で使用

することができるものとする。ただし,特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には,

その都度,事前にJク ラブと協議し,そ の承認を得るものとする.

② Jリ ーグは.前項の権利を第二者に許諾することができる.

第137条 〔収入の配分〕

商品化権の行使によるJリ ーグの収入は,予め定められた比率により, Jク ラブに配分

する.

第138条 〔設 置〕

本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関

として裁定委員会を設置する.

第139条 〔組織および委員〕

① 裁定委員会は15名以内の委員をもって組織する。

② 委員は,サ ッカーに関する経験と知識を有し1ま たは学識経験を有する者で,公正な判

断をすることができる者のうちから1理事会の同意を得てチェアマンが任命する.

③ 委員はl Jリ ーグの理事もしくは事務局職員またはJク ラブの役員もしくは職員を兼ね

ることができない.

④ 委員は,非常勤とする.

第140条 〔委員の任期〕

① 委員の任期は2年 とし,再任されることができる.

② 委員に欠員が生じた場合に,補欠として任命された委員の任期は1前任者の残任期間と
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す る

第141条 〔委員長〕

① 裁定委員会に委員長を置く。

② 委員長は1委員が互選する.

③ 委員長は1裁定委員会を代表し1議事その他の会務を主宰する.

④ 委員長に事故あるときは,委員のうちから予め互選された者が,そ の職務を代行する.

第142条 〔事務局〕

裁定委員会の事務を処理させるため,裁定委員会に事務局を置く

第143条 〔裁定委員会規程〕

裁定委員会の運営に関する事項は1本規約に定める事項を除き1理事会が制定する「裁定

委員会規程」の定めるところによる.

第2節 チェアマンの決定

第144条 〔チェアマンの決定を求める申立〕

C)Jリ ーグに所属する団体および個人は,次の事項につき,チ ェアマンの決定を求めること

ができる.

(1)選手の契約に関するJク ラブと選手との間の紛争

(2)選手の移籍に関するJク ラブ相互間またはJク ラブと選手との間の紛争

(3)前 2号のほか。本規約上の権利・義務に関する紛争

② 前項によリチェアマンの決定を求めようとする者は,「裁定委員会規程」の定めるところ

により1裁定委員会に対 し申立書を提出しなければならない.

第145条 〔裁定委員会の答申〕

前条第2項 による申立があったときは,ま ず裁定委員会が申立の内容について調査・審理

した上1チ ェアマンに対し,書面により裁定案を答申するものとする.

第146条 〔チェアマンの決定〕

チェアマンは1前条の答申を十分に尊重し,かつlJリ ーグ全体の利益を考慮した上,申

立に対する決定を下すものとする.

第147条 〔和 解〕

申立があった後1当事者が和解 した場合において,裁定委員会がその和解の内容を相当と

認めたときは1そ の和解の内容をもって最終解決とする.
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第 11章 制  裁

第 1節 総  則

第148条 〔チェアマンによる制裁および調査〕

① チェアマンは,Jク ラブまたはJク ラブに所属する個人 (選手1監督.コ ーチ1役員そ

の他の関係者を含む.以下同じ)が 1本規約または本規約に付随する諸規程に違反 したと

きは1制裁を科すことができる.

② チェアマンは1前項の制裁を科すに際し,自 ら1ま たは裁定委員会もしくは関連する専

門委員会に委任して,事実関係の調査を行うことができる。

③ 前項の調査の対象となったJク ラブまたはJク ラブに所属する個人は,当該調査に協力

しなければならない.

第149条 〔制裁の種類〕

① Jク ラブに対する制裁の種類は次のとおりとし1こ れらの制裁を併科することができる。

(1)譴責    始末書をとり.将来を戒める

(2)制裁金   1件につき1億 円以下の制裁金を科す

(3)勝点減   リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる

(4)出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカ

ップ戦への出場権を剥奪する

(5)除名    Jリ ーグから除名する (た だし1総会において正会員現在数の4分の3以

上の多数による議決を要する)

② Jク ラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし,こ れらの制裁を併科す

ることができる.

(1)譴責      始末書をとり]将来を戒める

(2)制裁金     1件 につき5,000万 円以下の制裁金を科す

(3)出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付 して,公式試合

への出場権を剥奪する

第150条 〔裁定委員会への諮問〕

チェアマンは,前 2条による制裁の種類および内容に関 し裁定委員会に諮問し=そ の答申

に基づき制裁を決定する.

第151条 〔制裁金の納付と配分〕

制裁金は1チ ェアマンによる制裁金の決定後30日 以内にlJリ ーグの指定する方法によ

り納付 しなければならない.

公式試合の最終日が属する会計年度中に納付された制裁金は1理事会が決定する方法に
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よって当該会計年度中に配分される

第152条 〔制裁金の合算〕

同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは1各々について定められた制裁金の

合算額をもって制裁金の金額とする.

第153条 〔他者を利用 した違反行為〕

他の者をして,違反行為を行わせたJク ラブまたはJク ラブに所属する個人には,自 ら違

反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする.

第154条 〔両罰規定〕

Jク ラブに所属する個人が違反行為を行った場合には,そ の個人に対 して制裁を科すほか.

その個人が所属するJク ラブに対 しても制裁を科すことができる.た だし,当該 Jク ラブに

過失がなかったときは,こ の限りではない。

第155条 〔違反行為の重複による加重〕

同種の違反行為を重ねて行ったときは.そ の違反行為について定められた制裁金の金額の

2倍以下の範囲内において,制裁金の金額を加重することができる.

第156条 〔酌量減軽〕

① 違反行為が行われた場合においても,その情状において酌量すべき事情があるときは.そ

の制裁金の金額を減額することができる.

② 前条により加重すべき場合においても1な お前項の規定を適用することができる.

第2節 制裁金

第157条 〔1億 円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は11億円以下の制裁金を科す.

(1)第 43条 〔不正行為への関与の監視〕に違反した場合

(2)第 51条 〔Jク ラブの責任〕各項の義務を怠り,選手1チ ームスタッフ1実行委員1運
営担当,広報担当,審判員または観客等を死傷させた場合

第158条 〔5,000万 円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は,5,000万円以下の制裁金を科す

(1)第 41条 〔参加義務等〕第1項 に違反した場合

(2)第 89条 〔禁止事項〕に違反した場合

(3)第 92条 〔選手契約〕第2項に違反した場合

(4)第 94条 〔支度金およびトレーニング費用〕各項に違反した場合

(5)第 100条 〔未登録の選手〕に違反した場合
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第159条 〔2,000万 円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は,2,000万円以下の制裁金を科す.

(1)第 23条 〔Jク ラブの健全経営〕第4項に違反した場合

(2)第 24条 〔Jク ラブの株主〕第2項 1第3項または第4項に違反した場合

(3)第 25条 〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合

(4)第 28条 〔競技場の維持〕に違反した場合

(5)第 33条 〔医療施設〕に違反した場合

(6)第 35条 〔広告看板の設置〕各項に違反した場合

(7)第 41条 〔参加義務等〕第2項に違反した場合

(8)第 42条 〔最強のチームによる試合参加〕各項に違反した場合

(9)第 51条 〔Jク ラブの責任〕第1項 .第 2項または第3項に違反した場合

(10 第60条 〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合

01)第 68条 〔有料試合の開催〕各項に違反した場合

(10 第69条 〔外国チームとの試合等〕に違反した場合

(10 第70条 〔興行等への参加禁止〕に違反した場合

(14)第 92条 〔選手契約〕第3項 に違反した場合

(15)第 95条 〔代理人等〕に違反した場合

(16)第 103条 〔専属交渉期間〕に違反した場合

(1の 第118条 〔契約等〕第2項 に違反した場合

(10 第148条 〔チェアマンによる制裁および調査〕第3項 に違反した場合

第160条 〔1,000万 円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は,1,000万円以下の制裁金を科す

(1)第23条 〔Jク ラブの健全経営〕第6項に違反した場合

(2)第 25条 〔役職員等の禁止事項〕第1項に違反した場合

(3)第 39条 〔悪天候の場合のビッチ整備の義務〕に違反した場合

(4)第 49条 〔ユニフォーム〕第1項 .第2項または第4項に違反した場合

(5)第 51条 〔Jク ラブの責任〕第4項に違反した場合

(6)第 102条 〔契約更新の通知〕に違反した場合

(7)第 109条 〔更新を希望しない場合〕各項に違反した場合

(3)第 118条 〔契約等〕第3項 に違反した場合

(9)第 119条 〔守秘義務〕に違反した場合

(10)第 134条 〔事前の申請〕に違反した場合

第161条 〔500万 円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は,500万円以下の制裁金を科す

(1)第 23条 〔Jク ラブの健全経営〕第2項または第3項に違反した場合

(2)第 118条 〔契約等〕第1項に違反した場合

45



第161条の2〔 100万円以下の制裁金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は1100万円以下の制裁金を科す。

(1)第 24条 〔Jク ラブの株主〕第1項 に違反した場合

(2)第 110条 〔最終提示額証明書〕に違反した場合

第162条 〔第3条第2項違反の制裁金〕

第3条 〔遵守義務〕第2項に違反 し,刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次

の各号のとおりとする.

(1)生命 。身体に対する行為 5,000万円以下

(2)公益に対する行為 3,000万円以下

(3)名誉・財産に対する行為 2,000万円以下

第3節 反 貝」 金

第163条 〔アンフェアなプレーに対する反則金〕

① 反則ポイントの年間合計数がl Jlは 102ポ イン ト,J2は 144ポ イン トを超えた場合,当
該 Jク ラブに対 し1以下のとおり反則金を科すものとする.

(1)Jl:103ポ イン ト以上112ポ イン ト以下 40万円

113ポ イン ト以上122ポ イン ト以下 60万円

123ポ イン ト以上132ポ イン ト以下 80万円

133ポ イン ト以上142ポ イン ト以下 100万円

143ポ イン ト以上152ポ イン ト以下 150万円

153ポ イン ト以上162ポ イン ト以下 200万 円

163ポ イン ト以上172ポ イン ト以下 250万円

173ポ イン ト以上         300万 円

(2)J2:145ポ イン ト以上154ポ イン ト以下 40万円

155ポ イン ト以上164ポ イン ト以下 60万円

165ポ イン ト以上174ポ イン ト以下 80万 円

175ポ イン ト以上184ポ イン ト以下 100万 円

185ポ イン ト以上        150万 円

② 前項の反則ポイントの対象試合は, リーグ戦に限るものとする.

③ 第1項 に定める反則金は1シーズン毎に理事会が決定する方法によって配分される。

第164条 〔反則ポイントの計算方法〕

前条の反則ポイン トの計算は,退場1回 につき3ポ イン ト (同一試合における警告2回 によ

る退場も同様とする),警告1回 につき1ポイント,出場停止1試合につき3ポイン トとして加

算する.
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第 12章 最終的拘束力

第 13章 改  正

第165条 〔最終的拘束力〕

チェアマンの下す決定はJリ ーグにおいて最終のものであり]当事者および Jリ ーグに

所属するすべての団体および個人はこれに拘束され,チ ェアマンの決定を不服として裁判

所その他の第二者に訴えることはできない.

第166条 〔改 正〕

本規約の改正は1理事会の発議に基づく総会の議決により,こ れを行う.

第 1条 〔施行期日〕

本規約は,平成5年 4月 1日 から施行する

第 14章 附  則

〔改 正〕

平成 6年 2月 15日

平成 7年 2月 28日

平成 8年 2月 20日

平成 9年 2月 18日

平成10年 2月 17日

平成11年 2月 16日

平成12年 2月 15日

平成13年 2月 20日

平成14年 2月 19日

平成15年 2月 18日

平成16年 2月 17日

平成17年 2月 15日

平成18年 2月 21日
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実 行 委 員 会 規 程

第1条 〔目 的〕

本規程は,「定款」および「Jリ ーグ規約」に基づき,実行委員会の組織.権限および運

営に関する事項について定める。

第 2条 〔構 成〕

① Jlお よびJ2に それぞれ実行委員会を設置する.

② Jlに設置する実行委員会を「Jl実行委員会」=J2に設置する実行委員会を「J2実
行委員会」といい1単に「実行委員会」という場合は,Jlお よびJ2の実行委員会を総称

する.

③ 各委員会を構成する委員は次のとおりとする。

(1)Jl実 行委員会 チェアマン1担当理事およびJlク ラブから1名 ずつ選任された代表

(2)J2実 行委員会 チェアマン,担当理事およびJ2ク ラブから1名 ずつ選任された代表

第 3条 〔資格要件〕

Jク ラブが選任する実行委員は,Jク ラブの代表取締役または理事長 (原則としていずれ

も常勤)であることを要する。

第 4条 〔任 期〕

① 実行委員の任期は1年 とする.ただし.増員または補欠のため選任された実行委員の任期
は1他の実行委員の任期が満了すべき時までとする.

② 実行委員は1再任されることができる.

③ 実行委員は1原則として任期途中において変更することはできない.た だし,やむを得な
い事由があり1かつ理事会の承認を得た場合は,この限りではない.

第 5条 〔招 集〕

Jl実 行委員会;J2実 行委員会は1原則として毎月1回招集 し,そ の他必要があるごと

に随時招集する.

第 6条 〔招集権者および議長〕

① Jl実行委員会, J2実行委員会は,チ ェアマンが招集し=その議長となる.た だし,チ
ェアマンに事故あるときは,理事会が予め指定した理事がこれにあたる。

② Jl実行委員会. J2実 行委員会の各委員会における委員総数の3分の2以上から会議の

目的事項を示して請求があったときは,チ ェアマンは1請求された委員会を招集しなければ

ならない .

③ Jl実行委員会lJ2実行委員会の招集は.予め各委員会において定めた期日の場合を除

き,各実行委員および担当理事に対し1会 日の7日 前までに通知しなければならない.ただ

し,緊急の必要があるときは,こ の限りではない.

第7条 〔権 限〕

① 実行委員会は.理事会から委嘱された事項を決定する

48



② 次の事項は1理事会による決定に先立ち1実行委員会の審議を経るものとする.

(1)リ ーグ運営の基本方針に関する事項

(2)事業計画および事業報告に関する事項

(3)予算および決算に関する事項

(4)試合実施に関する事項

(5)ス ポンサー契約に関する事項

(6)放送権に関する事項

(7)商品化権に関する事項

(8)公式試合に派遣されるマッチコミッショナーの推薦

第 8条 〔定足数および決議要件〕

Jl実 行委員会,J2実 行委員会の決議は,各委員会における委員現在数の3分 の2以上

が出席 し,そ の出席委員の過半数をもって行う。ただし,可否同数の場合は,議長の決す

るところによる.

第 9条 〔代理出席〕

予めチェアマンに届け出て承認を得た者は1委員の代理人としてJl実行委員会または

J2実行委員会に出席し1議決権を行使することができる。

第10条 〔関係者の出席〕

① 協会の役付理事は, Jl実 行委員会l J2実 行委員会に出席し,意見を述べることがで

きる.

② Jl実行委員会l J2実行委員会は,必要に応じて議案に関係ある者を出席させ,そ の

意見または報告を聴取することができる.

第11条 〔議事録〕

Jl実行委員会lJ2実行委員会の議事経過の要領および結果は議事録に記載し1こ れ

をJリ ーグ事務局に保存する。

第12条 〔事務局〕

Jl実行委員会l J2実行委員会に関する事務は,Jリ ーグの事務局長が統括する.

第13条 〔改 正〕

本規程の改正は,理事会の決議に基づきこれを行うものとする.

第14条 〔施 行〕

本規程は,平成6年 8月 16日 から施行する

〔改 正〕

平成 7年 2月 28日

平成 9年 2月 18日

平成11年 2月 16日
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専 門 委 員 会 規 程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は,「 Jリ ーグ規約」第16条第2項に基づき,各専門委員会の組織1権限および運

営に関する事項について定める.

第2条 〔組織・運営〕

① 各専門委員会は,そ れぞれ委員長および委員若干名をもって,こ れを組織する。

② 各専門委員会の委員長および委員は1サ ッカーに関する知識を有し, または学識経験者の

中から,チ ェアマンが任命する。

③ 各専門委員会は.委員長がこれを招集し1議事その他の会務を主宰する.

④ 委員長に事故あるときは1委員のうちから予め互選された者が,そ の職務を代行する.

第 3条 〔委員の登録〕

① 各専門委員会の委員長および委員に関する次の事項はlJリ ーグ事務局が管理する「専門

委員会名簿」に登録する.

(1)氏名および住所 (連絡先)

(2)任 期

(3)職業および勤務先

(4)そ の他の必要事項

② 各専門委員会の委員長および委員は.前項記載の事項に変更が生じた場合には,遅滞なく

Jリ ーグ事務局に届け出なければならない.

第 4条 〔任 期〕

① 各専門委員会の委員長および委員の任期は2年 とする.た だし,補欠として任命された委

員の任期は,前任者の残任期間とする.

② 各専門委員会の委員長および委員は.再任されることができる。

第 5条 〔各専門委員会の所管事項〕

各専門委員会の所管事項は,別表1に記載するとおりとする

第 6条 〔各専門委員会の職務〕

① 各専門委員会は,そ の所管事項に関し1次の事項を行う.

(1)所管事項およびこれに付帯関連する事項に関する調査,研究

(2)そ の他チェアマンから特に指示された事項

② 複数の専門委員会の所管事項に関連する事項については,チ ェアマンがこれを調整する
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第 7条 〔議事録〕

各専門委員会の議事経過の要領および結果は.議事録に記録しておかなければならない。

第 8条 〔事務局〕

各専門委員会は1その事務を処理させるため,事務局を置くことができる

第 9条 〔細 則〕

各専門委員会は,そ の所管事項の処理に関し必要な細則を定めることができる.

第10条 〔施 行〕

本規程は1平成5年4月 1日 から施行する.

〔改 正〕

平成 6年 2

平成 7年 2

平成 8年 2

平成10年 2

平成11年 2

平成12年 2

月15日

月28日

月20日

月17日

月16日

月15日
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〔別表 1〕 所 管 事 項

専門委員会の名称 所 管 事 項

1.規律委員会 (1)ビ ッチおよびその周辺部分ならびに競技場内外における懲

罰事由の調査および処分の決定

(2)Jリ ーグに対する社会一般の評価を悪化させるおそれのあ

る事項の防止に関する検討・立案

(3)ス ポーツマンシップおよび秩序維持に関する事項の検討 。

立案

(4)そ の他規律および懲罰に関する事項の検討・立案

2.審判委員会 (1)審判技術の指導に関する事項

(2)審判員の養成に関する事項

(3)そ の他審判に関する事項の検討・立案

3.技術委員会 (1)強化方針に基づく技術指導

(2)サ ッカー技術に関する調査 。研究

(3)指導者の資格 (ラ イセンス)に関する事項

(4)指導者の養成 。研修に関する事項

(5)長期的展望に立った1ユース育成のための諸方策の企画・

立案

(6)そ の他サッカー技術および指導者に関する事項の検討・立

案

4.法務委員会 (1)定款l Jリ ーグ規約および諸規程の制定 。改廃に関する検

討・立案

(2)選手契約の法的解釈 。運用に関する事項

(3)サ ッカーに関する外国の制度,規程等の調査・検討

(4)チ ェアマンから特に指定された事項の調査・検討

(5)そ の他法務関連事項に関する検討・立案

5.マ ッチコミッショナー委

員会

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

マッチコミッショナー業務内容の企画・立案

マッチコミッショナー選考基準の企画・立案

マッチコミッショナー候補者の推薦 。選考

マッチコミッショナー研修会の企画・立案

マッチコミッショナー報告書,緊急報告書の管理

マッチコミッショナーの割当て

各種通達事項作成
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専門委員会の名称 所 管 事 項

6.ドーピングコン トロール

委員会

(1)ドーピングコントロールに関する業務内容の企画・立案

(2)ド ーピングコントロールコーディネーター1 ドービングド

クターおよびメディカルエスコー トの選考基準の作成および

指名

(3)ア ンチ・ ドーピングに関する啓蒙活動

(4)ア ンチ・ ドーピングに関する研修・情報交換に関する事項

(5)ドービングコン トロール報告書の管理

(6)各種通達事項の作成

7.経営諮問委員会 (1)ク ラブの経営に関する調査 。分析

(2)ク ラブ経営についてのJク ラブヘのコンサルティング

(3)Jク ラブの経営状態についてのチェアマンヘの報告

(4)健全でないクラブ経営に関する是正方法のチェアマンヘの

答申

(5)スポーツ振興投票対象試合安定開催に関わる貸付及び特別

交付金の取扱いについてのチェアマンヘの答申

(6)Jl昇格クラブおよびJ2入会希望クラブの経営面からの

入会審査
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主 管 権 譲 渡 規 程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は,「 Jリ ーグ規約」第45条 に基づき1ホームゲームの主管権の譲渡について定め

る .

第 2条 〔主管権の譲渡〕

① Jク ラブは,Jリ ーグの事前の承認を得て1ホ ームゲームの主管権を,協会に所属する

都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる.

② 主管権譲渡の対象となった試合 (以下「譲渡試合」という)の運営に関する一切の費用

(協会納付金等を含む)は 1主管権の譲渡を受けた都道府県サッカー協会が負担する.

③ Jク ラブは,主管権を譲渡した場合においても,「 Jリ ーグ規約」に定めるJク ラブの義

務を免れるものではない.

第 3条 〔後援・協力〕

主管権の譲渡を受ける都道府県サッカー協会は, Jリ ーグの事前の承認を得た場合にか

ぎり,譲渡試合に対する地方公共団体,新聞社または放送会社の後援または協力を得るこ

とができる。

第 4条 〔譲渡の手続き〕

主管権の譲渡は,次に定める手続きによるものとする.

(1)主管権を譲渡 しようとするJク ラブは.譲渡試合の属する大会の開幕日の3か 月前まで

に,主管権 を譲渡する都道府県サッカー協会との連名にてl Jリ ーグ事務局に対 し所定

の申請書 (様式1ま たは様式2)により申請する

(2)Jリ ーグ事務局は1申請を受理 した後14日 以内に,承認の可否を1申請元の Jク ラブ

に対 し通知する

第 5条 〔譲渡金および純益の配分〕

① 本規程に基づく主管権の譲渡の対価は1金2,000万 円 (消費税を含まない)以上とする.

ただしlJサ テライトリーグについては金50万円 (消費税を含まない)以上とする.

② Jサテライトリーグのホームゲームの主管権を譲渡したJク ラブは,原則として当該試

合の総収入から必要経費 (譲渡金を含む)を控除した純益の30%相当額を1譲渡先都道府

県サッカー協会から受領するものとする.

第 6条 〔テレビ。ラジオ放送権〕

譲渡試合のテレビ。ラジオ放送権は.Jリ ーグに帰属する.
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第7条 〔試合の運営〕

譲渡試合の運営については,「 Jリ ーグ規約」および「試合実施要項」の定めるところに

よる.

第 8条 〔施 行〕

本規程は1平成5年 4月 1日 から施行する.

〔改 正〕

平成 6年 2月 15日

平成 7年 2月 28日

平成11年 2月 16日
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社団法人 日本プロサッカーリーグ

チェアマン 鈴 木   昌  殿

(住所 )

甲 〔譲渡するJク ラブ〕 (名称 )

(代表者)

平成  年  月  日

(印 )

乙 〔譲受ける都道府県

サッカー協会〕

(住所 )

(名称)

(代表者) (印 )

主管権譲渡承認申請書 〔様式 1〕

甲から乙に対し,下記の条件により公式試合の主管権を譲渡いたしたく,「 Jリ ーグ規

約」第45条および「主管権譲渡規程」第4条に基づき申請いたします。

言己

1 譲渡試合 ①日 時 平成  年  月  日 午前 。午後  時  分

②場 所

③対戦相手

2 大会運営 Jリ ーグの試合実施要項に準拠する

3 経 費 ①必要経費 乙が,Jリ ーグ規約第75条の必要経費を負担する。

②遠征費用 乙は,「旅費規程」に定める基準に従い,出場チーム

双方に対し試合当日までに支払う.

③その他 (1)マ ッチコミッショナーならびに主審および副審 2

名の旅費等はJリ ーグが負担する.

(2)第 4の審判員の旅費等は乙が負担する.

(3)試合使用球 7個 は甲が準備する.

4 入場料およ

び入場券等

①入場料 入場料収入はすべて乙が管理する.

②入場券 入場券は乙の費用負担により作成し,その発行枚数は

所定の用紙により甲からJリ ーグに報告する.

③招待券 乙は, Jリ ーグ所定の枚数の招待券を.無償にてJリ

ーグに提供する.

56



④協会納付

金

乙は,協会納付金を,甲 を経由して協会に納付する

⑤事前承認 乙は,入場料の体系および入場券のデザインについて

事前に甲を経由してJリ ーグの承認を得る.

5 放送権 テレビ。ラジオ放送権はJリ ーグに帰属する

6 ポスター等 ポスターおよびプログラムは,乙の費用負担により作成する

7 広告掲載等 乙は,競技場に提出する広告看板および入場券の裏面への広告掲出

等については1事前に甲を経由してJリ ーグの承認を得る.

8 譲渡の対価 ①金 額 主管権譲渡の対価は金             円

(た だし,消費税を含まない)と する.

②支払時期 乙は,前項の対価を1譲渡試合の実施日の翌日から起

算して20日 以内に,甲に対し支払う.

③支払方法 Jリ ーグの指定する方法による

9 後援または
協力
(団体名)

①後 援

②協 力

10 収支報告 乙は,譲渡試合の実施日の翌日から起算 して20日 以内に,甲 を経由

してJリ ーグに対 し,所定の用紙により譲渡試合の収支報告を行う.

11 協 議 本申請書に定めのない事項については,協会の寄附行為l Jリ ーグ

規約およびこれらに付随する諸規程の定めるところに従い1甲 ,乙
および Jリ ーグが誠意をもって協議の上決定する.

以 上

〔注〕:本申請書は.甲乙捺印済みのもの3通を提出して下さい.

承 認 書

上記の申請書に基づく主管権の譲渡を承認 します

平成  年  月  日

社団法人 日本プロサッカーリーグ

チェアマン 鈴  木     昌  (印 )

承認番号 平成  年 。第 てテ
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平成  年  月  日

社団法人 日本プロサッカーリーグ

チェアマン 鈴 木   昌  殿

(住所)

甲 〔譲渡するJク ラブ〕 (名称)

(代表者) (印 )

(住所)

(名称)

(代表者) (印 )

主管権譲渡承認申請書 〔様式 2〕

―
Jサテライ トリーグ用

―

甲から乙に対し,下記の条件により公式試合の主管権を譲渡いたしたく,「 Jリ ーグ規

約」第45条および「主管権譲渡規程」第4条に基づき申請いたします.

言己

乙 〔譲受ける都道府県

サッカー協会〕

1 譲渡試合 ①日 時 平成  年  月  日 午前 。午後  日寺  分

②場 所

③対戦相手

2 大会運営 Jリ ーグの試合実施要項に準拠する

3 経 費 ①必要経費 乙が,Jリ ーグ規約第75条の必要経費を負担する.

②遠征費用 乙は,「旅費規程」に定める基準に従い1出場チーム

双方に対し試合当日までに支払う.

③その他 (1)主審および副審 2名の旅費等はJリ ーグが負担する。

(2)マ ッチコミッショナーおよび第 4の審判員の旅費

等は乙が負担する.

(3)試合使用球 2個 は甲が準備する.

4 入場料およ

び入場券等

①入場料 入場料収入はすべて乙が管理する

②入場券 入場券は乙の費用負担により作成 し,そ の発行枚数

は所定の用紙により甲からJリ ーグに報告する。



③招待券 乙は,Jリ ーグ所定の枚数の招待券を,無償にてJリ

ーグに提供する.

④事前承認 乙は,入場料の体系および入場券のデザインについて

事前に甲を経由してJリ ーグの承認を得る.

5 放送権 テレビ。ラジオ放送権はJリ ーグに帰属する

6 ポスター等 ポスターおよびプログラムは,乙の費用負担により作成する.

7 広告掲載等 乙は,競技場に提出する広告看板および入場券の裏面への広告掲出

等については,事前に甲を経由してJリ ーグの承認を得る。

8 譲渡の対価 ①金 額 主管権譲渡の対価は全 円

(た だし1消費税を含まない)お よび純益の30%相

当額とする.

②支払時期 乙は,前項の対価を,譲渡試合の実施日の翌日から起

算して20日 以内に,甲に対し支払う.

③支払方法 Jリ ーグの指定する方法による。

9 後援または
協力
(団体名)

①後 援

②協 力

10 収支報告 乙は,譲渡試合の実施日の翌日から起算して20日 以内に,甲 を経

由してJリ ーグに対し,所定の用紙により譲渡試合の収支報告を行

つ

11 協 議 本申請書に定めのない事項については,協会の寄附行為lJリ ーグ

規約およびこれらに付随する諸規程の定めるところに従い1甲 1乙
および Jリ ーグが誠意をもって協議の上決定する.

以上

〔注〕:本申請書は1甲乙捺印済みのもの3通を提出して下さい

…■″

水 =彗Fヨ

上記の申請書に基づく主管権の譲渡を承認 します

平成  年  月  日

刃
心

〓
〓
ロ

社団法人 日本プロサッカーリーグ

チェアマン 鈴  木     昌  (印 )

承認番号 平成  年 。第 てデ
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公式試含出場料規程

第1条 〔目 的〕

本規程は1「 Jリ ーグ規約」第76条 に基づき, Jリ ーグの公式試合に出場するチームを保

有する正会員たるJク ラブに対して支給される対価 (以下「出場料」という)について定め

る。

第2条 〔出場料の計算方法〕

① 各Jク ラブの出場料は,公式試合収入総額の95%以内の金額を予め理事会で定めた配分

方法により算出 した金額とする.

② 年度毎の出場料算出基準は,各年度初めに決定する.

③ 第1項の収入とは1協賛金,入場料および放送権料の一部の合計金額をいう.

第 3条 〔出場料の計算年度〕

出場料の計算年度は,毎年3月 1日 から翌年2月 末日までとする

第4条 〔出場料の支給方法〕

① 出場料の支給方法は,次のとおりとする.

(1)毎年3月 31日 までに,当年の2月 末日に終了する計算年度に関する出場料を決定する

(2)前号により決定した出場料を1当年の4月 30日 までに各Jク ラブに対して支給する

② 前項の規程にかかわらず,理事会および全てのJク ラブが承認した場合には,計算年度の

途中において、出場料の2分の1に相当する金額を1中間金として支給することができる.

③ 前項に基づき支給した中間金は,第 1項に基づく支給額から控除されるものとする。

第5条 〔付 則〕

① 本規程は1平成5年 3月 1日 から実施する.

〔改 正〕

平成 6年 2月 15日

平成 7年 2月 28日

平成11年 2月 16日

平成14年 2月 19日

60



公式試含安定開催基金規程

第1条 〔目 的〕

本規程は,「 Jリ ーグ規約」第23条 の2に基づき,公式試合安定開催基金 (以下「基金」

という)の管理・運営について定める.

第2条 〔基金の収入〕

基金の原資は次の通りとする

① 基金に充てられることを条件としてlJリ ーグおよびその会員から出捐された金額

② 基金に充てられることを条件としてlJリ ーグおよびその会員以外の者から出捐された金額

③ Jリ ーグが定款第5条に定められた事業に係わる収益をもって1そ の行う事業に要する経

費に充てた後の各年度収支差額の一部を基金に組み入れる金額

第 3条 〔基金規模の上限〕

全会員クラブの経営規模合算額の概ね 5%を上限の目安とする

第 4条 〔基金の交付〕

理事長は,基金の使用について,貸付金・株式一時取得など安定開催のための手段を問わ

ず1経営諮問委員会に諮問の上1理事会に承認を求めるものとする.

第 5条 〔その他〕

基金の管理・運営に関しては,本規程に定めのない事項は1理事会の承認を得て1別途定

める経営諮問委員会の内規に従うものとする.

〔制 定〕

平成17年 7月 19日

〔改 言丁〕

平成 18年 2月 21日
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旅 費 規 程

第 1条 〔目 的〕

本規程はlJリ ーグ規約第82条および第124条 に基づき,選手]監督,コ ーチおよび審判

員等の交通費・宿泊費について定める.

第 2条 〔公式試合の交通費・宿泊費〕

① 公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は,次の基準により算出する.

(1)人員数はJlは 26名 (役員およびチームスタッフ8名 ,選手18名 )]J2は 24名 (役員お

よびチームスタッフ8名 ,選手16名 )を上限とする

(2)交通費は,新幹線グリーン車による往復を原則とする

ただし1

イ。在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合1航空機の利用を認めることがある

(3)宿泊費は,試合前の1泊分として1名 につき金2万円とする

ただし1

イ.本拠地から試合開催地までの距離が片道100km未満のときを除く

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合1試合後の1泊 を認めることがある

② 前項の交通費・宿泊費は,そ の全額を,遠征を行ったチームを保有するJク ラブが負担

する.

③ 前項の規定にかかわらず,第 1項に基づき計算した各チームの交通費・宿泊費の総額に著

しい差異が生じた場合,Jリ ーグは実行委員会の定める方法により。その差額を補填する.

第 3条 〔Jサテライ トリーグ〕

① Jサテライ トリーグにおけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は,次の基準により

算出する.

(1)人員数は22名 (役員およびチームスタッフ6名 1選手16名 )を上限とする

(2)交通費は,新幹線普通車による往復を原則とする

ただし1

イ。在来線による場合は普通車の特急またはB寝台とする

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合1航空機の利用を認めることがある

(3)宿泊費は1試合前の1泊 分として1名 につき金1万5,000円 とする

② 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km未満の場合には1前項第3号の費用は除か

れるものとする.

③ 前2項に基づき算出した各チームの交通費・宿泊費の総額に著しい差異が生じた場合l J

リーグは実行委員会の定める方法により,そ の差額を補填する.
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第 4条 〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費・宿泊費〕

① 公式試合の審判員およびマッチコミッショナーの交通費・宿泊費は,次の基準によりJリ

ーグが支給する.

(1)宿泊費は,1泊につき金2万円とする

ただし,自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km以上のときは前泊を認め,

特別の事情があるときは後泊も認める

(2)交通費は,次の基準により支給する

イ.片道100km以 上のときは1グ リーン車の特急1寝台の往復とし,新幹線利用の場合

は普通車往復運賃を原則とする。ただし,主審およびマッチコミッショナーについては

グリーン車の利用を認める

口.タ クシーの利用が不可避の場合には1タ クシーの利用を認める

ハ.試合開催地が自宅所在地と同一県内にある場合は一律金2,000円 とし.超過分は実費

精算とする

② Jサテライトリーグの審判員の交通費・宿泊費は,次の基準によりJリ ーグが支給する.

(1)宿泊費は11泊 につき金1万5,000円 とする

ただし,自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が200km以上のときは前泊を認め.

特別の事情があるときは後泊も認める

(2)交通費は,次の基準により支給する

イ.片道100km以 上のときは1グ リーン車の特急,寝台の往復とし1新幹線利用の場合

は普通車往復運賃を原則とする

口.試合開催地が自宅所在地と同一県内にある場合は一律金2,000円 とし1超過分は実費

精算とする

③ Jリ ーグ規約第 4章第 4節 における非公式有料試合の審判員の交通費・宿泊費は,前2項

に定める基準により1主管者が支給する.

第 5条 〔監督・コーチ等の行事参加〕

Jク ラブの監督およびコーチ等がl Jリ ーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通

費・宿泊費は,次の基準によりJリ ーグが支給する.

(1)交通費は,新幹線グリーン車による往復を原則とする.ただし,在来線による場合はグ

リーン車の特急または寝台とする

(2)宿泊費は11泊 につき金2万円とする

第 6条 〔選手の行事参加〕

選手が,Jリ ーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費については,第 2

条第1項 または第3条第1項に定める基準により,Jリ ーグが支給する.

第7条 〔協会の規程の準用〕

本規程に定めのない事項については,協会の「旅費規程」を準用する。

第 8条 〔施 行〕

本規程は,平成5年 4月 1日 から施行する.
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〔改 正〕

平成 6年 2月 15日

平成 7年 2月 28日

平成10年 2月 17日

平成11年 2月 16日

平成12年 2月 15日

平成18年 2月 21日
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Jl表 彰 規 程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は,「 Jリ ーグ規約」第85条 に基づき, Jlに おけるチーム1選手,監督,コ ーチ

および審判員の表彰ならびにJリ ーグの発展に功労のあった者等に対する表彰に関し定める.

第 2条 〔各ステージ表彰〕 (削除)

第 3条 〔年間表彰〕

Jlにおける年間順位により,そ れぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する.

(1)優勝 :賞金 200,000,000円 lJリ ーグ杯 (優勝銀皿)1日 本サッカー協会会長杯

プテン杯),記念品1チ ャンピオンフラッグ

(2)2位 :賞金 100,000,000円 lJリ ーグ杯 (準優勝銀皿 )

(3)3位 :賞金  80,000,000円

(4)4位 :賞金  60,000,000円

(5)5位 :賞金  40,000,000円

(6)6位 :賞金  20,000,000円

(7)7位 :賞金  10,000,000円

(キ ャ

第 4条 〔フェアプレイ賞 (高円宮杯)〕

① Jlに おける反則ポイントの年間合計数が25ポイント以下の反則ポイント数最少チーム

に対し1高円宮杯を授与する.

② 前項の反則ポイントの計算は,退場1回 につき3ポイント (同一試合における警告2回 によ

る退場も同様とする)1警告1回 につき1ポイント.出場停止1試合につき3ポイントとして加

算する.

③ 反則ポイントの年間合計数が25ポ イント以下のチームに対し1フ ェアプレイ賞として金

5,000,000円 の賞金を授与する.

第 5条 〔個人表彰〕

① Jlリ ーグ戦を通じて次の各賞を選考し1賞金または賞品を授与する.

(1)最 優 秀 選 手 賞 :賞金 2,000,000円

(2)優 秀

(3)ベ ス ト

(4)得

(5)優 秀

(6)新

賞

ン

王

賞

王

↓
ノ

手

．

　

人

〓
．
　

レ

選

イ

点

新

人

:賞金 1,000,000円

:賞金 1,000,000円

賞金 500,000円
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(7)フ ェアプレイ個人賞 :賞金 500,000円

(8)最 優 秀 監 督 賞 :賞金 1,000,000円

(9)優 秀 主 審 賞

(10優 秀 副 審 賞

② 前項の各賞の受賞者は1チ ェアマンが指名 した者により構成される選考委員会が決定す

る .

③ 選手および審判員に対し, リーグ戦通算出場記録により,記念品および賞品を授与して

表彰を行うことができる。

第 6条 〔リーグカップ表彰〕

① リーグカップ戦終了後,チームの順位により次のとおり賞金および記念品を授与する。

(1)優勝 :賞金 100,000,000円 lJリ ーグカップ1メ ダル,ス ポンサー杯

(2)2位 :賞金 50,000,000円 ,楯 1メ ダル

(3)3位 :1チ ームにつき賞金 20,000,000円 .楯

② リーグカップ戦における最優秀選手を選考し1賞金または賞品を授与する.

第7条 〔功労者表彰〕

① Jリ ーグの発展に功労のあった者に対し1記念品等を贈呈して表彰を行うことができる

② 前項の表彰を受ける者は1チ ェアマンの推薦に基づき理事会が決定する.

第8条 〔Jリ ーグベストビッチ賞〕

① Jlお よびJ2リ ーグ戦におけるホームゲームの1/2以上を開催したJク ラブのホーム

スタジアムの内1 ピッチが最も優秀と認められたスタジアムに対して,記念品を授与する_

② 前項の受賞スタジアムはマッチコミッショナーの評価を基に,チ ェアマンが決定する.

第 9条 〔Jリ ーグ・アウォーズ〕

① 個人表彰およびフェアプレイ賞等を表彰するJリ ーグ・アウォーズは,Jlリ ーグ戦終

了後に行う.

② Jリ ーグ・アウォーズには,次の者が出席する.

(1)Jリ ーグ役員,実行委員等

(2)受賞対象チームの役員および選手

(3)個人表彰の受賞者

(4)そ の他の表彰対象者

③ 前項の出席者の交通費・宿泊費はlJリ ーグ「旅費規程」に基づきJリ ーグが負担する.

④ Jリ ーグ・アウォーズには1サ ッカー担当記者,マ ッチコミッショナー1審判関係者1

スポンサー関係者およびその他の関係者を招待する.

第10条 〔施 行〕

本規程は,平成5年4月 1日 から施行する
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〔改 正〕

平成 6年 2

平成 7年 2

平成 8年 2

平成 9年 2

平成10年 2

平成11年 2

平成13年 2

平成14年 2

平成15年 2

平成16年 2

平成17年 2

月15日

月28日

月20日

月18日

月17日

月16日

月20日

月19日

月18日

月17日

月15日
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J2表 彰 規 程

第1条 〔趣 旨〕

本規程は1「 Jリ ーグ規約」第85条 に基づき,J2におけるチームおよび選手の表彰に関
し定める.

第 2条 〔年間表彰〕

J2における年間順位により]そ れぞれ次のとおり賞金および記念品等を授与する。

(1)優 勝 :賞金 20,000,000円 l Jリ ーグ杯

(2)準優勝 :賞金 10,000,000円 l Jリ ーグ杯

第3条 〔フェアプレイ賞〕

① J2に おける反則ポイントの年間合計数が36ポ イント以下のチームに対し1フ ェアプレ

イ賞として記念品等を授与する.

② 前項の反則ポイントの計算は1退場1回 につき3ポイント (同一試合における警告2回 によ

る退場も同様とする)]警告1回 につき1ポイント1出場停止1試合につき3ポイントとして加

算する.

第 4条 〔個人表彰〕

J2における最多得点者に記念品等を授与する

第 5条 〔Jリ ーグベストビッチ賞〕

① Jlお よびJ2リ ーグ戦におけるホームゲームの1/2以上を開催 したJク ラブのホーム

スタジアムの内,ビ ッチが最も優秀と認められたスタジアムに対して,記念品を授与する.

② 前項の受賞スタジアムはマッチコミッショナーの評価を基に,チ ェアマンが決定する.

第 6条 〔Jリ ーグ・アウォーズ〕

① 個人表彰およびフェアプレイ賞等を表彰するJリ ーグ・アウォーズは,Jlリ ーグ戦終

了後に行う.

② Jリ ーグ・アウォーズには,次の者が出席する.

(1)Jリ ーグ役員1実行委員等

(2)受賞対象チームの役員および選手

(3)個人表彰の受賞者

(4)そ の他の表彰対象者

③ 前項の出席者の交通費・宿泊費は.Jリ ーグ「旅費規程」に基づきJリ ーグが負担する。

④ Jリ ーグ・アウォーズには.サ ッカー担当記者1マ ッチコミッショナー1審判関係者1

スポンサー関係者およびその他の関係者を招待する

〔改 正〕

平成14年 2月 19日
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ドー ピ ン グ 禁 止 規 程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は,「 Jリ ーグ規約」第88条の2第 3項に基づき, ドーピングの定義. ドーピングテ

ストの手続き1違反者に対する罰則その他 ドーピングに関する事項について定める.

第2条 〔ドーピングの定義〕

① 本規程においてドービングとは.所定の手続きに従い選手から採取した尿を分析した結果1

国際サッカー連盟 (以下「F!FA」 という)が定める 〔別表1〕 記載の禁止物質 (以下「禁止

物質」という)が検出され,陽性と認定されたことをいう。

② FIFAが,禁止物質またはその基準量を変更したときは,当該禁止物質または基準量は,

これに従って自動的に変更されるものとする.

第 3条 〔ドーピングテストの手続き〕

① 採尿および分析の方法その他 ドーピングテストの手続きに関する事項は1チェアマンが実行

委員会の承認を得て制定する『Jリ ーグドーピングコントロール要項』の定めるところによる。

② ドービングテストの手続きが,『 Jリ ーグドーピングコントロール要項』の規定に相違し

た場合においても,そ の相違点が軽微であって分析の結果の信頼性を実質的に損なうもので

ない限り,分析の結果は影響を受けないものとする.

第 4条 〔関与等の禁止〕

Jク ラブおよびJク ラブに所属する個人 (選手. ドクター1監督,コ ーチ.役員その他の

関係者を含む.以下同じ)は,常に ドーピングを防止する義務を負い.直接たると間接たる

とを問わず1-切. ドーピングに関与 してはならない。

第 5条 〔罰 則〕

① アンチ・ ドーピング特別委員会は, ドーピングコントロール委員会により陽性と認定され

た選手およびドービングテストを拒絶した選手に対し1理事会の承認に基づき,制裁を科す

ことができる.

② 前項の制裁の種類は次のとおりとし1こ れらの制裁を併科することができる.

(1)譴  責 (始末書をとり将来を戒める)

(2)一定期間の出場停止 (1試合以上6試合以下の公式試合の出場資格の停止)

(3)一定期間の資格停止 (12か 月以下の公式試合の出場資格の停止)

(4)無期限の資格停止 (期限の定めのない公式試合の出場資格の停止)

③ アンチ 。ドーピング特別委員会は.Jク ラブまたはJク ラブに所属する個人が前条に違反

したときは,理事会の承認に基づき.当該 Jク ラブに対 し,金3,000万円以下の制裁金を科

すことができる.
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第 6条 〔弁明の機会の付与〕

アンチ 。ドーピング特別委員会は,制裁の決定に先立ち.制裁の対象となる選手または

Jク ラブに対 し,弁明の機会を付与 しなければならない。

〔別表 1〕

LIS丁 (DF CLASSES(DF PR(ЭHIBI丁ED SUBSTANCES
AND PROHIBI丁 EDl口 ETH(0)DS

(according to the world ant卜 doping code ofヽ A′ADA and FIFA)

yユ :聾L上」ユ旦旦旦里亡22旦重

The use of any drug should be llrT、 ited to rnedica‖ y justified

indications

SUBSTANCES AND MIETHODS PROHIBITED AT ALL TIMES
(IN… AND OuT‐ OF‐COMPETIT=ON)

PROHIBITED SUBSTANCES

S■ .A壁▲BOLI⊆ Δ⊆二Ш二塁

Anabolic agents are prohibited.

■・ 』L堕コ」|≧!Qニユ!1」ILコ国:』E12ユ豊E!』

`:L.重

」|コ≧!Egli」L:LI」 IL」Lttl

ュ.Exogenous`AAS,including:

■…androstendiol(5α ―androst-1-ene-3β ′17β ―diol),1-androstendione(5α ‐

androst-1-ene-3′ 17-dione)′ bc)landiol(19-norandrostenediol),bO:asterone,
boldenone,boldlone(androsta-1′4-diene-3′ 17-dione),Calusterone,
c:ostebc)1,danazol(17α―ethynyl-17β‐hydroxyandrost-4-eno[2′ 3-d]isoxazole),

dehvdrochlorrnethvitestosterone(4-chloro-17β ―hydroxy-17o― methy!androsta―

1,4-dien-3-one), desoxvrnethYitestosterone(17α ―methyl-5α―androst-2‐ en―

17β―ol),drostanoloneF ethvlestreno](19‐ nor-17α ―pregn-4-en-17-ol),

fluoxvmesterOne,fOrrneb010ne,fura2ab01(17β ―hydroxy-17α―methyl-5α―

androstano[2′ 3-c]― mrazan)′ gel受 rinone,
4-hvdroxyte」 :osterone(4,17β ―dihydroxyandrost‐ 4‐ en-3-one)′ mestanolone,
rnesterolone,metenoloneF rnethandienone(17β ―hydroxy-17α―

lTiethylandrosta-1′ 4-dien-3-one),methandriol,methasterone(2α ′17α ―

dirnethyl-5α―androstane-3-one-17β ―ol),methvldieno:one(17β‐hydroxy-17α―

rnethy!estra-4′ 9-dien-3-one),methyl‐ ■…testosterone(17β ―hydroxy‐ 17o― :¬lethyl―

5α―androst‐ 1-en-3-one),methvinottestosterone(17β ―hydroxy‐ 17α ―methylestr―

4-en-3-one),mlethvitrienolone(17β ―hydroxy-17o― methylestra-4′ 9′ 11-trien-3-

One)′ mlethvitel重:OSterOneF nlibOlerOne,nandr010ne,19…
norandrostenedione(estr-4-ene-3,17-dione),■ 0『bo:etoneF norclostebol,
norethandrolone,oxabolone,oxandrolone,oxv口 nesterone,oxVmetholone,
prOStan(D201([3′ 2‐ c]pyrazole-5o― etioallocholane-17β ―tetrahydropyranol)′
quinboloneF stanozololi stenbolone,■ ‐testosterone(17β ―hydroxy-5o―
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androst‐ 1-en-3-one),tetrahソ drogestrinone(18a― horTlo― pregna-4′ 9′ 11-trien―

17β ―ol-3-one),trenbolone and other substances vvith a sirnilar chenlical
structure Or similar biO10gical erect(s).

L.Endogenous*AAS:

androstenediol(androst-5-ene-3β ′17β―diol),androstenedlone(androst-4-ene―
3′ 17-dione),dihvdrotestosterone(17β ―hydroxy-5α ―androstan-3-one)′
prasterone(dehydroepiandrosterone′ DHEA),testosterone
and the fo‖ ov¨ ng metabolites and isorners:

5α―androstane… 3a′ ■7α‐dio:′ 5α‐androstane¨ 3α′■7β―diol,5c‐ androstane‐
3β′17α―dlol,5o‐ androstane‐ 3β′■7β…diol,androst‐ 4-ene‐ 3α′■7α‐diol,
androst‐ 4‐ene‐ 3α′17β‐diol,androst‐ 4…ene‐ 3β′■7●―dlol,androst… 5-ene‐

3α′■7α…dlol,and『 ost‐ 5…ene‐3α′■7β―diol,androst-5-ene‐ 3β′■7α‐dlol,
4‐androstenediol(androst-4‐ ene‐ 3β′17β―diol),5-androstenedlone(androSt‐ 5-

ene-3′ 17-dlone)′ epi― dihvdrotestosterone,3α‐hvdroxv‐ 5α‐androstan‐ 17‐

one,3β‐hvdroxv‐ 5α―androstan‐■7‐one,19‐ norandrosterone,19…
noretiocholanolone.

VVhere an anabc)lic androgenic sterOld is capable Of being prOduced endogenously′

a Sa′ 71ρノe will be deemed to contain such P´0わ′b′led St′ bsta′,ce where the
concentration of such P'´ 0カ′bFted Sυ bsta′7Ce Or itS metabOliteS Or markerS and/Or
any other relevant ratio(s)in theハ tカノete′ s.Sa`ηρノe so deviates frorn the range Of

values nornlally found in hurnans that it is unllkely to be consistent with nornlal

endogenous production. A Sanlρ ′e shali not be deemed to contain a P´ 0′ :′ b′led

Sυbsta′,ce in any such case where an`ハ t力′ete prOves that the concentration of the

PrOわ′b′ted SubSta′ lCe Or itS metabOlite5 0r rnarkerS and/Or the releVant ratiO(S)in

the`4tカ ノete's Sarnρノe is attributable to a phys:ological or pathological condition.

In ali cases′  and at any concentration′  the′ 41カ′ete's sarnPle will be deerned to

contain a P'´ o力′b′ted1 5υbstar,ce and the laboratory wili report an `4dverse
ハnaヶ″ca′ 層nd′ ng if′ based on any renable analytical method(e.g.IRMS)′ the
!abOratory can ShOW that the lp“ 0′ 7′b′te`メ SubS侵ヨ″,Ce iS Of eXOgenOuS Origin. In SuCh

case′ no further investigatiOn is necessary.

If a value in the range of leveis norma‖ y found in hurnans is reported and the

re‖ able ana!ytical method(e,9,IRMS)has not determined the eXOgenOuS Origin of
the substance′  but if there are seHous indications′ such as a cornparison to
reFerence steroid pron!es′  of a possible tノ se of a P´ 0カ′bfted Subs&〕′,ce′  further
investigation shall be conducted by the relevant `4ntF‐ DOρ′ng Organ′ zal′0′l by
reviewing the resu!ts oF any previous test(s)or by cOnducting subsequent test(s)′
in order to deteri■、ine vvhether the resu:t is due to a physiologica! or pathological

condition′  or has occurred as a consequence of the exogenous origin of a
prOわノわ′ted Substar,ce.
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When a laboratory has reported a丁 /E ratio greater than four(4)to one(1)and
any reliab!e analytical method (e.9. IIRMSI)applied has not dete「 mined the
exogenous origin of the substance′  further investigation may be conducted by a
reVieW Of preViOuS teStS Or by COnduCting SubSequent teSt(S)′  in Order tO
determine whether the result is due to a physiO10gical or pathological conditlon′ or

has occurred as a consequence ofthe exogenous origin of a ρ́ 0カノbノted Subsiance.
If a labOratOry repOrts′ using an additional reliable ana!ytical rnethod(e.g.IRMS)′

that the proわ′わノLed SIり わsiance is of exogenous origin′  no further investigation is
necessary and the Sa月 7ガe wili be deenned to contain such P“ 0わ′b′red 5Jbstance.
When an additional reliable analytical method(e.9. IRMS)has not been appiied
and a rnininlum of three previous test results are not aVailable′ the re!eVantノ qntノー

Dορ′′lg (,´ 19an′zal′ο′l shall test the`4[力 ′ete with no advance notice at least three
times withln a three― mOnth periOd. If the 10ngitudinal pronle of the`4tカノe●e that is

subject to the subsequent tests is not physiO10gica!!y nornlal′  the result sha!! be
reported as anハ dve′se Ana′ /[Fca′ 月′,σ′月g.

In extrerne!y rare individual cases′  boldenone of endogenOus origin can be
consistently found at very:ow nanograms per mi‖i!iter(ng/mL)!evels in urine.
When such a very!Ow cOncentration of bo!denone is reported by a laboratory and
any reliable analytica! method (e.g. IRMIS) applied has not deteri■ lined the

exogenous origin of the substance′ further investigation rnay be conduCted by a
reVieW Of preViOuS teStS Or by COnduCting SubSequent teSt(S). When an additiOnal
reliable ana!ytical rTlethod(e.g. IRMS)has not been applied′ a minimum ofthree
no advance notice tests in a period of three months shall be conducted by the
re!evantハ 月[′

―DOρわgO“ga′7′zalノ 0′7.If the longitudinal pronle of theハ [わ′e`e who is

subject tO the subsequent tests is nOt physiO10gicaily nOrmal′  the result shall be
repOrted aS anハ dソerSe 4′ 7aノ/tFca′ 月′nd′ ng.

For 19-norandrosterone′ an′4dverseハ naノ/JGaノ ′=励 g repOrted by a laboratory is

cOnsidered tO be scientinc and valid Pr00f Of exOgenous origin of the Pro′ ,FbFted

Sυ bs巖 ,「,ce.In such caser no further investigation is necessary.

Should an ′4tカノe●e fal! to cooperate in the investigations′  the ′4どカノere′ s Sarnρ′e
Shali be deemed tO COntain a ρ

"0カ
′b′led SubSta′7Ce.

0生heLA興曇型山L」聾E」壁L壼嘔!L」塾口直型生_El≦コ庄」:mi皿」ヒニ

clenbuterol′ tibolone′ zerano:′ zilpaterol.

月0「 ρυ

“

Doses oFど わ′s sect′017′
*lleχ

Oger70υS″ rerO「 S tO a SubSta′ lCe t″力FCわ ′S′,Ot O`σhar〃/Caρab′eO′ beノng

ρЮduCed b/め e bοごy na"″′ケ・ネ菫liendο
ge′ 7ουs″ reFers tο  a sυ bstar,ce l″ 力′c力 Fs caρab′e OF beFng ρ

“
Odυ ced b/[力 e

bOσ/月 al“ ra〃 /・
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S2.」≦コ塁」≦コ団E旦」生菫二≧』重聖」E=EEL塁型堕墾
=L墨

塾菫コ里邑

~「

he fO‖ olwing substances′ including other substances with a silγ lilar chernical

structure or similar biO10giCal effeCt(S)′ and their releaSing faCtOrS,are prOhibited

■, 日rythropoletin(EPO)),
2.GrO鴨たh HOrmone(hGH)′ Insulin‐ llke Cro載 h Factors(e.9.IGF¨ ■)′

Mechano Cro摯滝h Factors(MGFs),
3. Gonadotrophins(LH′ hCGI)′ prohibited in males only:

4. Insu:in′

5。 Corticotrophins.

unless the ′4rib′ ete can dernonstrate that the concentration was due tO a
physiological or pathologiCal cOnditiOn′  a San7ρ ノe wi!l be deerned to cOntain a

ρ́οわ′わ′ted SubSlanCe(aS liSted abOVe)Where the COnCentratiOn Of the P´ 0わ′b′ted

sυ bstar,ce Or its metabO‖ tes and/Or relevant ratiOs Or markers in the ntカノete's

Sa′ηρ′e so exceeds the range Of values normally found in hurnans that it is
unlikely to be consistent with normal endogenous production.

If a !abOratOry repOrts′  using a reliable analytica! methOd′  that the ρ́0′″わF[ed

St′ bsiancel is of exogenOuS Origin′  the ,San7ρ ′e Will be deerned tO COntain a
ρ
“
οゎめ′red subs"″ ce and shali be repOttled as anハ dソerseハ nar/[Fcaノ F′

"dノ

ng.

The presence of other SubStances with a sirni!ar chernica: structure or sirnilar
biO10giCal effeCt(S)′  diagnOStiC marker(S)Or releaSing faCtOrS Of a hOrmOne liSted
above or of any Other inding VVhiCh indiCate(S)that the SubStanCe deteCted iS Of
exOgenOus Origin′ will be deemed tO renect the use Of a lP´ οナ)′ b′ted Substa′7ce and

shall be repOrted as an 4dソ crseハ ′7a′ /ξノca′ 石F,ldノ ng.

S3.BETA‐ 2 AGONISTS

All beta-2 agOnists including their l)‐ and L― isorners are prohibited.

As an exception′  formOterOl′  Salbutarnol, salΠleterol and terbutaline′  when
adrninistered by inhalatiOn′ require an abbreviated・ Therapeutic tJse Exemption.

I⊃)espite the granting of any fo「 Πl oF・「herapeutic Use Exernption′  a COnCentration
Of sa!butamOl(free plus g!ucurOnide)greater than 1000 ng/nlL wili be considered
an/1dverse`4naち 烈りca′ Fl′′76′′′7g unleSS the athlete prOVeS that the abnOrmal reSult
was the consequence of the therapeutic use ofinhaled salbutarno!.

S」L=凸≦ヨEШE」聾
=ニ

ヒL」里IコL塁
=工

墨≦⊇旦翌二≦≧墨二I型里里Eヱ

丁he fo‖ owing ciasses of anti― estrogenic substances are prohibited
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■. Aromatase inh:bitors inciuding′ but not llmited tor anastrozole′
ietr0201e′ anlinOgiutethimide′ eXemeStane′ fOrmeStane′ teStOiaCtOne.

2. Selective Estrogen!Receptor Modu:ators(SERMs〕 including′ but not
iinllted to′ raloxifener tamoxifen′ torenlifene.

3. Other anti‐ estrogenic substances inc:udlng′ but not lirnited to′

clomiphene′ cyclofenil′ fuivestrant.

塁L‥2型LR回:菫ニユ△E塑凶[工旦壁L」塑国国瞥⊆』当ELE≦ l■Ш[旦

Masking agents include but are not lirnited to:

Diuretics'′ epitestosterone′ probenecid′ alpha‐ reductase inhibitors(e.g
finaSterlde′ dutaSteride),plaSma eXpanderS(e.g・ albumin′ deXtran′

hvdrOXvethvI StarCh)。

Diuretics include

aCeta201amide′ ami10ride′ bunnetanide′ Canre■ One′ ChiOrthaiidOne′
etacrynic acid′ furosemide′ indapanllde′ metolazone′ spirOnolactone′
thia2ideS(e.g.bendrOflunnethiaZide′ Ch10rOthia21de′ hvdrOChiOrOthia2ide)′
triarnterene′ and other substances with a similar chemica:structure or similar

biO10gical erect(s)(eXCept fOr drOSperinOne′ WhiCh iS nOt prOhibited)・

菫
A・Therapeutic tJse Exernption is not valid if an,ハ [カノerers urine contains a diuretic

in  assOciatiOn  with  threshOld  Or  sub_threshO!d  levels  Of  a  Prο′,′b′reσ

SubStar,Ce(S)。
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a.

b

PROHIBITED METHODS

M■ .E旦堕墨.壁⊆1聾.旦E■Ω二≦塑堕蜃奎型国壁壼壼曇近二塁

‐
「 he fo:lowing are prohibited:

B100d dOping′ including the use of autologous, hornologous or hetero:ogous
blood or red blood cell products of any Origin.

Artincia‖ y enhancing the uptake′  transport Or deliVery of oxygenr including
but nOt :irnited tO pernuorochenlicalsr efaproxiral(RSR13)and modined
haernOg10bin  prOduCtS  (e・ 9・   haern0910bin‐ baSed  b!00d  SubStituteS′

rnicroencapsulated haernog10bin prOduCtS).

M2.CH■ MIc昼L豊墨⊇」墾量笙:二」旦」L:L里▲壁二!≧旦:」:里コl口L国:

Tan7ρ er′′lg′  Or attempting to tamper′  in order to alter the integrity and
validity Of Sa″ ηD′eS CO‖ eCted during DOρ ′′lg く

'Ont´

0′S iS prOhibited.  TheSe

include but are nOt lirnited to catheterisation′  urine substitutiOn and/Or
alteration.

b.  Intravenous infusionS are prohibited′ except as a legitimate acute medical

treatment.

M3.⊆ 二里旦』匹夏延里旦

T・he non― therapeutic use of Ce‖ s′ genes′ genetic elernents′ Or of the nlodulation Of

gene expression′  having the capacity to enhance athletic perfOrmance′  is

prohibited.
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SUBSTANCES AND MIETHODS
PROH=BITED IN¨ COMPET=T=ON

In addition to the cate9o『ies Sl to SS and M■ to M3 defined above′
the fo:lowing cate90ries are prohibited in conlpetition:

PROHIBITED SUBSTANCES

S6.ST■lMIULANTS

丁he fo‖ owing stimu!ants are prohibited′  including both their optical(lDI―  and L― )

isorners where reievant:

Adrafinl:′ adrenaline拿′amfepranlone′ amiphena201e′ amphetam:ne′
anlphetaminil′ benzphetamine′ b『onlantan′ carphedon′ cathil■ eネ

・
′

C10ben20reX′ COCaine′ CrOprOpamide′ CrOtetanlide′ CyCia20dOne′
dinlethvlanlphetanline′ ephedrineネ

晏
′etamivan′ etilanlphetanline′

etilefrine′ famprOfa20ne′ fenbutraZate′ fenCarnfanlln′ fenCamine′
fenety‖ ine′ fenfiuramine′ fenproporex′ furfenorex′ heptanlinol′
isometheptene′ levmetharnfetanline′ meclofenoxate′ mefenorex′
mephentermine′ mesocarb′ methamphetamine(D‐ )′

『nethVlenedloxVanlphetamine′ methソ lenedloxVmethanlphetaminer p―
rnethylamphetamine′ 口nethviephedrine・・`′ nnethviphenidate′ modafinll′

nikethanlide′ norfenefrine′ norfenfluranline′ octopamine′ ortetamine′
oxllofrine′ parahvdroxvamphetanline′ pen■ o:ine′ pentetrazol′

phendl『 netrazine′ phennnetrazine′ phenpromethamine′ phenternline′
pro:intane′ propvihexedrine′ selegi‖ ne′ sibutramine′ st「りchnine and other
SubStanCeS With a Sirn‖ ar ChemiCal StruCture Or Sim‖ ar biO10giCal ereCt(5)~~.

* Adrenaline associated with loca! anaesthetic agents or by !ocal adrninistration

(e.g.naSal′ OphthalmO1091C)iS nOt prOhibited.
** cathinel is prohibited when its concentration in urine is greater than 5

rnicrograrns per rTli‖ iliter.

*ホ * Each of ephedrinel and nlethViephedrine is prOhibited when its
concentration in urine is greater than lo rnicrOgrams per rTlilliliter.
**** ・The fo‖ owing substances included in the 2006 Monitoring Prograrn
(buprOp10n′    Caffeine′    pheny:ephrine′    phenylprOpanOlarnine′    pipradOl′
pSeudOephedrine′ Synephrine)are nOt COnSidered aS P“ ο力′b′ted S〔′bSia′ 7CeS・
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Sフ・]uLEC`2工 ICS

The fo‖ oM′ing narcotlcs are prohibited:

buprenOrphine′ deXtrOmOramide′ dian10『ph:ne(herOin)′ fentanvl and itS
derivatives′ hVdrornorphOne′ methadone′ morphine′ oxycodone′
oxyn■orphone′ pentazocine′ pethidine.

里Ln壼螢L里曼Q菫重

CannabinOidS(e.g.haShiSh′ rnarijuana)are prOhibited

塁 1壼1曼:型1区|二1堕|エエ|ユ1望:旦|コ1堕1狙

Al1  91ucocorticosteroids are  prohibited  vvhen  adrninistered  Ora‖ y′  rectally′

intraVenOuSIY Or intranluSCular!y・
・
Their uSe requireS a TherapeutiC IUSe ExernptiOn

approval.

Except as indicated below′  other routeS of adrninistration require an abbreviated
Therapeutic tJse Exemption.

丁opical preparationsヽ″hen uSed for dermatolo9ical,aura1/otic′ nasal′ buCCal cavity

and ophthalmologic disorders are not prohibited and do not require any form of
丁herapeutic tJse Exemption.
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SUBSTANCES PROH=B=TED=N PART=CULAR
SPORTS

P■・A」國堕旦ΩL

Alcoho!(ethanol)iS prohibited′ n― co′ηρe″ t′Oη only′ in the fo‖ owing spOrts.

IDetection will be COnduCted by anaiysis of breath and/or blood.‐rhe doping

violation thresho!d for each Federation is repOrted in parenthesis.

・  Aeronautic(FAI)
● Archery(Π TA′ IPC)
● Automob‖ e(FIA)

・  Bi‖ iardS(WCBS)

・  Boules(CMSB′
IPC bOWIS)

o Karate(WKF)       (0.10g/L)
o  Modern Pentathlon(UIPM)(0.10g/L)

for disciplines involving shooting
o Motorcyc‖ng(FIM)     (0.109/L)
● Powerboating(UIM)     (0.30gノ L)

Modern Pentathlon(UIPM)for
disciplines invo!ving shooting

Nine―pin bow‖ ng(FIQ)
Sa蘭ng(ISAF)br match race
helrns on!y

Shooting(ISSF′ IPC)(also
prohibited οu[‐ oF― cO「ηpet′″Oη )

skiing/snowboarding(FIS)in ski
jumping,freeStyle aeria!S/ha!lpipe

and snowboard ha!FPipe/big air
Wrest‖ ng(FILA)

(0.20g/L)
(0.109/L)
(0.10g/L)
(0.209/L)
(0.10g/L)

P2.里1堕|ョ1曇1生二EL≦ 1凶|ユ≦EI壼1聖1塁

Unless otherwise specined′  beta― blockerS are prOhibited ′7-CO′77ρet′ t′0″  Only′  in

the fo‖ owing spOtts.

o Aeronautic(FAI)
o Arche「y(FITA′ IPC)(a:so prohibited

Oυ t-OFco′ηρetたノ0月 )

● Automob‖ e(FIA)

・  Bi‖ iardS(WCBS)
● Bobsieigh(FIB丁 )

● Bou:es(CMSB′ IPC bow15)

・  B「idge(FMB)

・  Chess(FIDE)
o CuHing(WCF)

・  Gymnastics(FIG)
o Motorcyc‖ng(FIM)

Beta― blockers include′ but are not iimited to′ the fo‖ owing:

acebutolol′ aiprenolo:′ atenolol′ betaxol● 1′ bisoprolol′ bunoloI′ carteOlol′

carvedilo:′ celiprolol′ es口noiol′ labetalol′ ievobunolo]′ metipranoloi′

rnetoprO101′ nadolo:′ oxprenolol′ pindolo:′ propranolo:′ sotalol′ timOlol.
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SPECIF=ED SuBSTANCES*

｀
Specifヽed lSubstances″ *are listed be!ow

●  All inha:ed Beta-2 Agonlstsf except clenbutero!,

・   Probenecldi
e  Cathine′ croprOparnide,crotetarnider ephedriner etarnivan′ farnprofazone′

heptarninol′ isonletheptene′ levmetharnfetarnine′ nleclofenoxate′

p―nlethy:amphetarnine′ methylephedHne′ niketharnide′ nor」Fenefrine′

octopamine′ ortetarnine,oxilofrine′ phenprOrnetharnine′ propylhexedrine′

selegiline′ sibut「arnine:

・  《]annabinoids,
o AI:G:ucocolticosteroids,
o A!cohol,
o  .All Beta Blockers.

* 17be p●o力めたod ι′st″,ay′den″う′specノ″ed st′ bsra′ 7CeS W力たわare ρal嗜′Cυlb″/
5ι′SCeρ [′ b′e tO υ′7′ 7tent′ 0′7ar a′ 7ビーdOρ′′7g rUノe ソ′ο′atノο′,s becaυ se oF[力eFr ge′ 7era′

aVa〃ab′″″ ′「7 medたノna′ ρ
“
οduds O「 ″力′ch are ress″ e々ノ/[ο be syccessル〃/abused

as dOρ′ng agents.′
′
A doping vio!ation involving such substances mtty result in a

reduced sanction provided that the tl...ハ ξわ′eFe ca′ 7 eStab″ Sわ [わaF the lυ Se OF sυ c力 a
sρ ecノ″ed suわ sia′7ce was nO[Fnie′ 7σed 10 enわanCe Sρ Ort periO「′ηanCe¨ .″
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支 度 金 支 給 基 準 規 程

(単位 :万 円 )

支払対象
費 目

独身者
妻帯者

(配偶者のみ )

妻帯者
(同 居扶養家族有 )

住  居  費
l DK 2 LDK 3 LDK

80 100 150

子 供 用 品 等 0 0 50

家
具
等

電 化 製 品 100

その他の家具等 100

自  動  車 100

合    計 380 400 500

支度金支給基準

① 初めてプロ選手として「日本サッカー協会選手契約書」を締結するとき

② プロ選手として移籍するとき

ただし1支度金に該当する費用が伴う場合

2.支払対象を次の通り区分する.

① 独身者

② 妻帯者 (配偶者のみ)

③ 妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合

3.支度金該当費目

① 住居費

② 子供用品等

③ 家具等

④ 自動車

4.そ の他

交通費1宿泊費および引越 し費用は,実費を支給することができる。
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〔改 正〕

平成 7年 2月 28日

平成11年 2月 16日
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裁 定 委 員 会 規 程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は.「 Jリ ーグ規約」第143条に基づき1裁定委員会の運営に関する事項について

定める.

第 2条 〔会議および議決〕

① 裁定委員会の会議は,委員長が招集する.

② 裁定委員会は1委員長および1名以上の委員の出席がなければ1会議を開き1ま たは議決

をすることができない。

③ 裁定委員会の議事は1出席者の過半数をもって決する.可否同数のときは,委員長の決

するところによる.

第 3条 〔審理の非公開〕

裁定委員会の審理は1非公開とする.た だし,裁定委員会は,審理の公正が害されるお

それがなく,かつ1相当の理由があると認めるときは,関係者の傍聴を許すことができる。

第4条 〔申立手続き〕

① 裁定の申立を行う者 (以下「申立人」という)は ,裁定委員会に対し,次の書類を提出

しなければならない.

(1)裁定申立書

(2)申立人の主張を裏付ける書証がある場合は1そ の原本または写 し

(3)代理人により申立を行う場合は1委任状

② 前項第1号の裁定申立書には1次の事項を記載しなければならない。

(1)当事者の氏名または名称 (法人の場合は代表者も記載する)および住所

(2)代理人に代理させる場合は1代理人の氏名および住所

(3)裁定の申立の趣旨

(4)裁定の申立の理由および立証方法

③ 申立の手数料は1件につき金10万円とし,申立と同時に納付しなければならない.

第5条 〔申立の受理および通知〕

① 裁定委員会は,前条の規定に適合する裁定の申立があったときは1こ れを受理するとと

もに1申立の相手方 (以下「被申立人」という)に対し,そ の旨を通知する.

② 前項の通知には,裁定申立書1部 を添付しなければならない.
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第 6条 〔答 弁〕

① 被申立人は.前条の通知が到達した日から30日 以内に1裁定委員会に対し1次の書類を

提出して答弁することができる。

(1)答弁書

(2)答弁の理由を裏付ける書証がある場合は,その書証の原本または写し

(3)代理人により答弁を行う場合は1委任状

② 前項第1号の答弁書には1次の事項を記載しなければならない.

(1)当事者の氏名または名称 (法人の場合は代表者も記載する)お よび住所

(2)代理人に代理させる場合は,代理人の氏名および住所

(3)答弁の趣旨

(4)答弁の理由および立証方法

③ 裁定委員会は,前 2項 の規定に適合する答弁があったときは,こ れを受理するとともに,

申立人に対し,その旨を通知する.

④ 前項の通知には,答弁書1部 を添付しなければならない.

⑤ 裁定委員会は,第 1項 に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合には,

申立人の主張を認める裁定を行うことができる.

第 7条 〔提出書類の部数〕

本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は1委任状を除き3部 (原本を

提出するときは1そ の写 しを含めて3部 )と する.た だし1当事者が3名以上のときは,当

事者1名 につき1部増加する.

第 8条 〔申立内容の変更〕

申立人は1被申立人に対し裁定申立の通知が発信された後においては1裁定委員会の承認

を得なければ1申立の内容を変更することができない.

第 9条 〔訳文の添付〕

当事者が裁定委員会に対 して提出する書面が外国語で記載されている場合には,日本語の

訳文を添付しなければならない。

第10条 〔代理人〕

弁護士および裁定委員会が承認 した者以外の者は,申立人または被申立人の代理人となる

ことができない.

第11条 〔審理または調査のための権限等〕

裁定委員会は1申立の審理のために必要と認めたときは1第二者の証言もしくは鑑定人の

鑑定を求め1ま たは資料の提出を命じることができる。

第12条 〔費用の負担〕

前条の調査に要する費用は,原則として当事者が負担するものとする
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第13条 〔裁 定〕

① 裁定委員会は,申立の内容につき調査・審理した上,次の事項を記載し,委員長および

審理に参加した委員が署名押印した裁定書を作成し1こ れをチェアマンに提出しなければ

ならない.

(1)当事者の氏名または名称 (法人の場合は代表者も記載する)および住所

(2)代理人があるときは1そ の氏名および住所

(3)主文 (裁定委員会の判断の結論)

(4)判断の理由

(5)裁定書の作成年月日

② 前項の裁定書には,申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を

記載しなければならない。

第14条 〔和 解〕

① 申立後当事者が和解した場合において=裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたと

きは1その和解の内容を裁定書に記載する.

② 前条第1項第1号1第2号および第5号 ならびに第2項の規定は1前項の場合に準用する.

第15条 〔裁定委員会の運営細則〕

裁定委員会は,裁定委員会の会議その他運営に関する細則を定めることができる

第16条 〔施 行〕

本規程は1平成5年 4月 1日 から施行する
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試合実施時における

Jリ ーグ安全理念

Jク ラブは、試合を通じ観客に本当の満足と快
適さを提供するために、以下の安全に関する理

念に基づき行動するものとする。

1.観客の安全を何よりも優先する。

2.選手およびチームスタッフは、かけがえの

ない財産であり、また審判は競技進行の要
であって、その安全性は確保されなくては

ならない。

3.マ ッチコミッショナーおよび競技スタッフ

は、試合運営に欠かせぬ存在であり、その

安全性は確保されなくてはならない。

4口 選手にフェアプレイを徹底し、観客にはフ

ェアプレイ精神に則った応援・観戦を心か

ら願う。

5.競技場の安全性の充実を目指す。

スローガン

試合実施時におけるセキュリティは、究極の

観客サービスである。
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2006Jリーグ試含実施要項

本実施要項は,2006年 のJll J2の リーグ戦実施に関し定めるものであり, リーグ戦の試

合 (以下「試合」という)運営はすべてこの要項に定めるところによる。

第 1節 競 技 場

第 1条 〔競技場の確保と維持〕

Jク ラブは1次条以下に定める要件を具備する競技場を確保し,良好な状態でホームゲー

ムを実施し得るよう1こ れを維持管理する責任を負う、

第 2条 〔競技場〕

① 競技場は,次の各号の条件を満たすものでなければならない。

(1)ピ ッチは1天然芝であり,原則として縦長105m.横幅68mで あること

(2)ビ ッチの外側周囲には1原則としてすべて1.5m以上の芝生部分を確保すること (し た

がって,縦長108m以上=横幅71m以上の芝生部分を確保すること)

(3)ゴ ールのポス トおよびバーは自色かつ丸型 (直径1 2cm)で 〕埋込式その他 Jリ ーグが

安全性を認定 したものであり,鉄製その他ボールを反発するような補強材を使用 しないこ

と

(4)コ ーナーフラッグおよびコーナーフラッグポス トは,Jリ ーグ指定のものであること

(5)ラ インは幅1 2cmと し1明瞭に引くこと (原則としてベイン ト方式とする)

② フィール ド (ビ ッチおよびその周辺部分)に は,選手のプレーに影響を与え.ま たは危険

を及ぼすおそれのある物は一切放置もしくは設置 してはならない。

③ 競技場の観客席は,下記のとおりとする.た だし1芝生席は,観客席とはみなされない.

(1)Jlク ラブ主管公式試合 :15,000人 以上収容できること

(2)J2ク ラブ主管公式試合 :10,000人 以上収容できること

④ 競技場には,平均1,500ル クス以上の照度をもつ照明装置を設置しなければならない.

第 3条 〔競技場付帯設備および旗の掲揚〕

① 競技場は,次の各号の付帯設備を備えるものでなければならない.

(1)本部室

(2)更衣室 (温水シャワーが使用でき1かつ]ホ ームチーム1 ビジターチームおよび審判員

について各々別個に用意されていること)

(3)記録室 (ビ ッチ全体を見渡すことができ1かつ.個室であること)

(4)医務室
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(5)ドーピングコン トロール室

(6)警察 。消防控室

(7)記者室

(3)カ メラマン室

(9)来賓席

(10)記者席 (ピ ッチ全体を見渡すことができ,屋根付きで1かつ1手元照明付きの机を備

えていること)

(11)場内放送設備

(1の テレビ中継およびラジオ中継用放送ブース (ビ ッチ全体を見渡すことができ,か つ,

音声機材を設置することができること)

(13)ス コアボー ド (原則として電光掲示盤であること)

(14)メ ンバー掲示板 (ス コアボー ドでの兼用可)

(10 リーグ旗およびクラブ旗の掲揚ポール

(10 入場券売場

(1つ 飲食物およびサッカー関連グッズ等の販売所

(10 テレビカメラ設置スベース (中継関連カメラ用およびニュース関連ENG用 )

(19)テ レビ中継車両駐車スペース

20)ケーブル敷設スペース (中継車とカメラおよび放送ブース間)

11)伝送用機材等設置スペース (ア ンテナ/アンテナ搭載車両/光ファイバー用端末)

② ホームクラブは1 リーグ旗1ク ラブ旗およびチャンピオンフラッグ (ホ ームチームが前

年のチャンピオンチームである場合に限る)を 次の各号のとおり掲揚 しなければならない.

(1)リ ーグ旗 :中央

(2)ホ ームクラブ旗 :ビ ッチから向かって左

(3)ビ ジタークラブ旗 :ビ ッチから向かって右

(4)チ ャンピオンフラッグ :前年のチャンピオンチームのクラブ旗の下 (ホ ームゲームの

み掲揚)

③ リーグ旗およびクラブ旗の大きさは天地1,800mm.左右2,700mmと する.

第 4条 〔照明装置〕

Jク ラブは1競技場の照明装置の故障を未然に防止 し1かつ.故障箇所をすみやかに修

理するための措置を講じるよう努めなければならない。

第 5条 〔ベンチ〕

① ベンチは1原則として次の各号の要件を満たすものでなければならない.

(1)ピ ッチのタッチラインから5m以上離れ,か つ,そ の一端がハーフウェイラインから

10m以内に懸かる位置に設置すること

(2)屋根を備えていること (た だし.観客等の視野を妨げるものであってはならない)

② ベンチの前面 (ピ ッチ側):こ は,テ クニカルエリアを設置する.

③ ホームチームのベンチは,原則としてメインスタンドからビッチに向かって左側に設置

する.
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第 6条 〔医事運営〕

① ホームクラブは.次の各号のとおり医事運営を行わなければならない。

(1)医務室には,協会のスポーツ医学委員会が定めた救急用機器および医薬品 (別紙1)を

備えること

(2)試合の開催時には,競技場の観客等の事故に対処するため1医師および看護師各1名以

上を開門時から閉門時まで待機させること

(3)試合の開催に先立ち,競技場で生じる重度の外傷および疾病に対処するため,あ らかじ

め救急移送病院を確保しておくこと

(4)競技場内医事運営担当の医師に,試合の開催時に競技場で生じた外傷および疾病のすべ

てを記載した所定の「会場内医事報告書」を作成させ。その「正」をJリ ーグ事務局運営

部へ可及的すみやかに提出すること

② 前項第2号の医師および看護師の手当て等は,以下の金額を標準とする.

手当て :医 師 30,000円 (日 給)

看護師 10,000円 (日 給)

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第 7条 〔ビジタークラブのための観客席の確保〕

ホームクラブは1ビジタークラブを応援する観客のために,適正な数の席を確保 しなけれ

ばならない.

第 8条 〔広告看板等の設置〕

① 競技場にはlJリ ーグが指定した位置にJリ ーグの看板または横断幕または回転式看板

〔アドタイム〕(Jlリ ーグ戦のうち各節 1試合)を 掲出できるスペースを別表1の とおり確保

しなければならない.

(1)サ イズ :Jlク ラブ 900mm× 6,000mm

J2クラブ 900mm× 9,000mm

(2)枚 数 :1枚

② 競技場にはlJリ ーグが指定した位置にオフィシャルスポンサーの広告看板または横断幕

または回転式看板〔アドタイム〕(Jlリ ーグ戦のうち各節 1試合)を 掲出できるスペース

(オ フィシャルスポンサーエリア)を 別表1の とおり確保 しなければならない.

広告看板1横断幕         アドタイム看板

(1)サ イズ/枚 :900mm× 6,000mm (1)基 本サイズ 1 860mm× 6,000mm

(2)枚   数 :最大24枚     (2)画  面 数 :最大16面

(3)色     :4色        (3)色     :4色
③ 競技場には,Jリ ーグが指定した位置に90° システムのシー トを掲出できるスペースを別

表1の とおり確保 しなければならない。

(1)枚 数 :最大4枚

(2)色   :4色
④ 競技場には.Jリ ーグが指定した位置にフェアプレイキャンペーン用パネルを掲出できる

スペースを確保 しなければならない。

(1)サ イズ :500mm× 500mm
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(2)枚 数 :2枚

(3)位 置 :ベンチ横1ハーフウェイライン側

⑤ 競技場にはl Jリ ーグが指定 した位置に別途定める横断幕を掲出できるスペースを確保 し

なければならない。

⑥ クラブスポンサーの広告看板または横断幕を掲出する場合は1次の各号の条件を満たさ

なければならない.

(1)サ イズ :900mm× 4,500mm

(2)色   :4色
⑦ 第2項.第4項および第5項の広告看板等の設置位置は1次の各号のとおりとする。ただし,

観客等の視野を妨げるものであってはならない.

(1)タ ッチライン側 :タ ッチラインから5m以上離れていること

(2)ゴールライン側 :ゴールラインから5m以上離れたカメラマン用のラインに沿っている

こと

③ クラブスポンサー等の広告看板または横断幕を掲出する場合は,原則として掲出日の7日

前までに所定の「広告掲出申請書」(別紙2)に よりJリ ーグ事務局運営部に届け出なけれ

ばならない.

第9条 〔競技場における告知等〕

① ホームクラブは1競技場において,次の各号の事項を告知しなければならない。

(1)選手,審判員およびマッチコミッショナー

(2)試合方式

(3)選手および審判員の交代

(4)得点者および得点時間 (得点直後に)

(5)ロ スタイム

(6)他の試合の途中経過および結果

(7)入場者実数

(8)前各号のほか=Jリ ーグの指定する事項

② ホームクラブは1試合の前後およびハーフタイムに,次の各号の事項を行うことができ

る.

(1)次の試合の予定の告知

(2)事前にJリ ーグに届け出て承認を得た広告宣伝

(3)音楽放送

(4)チームまたは選手に関する情報の告知

(5)前各号のほか,Jリ ーグの承認を得た事項

第10条 〔公式試合開催指定競技場の指定〕(削 除〉

第11条 〔競技場の視察〕

① Jリ ーグは,試合開催の可否を確認するため競技場を視察することができ,そ の結果,

試合開催が困難であると判断したときは,そ の旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければ

ならない.
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② チェアマンは1前項の報告を受けたときは,そ の競技場での試合の実施を中止する決定

を下すことができる.

③ 前項の中止の決定およびその通知は,試合開催日の2か 月前までにホームクラブに対して

行わなければならない.

第12条 〔悪天候の場合のビッチ整備の義務〕

ホームクラブは1降雪または降雨等1悪天候の場合であっても1可能な限リビッチを整備

し,そ の競技場での試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。

第2節 試  含

第13条 〔大会方式〕

① Jl:ホ ーム&アウェイ方式による2回戦総当り

② J2:ホ ーム&アウェイ方式による4回戦総当り

第14条 〔試合の主催等〕

① 試合は,すべて協会およびJリ ーグが主催しlJリ ーグが主管する.

② Jリ ーグは,試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する.

③ 活動区域外で開催される試合については,事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその

地方のマスコミが共催することを認める.な お1試合開催が複数回に及ぶ場合であっても1

その都度申請し承認を得るものとする.

第15条 〔主管権の譲渡〕

ホームクラブは, Jリ ーグの事前の承認を得て1そ の主管するホームゲームの主管権を,

協会に所属する地域サッカー協会および都道府県サッカー協会に対 し譲渡することができ

る。ただし1こ の場合においても,ホームクラブはlJリ ーグ規約上の義務を免れるもので

はない。

第16条 〔競技規則〕

試合は,すべて国際サッカー連盟 (FIFA)お よび協会の競技規則に従って実施される.

第17条 〔届出義務〕

① Jク ラブは12006年 1月 31日 までに次の各号の事項を所定の方法によりJリ ーグ事務局に

届け出なければならない.

(1)選手

(2)実行委員1運営担当および広報担当等

(3)監督.コ ーチ,チームドクター1アスレティックトレーナー (原則として日本体育協会

公認)等 (以下「チームスタッフ」という)

② 前項により届け出た事項に追加.抹消等の変更があった場合にも前項の方法によりすみや
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かに届け出なければならない .

③ Jリ ーグ事務局は毎週金曜日 (た だし,そ の日がJリ ーグ事務局の営業日でないときは,

その直前の営業日)の 11:00ま でに届出のあった追加,抹消などの変更に対して,同 日中に

その承認の是非を決定する.

第18条 〔出場資格〕

① 協会への選手登録を完了し1かつJリ ーグ規約第99条の2に 定めるJリ ーグ登録を行った

選手のみが1試合における出場資格をもつ.

② Jク ラブの2種チームに所属し,次の各号の条件を満たした選手には,所属クラブが参加

するJlま たはJ2への出場資格が与えられる.

(1)当該 2種チームが1協会にクラブ申請されていること

(2)Jリ ーグ事務局に「Jリ ーグメディカルチェック報告書」が提出されていること

(3)「第 2種 トップ可」選手としてJリ ーグ登録されていること

③ 選手は,試合出場に際し.協会の発行する選手証 (以下「選手証」という)を携帯しな

ければならない.

第19条 〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2006年9月 15日 までに協会への選手登録およびJリ ーグ登録を完了した選手のみが,Jl・

J2リ ーグ戦への出場資格を持つ.

第20条 〔出場可能日〕

前2条により登録を完了した選手は,登録完了日の翌日から試合に出場することができる。

第21条 〔メディカルチェック〕

① Jク ラブはJリ ーグが別途定める日までに,選手に関する「Jリ ーグメディカルチェッ

ク報告書」をJリ ーグ事務局運営部に提出しなければならない.た だし1追加登録する選

手については1登録のつど提出するものとする。

② 協会のスポーツ医学委員会は,「 Jリ ーグメディカルチェック報告書」において異常所見

を示した選手に対する医学的処置について勧告を行うことができる.

第22条 〔試合エントリー選手の人数〕

各試合にエントリーできる選手の人数は,1チ ームあたり次の各号の通りとする

(1)Jl:18名

(2)J2:16名

第23条 〔外国籍選手〕

試合エントリーすることができる外国籍選手は,1チ ーム3名以内とする。

第24条 〔ユニフォーム〕

リーグ戦において使用するユニフォームは別途定める「ユニフォーム要項」による。
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第25条 〔フィールド内のチーム要員〕

① フィールド上に用意されたベンチには,第 17条第1項第3号 および第2項 に定める届け出を

行ったチームスタッフのうち,「 メンバー提出用紙」(別紙5)に記載された者6名 および交

代選手7名 (J2は 5名 )の合計13名 (J2は 11名 )が着席できる。

② ベンチ内での喫煙および通信機器類の使用は禁止する。

③ 交代要員はビッチの周辺でウォーミングアップする際1試合進行に影響をおよばさない

よう.シ ャツの上から異なる色のビブスを着用する等,識別可能な状態で行わなくてはな

らない.

④ Jク ラブは,協会, Jリ ーグの決定により,ベンチ入りを停止された者,出場停止処分

を受けた者1ま たは試合中に主審により退場もしくは退席を命じられた者をベンチ入りさ

せてはならない。

⑤ 退席を命じられたチームスタッフは1 フィール ド内に留まってはならず,選手等への指

示を出してはならない.ま た協会,Jリ ーグの決定によリベンチ入りを停止されたチーム

スタッフは1観客席以外に立ち入ってはならない.

⑥ 主審が選手の負傷等により試合を中断し,チ ームスタッフの立ち入りを認める旨の合図

をした場合に1チームスタッフは2名に限り.ビ ッチ内に立ち入ることができる.ただし,

このスタッフは可及的すみやかに負傷の程度を判断したうえビッチ外に退去しなければな

らない.

⑦ 前各項に違反する行為は,主審により排除されるものとし,試合終了後に主審から報告を

受けた協会,Jリ ーグにより処分を決定される.

第25条の2〔テクニカルエリアの使用〕

あらかじめ「メンバー提出用紙」に記載されたチームスタッフのうち,そ の都度ただ1名

のスタッフのみが,試合中テクニカルエリア内において1指示を出すことができる.な お1

必要な場合は通訳が同行し,指示を与えることを認める.

第26条 〔試合の勝敗の決定〕

試合は190分間 (前後半各45分 )で勝敗が決 しない場合1引 き分けとする

第27条 〔Jl第 1,第 2各ステージの順位決定〕 (削除)

第28条 〔年間順位の決定〕

① Jlは リーグ戦が終了した時点で,勝点 (勝利3点 1引 き分け1点,敗戦0点 )の合計

が多いチームを上位とし1年間順位を決定する.た だし1勝点が同一の場合は1次の各号の

順序により決定する.

(1)リ ーグ戦全試合の得失点差

(2)リ ーグ戦全試合の総得点数

(3)当該チーム間の対戦成績 (イ .勝点 口.得失点差 ハ.総得点数)

(4)抽選

② 前項第4号の抽選は1入 れ替え戦への出場チームの決定l J2自 動降格チームの決定等

理事会が必要と判断した場合にのみ実施される.
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③ 同一順位のチームが複数あった場合1該当賞金額を合算の上均等配分する。

(例 1)優勝が2チ ームの場合

賞金額1 300,000,000円 (200,000,000円 +100,000,000円 )

1ク ラブあた
'り

 150,000,000円

(例 2)7位が2チームの場合

賞金額 10,000,000円 (10,000,000円 +O円 )

1ク ラブあたり 5,000,000円

④ 優勝が複数チームあった場合=AFCチ ャンピオンズリーグ等への出場チームは1理事会で

決定する.

⑤ J2は リーグ戦が終了した時点で,勝点 (勝利3点.引 き分け1点.敗戦0点)の合計が多

いチームを上位とし.年間順位を決定する.た だし,勝点が同一の場合は,第 1項第1号 か

ら第4号 までの各号の順序により順位を決定する。

⑥ 抽選の実施および同一順位のチームが複数あった場合の賞金配分措置は、Jlと 同様と

する。

第29条 〔審判員〕

① 主審,副審および第 4の審判員についてはlJリ ーグが協会の審判委員会に対し,協会

登録の1級審判員で1かつJリ ーグ規約第99条 の3に定めるJリ ーグ登録を行った者 (た だ

し,第4の審判員は原則1級)の派遣を依頼する。

② 審判員は1キ ックオフ時刻の90分前までに競技場に到着しなければならない.

③ 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合,第4の審

判員は,マ ッチコミッショナーの承認のもとに原則として副審を務める.

④ 審判員の手当て等は次のとおりとする.

手当て :(Jl)主審 120,000円  副審 60,000円 第4の審判員 20,000円

(J2)主審 60,000円  副審 30,000円  第4の審判員 10,000円

ただし協会が認定したスペシャル審判員は,試合毎の手当て支払いの対象としない.

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

⑤ 緊急事態により審判員が交代した場合,ま たは試合が中止になった場合の手当て等の支

払いは,次のとおりとする.

(1)試合開始前に疾病・負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合,

および試合が開始されなかった場合1手当ては支払わない

(2)試合途中の負傷等により交代した場合1お よび試合が中止になった場合の手当ての支

払いは,次のとおりとする

イ.試合途中から,よ り責任の軽い職務についた場合,職務が果たせなくなった場合1

および試合が中止された場合は,そ れまでの職務に対して次の手当てを支払う :

手当て :(Jl)主審 70,000円  副審 35,000円  第4の審判員 10,000円

(J2)主審 35,000円  副審 20,000円  第4の審判員 6,000円

口.試合途中から,よ り責任の重い職務についた場合,新たな職務に対して,本条第4項

に定めた手当てを支払う

(3)前 2号に関わる交通費.宿泊費は1実際に移動.宿泊を伴った場合に限り,Jリ ーグの

「旅費規程」に基づいて支払う
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第30条 〔アクレディテーションカー ド(AD証 )〕

Jリ ーグは,次の各号のアクレディテーションカー ド (AD証 )を 発行 し,AD証 を所

有する者の通行可能エリアを指定する.

(1)OFFICIAL(紫):オ ールエリア通行可

(2)TEAM(紫 ):オ ールエリア通行可

(3)TEAM(赤 ):本部室.フ ィール ド.更衣室1練習場=そ の他運営ゾーン

(4)SUPPL!ER(青 ):本部室=そ の他運営ゾーン

(5)PRESS(緑 ):記者室1記者席,カ メラマン室.観客ゾーン.そ の他運営ゾーン

(6)丁V STAFFo RAD10 STAFF(茶および黄):フ ィール ド (ピ ッチを除く).観客ゾーン,

その他運営ゾーン

(7)カ メラマンゼッケン (オ フィシャル・紫l PRESS・ 黄1丁 V― PRESS・ 赤1報道連絡

員・黒1テ レビ中継 。白1ス カウティング。青):フ ィール ド (ビ ッチを除く),記者室 1

記者席.カ メラマン室=そ の他運営ゾーン

第31条 〔入場料〕

① 入場料金はホームクラブが設定し,料金の体系をJリ ーグの指定日までに報告する.

② 大人の有料入場者が同伴する小学生未満の幼児の入場料金は,無料とする.た だし有料入

場者1名 につき1名 に限る.

③ 入場券の販売は,売 り切れにならない限りその試合の後半15分経過時まで行う.

第32条 〔試合球〕

ホームクラブは,キ ックオフ時刻の120分前までにJリ ーグの指定する試合球を7個用意

し,試合をマルチボールシステムにて行う.

第33条 〔Jク ラブの責任〕

① ホームクラブは1選手.審判員1役員および観客等の安全を確保する義務を負う.

② ホームクラブは,観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持する

よう努める義務を負う.

③ ホームクラブは,前 2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して,そ の入場を制限し1ま た

は即刻退去させる等1適切な措置を講ずる義務を負う。

④ ビジタークラブは1サポーター対応担当 (運営担当兼務可)を アウェイゲームに帯同じ1

第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するものとする.

第3節 運  営

第34条 〔日 程〕

リーグ戦は. Jリ ーグにより決定された日程に従い開催される。
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第35条 〔試合の日時または場所の変更〕

① 試合の開催日,キ ックオフ時刻または開催地の変更は.次の手続きに従い決定する.

(1)ホ ームクラブはl Jリ ーグ事務局運営部に対し.変更しようとする開催日の30日 前ま

でに「試合開催に関する変更申請書」(別紙7)により申請する

(2)チ ェアマンは1変更の可否を判断し1変更される開催日の20日 前までに変更の可否を

ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する

② 前項の手続きが行われない場合1ビジタークラブは.当該変更を拒否することができる.

③ やむを得ない特別の事情がある場合において1チ ェアマンは.前2項の規定にかかわらず,

開催の日時または場所を変更することができる.

第36条 〔特別の事情による変更〕

Jク ラブは,協会またはJリ ーグにおいて特別の事情がある場合には,日程等の変更に応

じなければならない.

第37条 〔運営責任〕

① 試合の運営にあたっては,ホ ームクラブの実行委員が一切の責任を負う.

② ホームクラブの実行委員は.キ ックオフ時刻の120分前までに競技場に到着しなければな

らない.

③ あらかじめチェアマンに届け出て承認を得た者に1本実施要項に定める実行委員の職務

を代行させることができる.

第38条 〔抱き合わせ開催の禁止〕

公式試合はlJリ ーグまたは協会以外の第二者が主催するサッカーその他のスポーツの

試合またはイベン ト等と抱き合わせで開催 してはならない.た だしl Jク ラブが主催する

地域振興のための試合・イベン トおよび選手育成のための試合であって,荒天時には中止

できるものに限り, Jリ ーグ事務局長の承認を受け,実施することができる.

第39条 〔マッチコミッショナー〕

① マッチコミッショナーは1実行委員会が推薦し.理事会が承認した後,チ ェアマンが任

命し,各試合に派遣される.

② マッチコミッショナーは,次の事項を遵守しなければならない。

(1)キ ックオフ時刻の120分前までに競技場に到着すること

(2)選手証により選手の試合における出場資格を確認し,「 メンバー提出用紙」の記載事項

に不備があればそのチームに訂正させること

(3)キ ックオフ時刻の70分前に双方のクラブの監督1実行委員(ま たはそれに代わる者).

運営担当 (正),お よび審判員を集め,マ ッチ・コーディネーション・ミーティングを開

催すること.ただし,ビ ジタークラブの運営担当 (正)については1代理出席を認める

(4)試合終了後24時間以内にJリ ーグ事務局運営部宛に「マッチコミッショナー報告書」

(別紙8)を 発信すること

(5)試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生 した場合に1

所定の手続きにより「緊急報告書」(別紙9)を すみやかにチェアマンに提出すること
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(6)裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に1こ れに出席 し報告するこ

と

(7)前各号のほか=別途チェアマンの定める事項を行うこと

③ ホームクラブは,フ ィールドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコ

ミッショナー席を設置 しなければならない.

④ マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする.

手当て :(Jl)30,000円  (J2)20,000円
交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

⑤ 試合が中止された場合の手当て等は以下のとおりとする.

(1)マ ッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合

手当て :な し

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規定」による (移動が伴った場合にのみ支払い)

(2)マ ッチコミッショナーが試合会場に到着した後,試合開始前に中止が決定した場合

手当て :(Jl)20,000円  (J2)15,000円
交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規定」による

(3)試合途中に中止が決定した場合

手当て :(Jl)30,000円  (J2)20,000円
交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規定」による

第40条 〔試合の中止および中断の決定〕

① 試合の中止は1主審が,マ ッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員と協議のう

え決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は,

マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する.

② 主審が試合の中断を決定した場合,ホームクラブは試合を再開することができるよう最善

の努力をしなければならない.

第41条 〔競技場への到着〕

双方のチームはバスを使用 し1原則としてキックオフ時刻の70分前までに競技場に到着

しなければならない.

第42条 〔キックオフ時刻の厳守〕

① いずれのチームも1あ らかじめ定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない.

② 不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合によリキックオフ時刻を遅ら

せる場合は.主審およびマッチコミッショナーの事前の承認を得なければならない.た だし,

テレビもしくはラジオの放送の都合による遅延は,5分以内に限る.

③ いずれか一方のチームがキックオフ時刻に競技場に現れない場合1相手チームは45分間.

待機する義務を負う.

④ 後半のキックオフ時刻は1前半のキックオフ指定時刻 (主審とマッチコミッショナーによ

り最終確認された時刻をいう)の 60分後とする.ただし1前半のロスタイム等が5分 を超

えた場合,超 えた分だけ後半のキックオフ時刻を遅 らせることとする.
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第43条 〔敗戦とみなされる場合〕

試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には1そ

の過失あるチームは,原則として0対3で敗戦 したものとみなされる.

第44条 〔メンバー提出〕

① 双方のチームは,キ ックオフ時刻の150分前までに「メンバー提出用紙」に必要事項を記

入し1全選手の選手証とともにホームクラブの運営担当に提出し,試合エントリーを完了し

なければならない .

② 試合エン トリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は1練習中の負傷

または急病等やむを得ない事情があり,かつ,主審およびマッチコミッショナーの承認を得

た場合に限り認められる.な お.こ の条項によって認められる選手の変更は次の各号の通り

とする.

(1)先発選手の場合1控え選手を先発選手に変更 し,新たな選手を控え選手として補充す

ることができる.当該先発予定選手を控え選手に変更することはできないが,ゴールキ

ーパーについては例外として認める.

(2)控え選手の場合,新たな選手を補充できる.

第45条 〔主審の確認事項〕〈削 除〉

第46条 〔選手の交代〕

試合中の選手の交代は,次の各号のとおりとする.

(1)選手の交代は, 3名以内とする。

(2)交代は,退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ,行わなければならない

第47条 〔不可抗力による開催不能または中止〕

試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合,その勝敗の決定方法は,理事

会において協議のうえ決定する.

第48条 〔開催不能または中止となった試合の記録〕

開催不能または中止となった試合の出場および得点は1記録 されない.た だし,警告 。

退場の処分については規律委員会に委ねられるため,記録として残る場合がある.

第49条 〔入場料金の払い戻し〕

入場料金の払い戻しは,原則として次の各号の場合に行う.

(1)試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合

(2)試合前に,いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能となった場合

第50条 〔係 員〕

① ホームクラブは1試合実施を円滑に進行するため,次の各号の補助係員をおき1必要な

業務を行わせる。

(1)場内外の警備 。案内要員
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(2)場内放送要員

(3)ボ ールボーイ

(4)担架要員 (8名 .担架を2台用意 しておくこと)

② ホームクラブは1マ ッチコミッショナーが円滑に業務を行うため,ホ ームクラブの運営

担当との交信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない.

第51条 〔マスコミ対応〕

① 報道関係者の取材 (イ ンタビューを含む)は =原則として練習開始から試合終了時まで

は行わない。ただし1そ れぞれのクラブの広報担当を通じての取材は行うことができる.

② 試合におけるホームクラブのマスコミ対応は次のとおりとする.

(1)カ メラ (ス チールおよびテレビ)による撮影およびペン記者の取材場所を指定する

(2)「試合メンバー表」(別紙10)の配布は,キ ックオフ時刻の110分前までに行う

(3)ハ ーフタイム時には双方の監督のコメント等を配布する

(4)試合終了後の監督記者会見及び選手取材対応の場所を設ける

(5)記者室およびカメラマン室を設ける

第52条 〔公式記録〕

① 記録員は1所定の公式記録用紙 (別紙11)に より]試合記録を作成し,試合終了後1内

容確認のためマッチコミッショナー,主審およびホームクラブの運営担当 (正)の署名を

受けたのち,すみやかに報道関係者等に配布する。

② ホームクラブの運営担当 (正)は ,公式記録の原紙をすみやかにJリ ーグ事務局運営部

に提出しなければならない (観客数は入場者実数を記入).

第53条 〔試合運営報告〕

① ホームクラブの実行委員は1試合の実施または運営に関し問題が生じた場合,試合終了後

すみやかに「試合運営報告書」(別紙12)に必要事項を記載しlJリ ーグ事務局運営部に提

出しなければならない.

② Jク ラブは1試合終了後可及的すみやかに「Jリ ーグ傷害報告書」をJリ ーグ事務局に対

し提出しなければならない.な お.選手が試合中に負傷 した場合には,チーム ドクターの所

見を得1チーム ドクターの署名あるものを提出するものとする。

第54条 〔退場処分〕

退場処分を受けた選手は,規律委員会の決定があるまで出場を停止される.ま た,退席処

分を受けたチームスタッフについても同様とする。

第55条 〔警告による出場停止処分〕

累積された警告による出場停止処分は,規律委員会が定めるところによる
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第4節 試合の収支

第56条 〔試合の費用負担等〕

ホームクラブは.ホームゲームにおける収入を受領 し,そ の試合の開催に要する次の費用

を負担する。

(1)運営人件費

(2)競技場使用料 (付帯設備使用料を含む)

(3)競技場仮設設備設置費用 (テ ント設営料等)

(4)入場券 。招待券の印刷費

(5)入場券販売手数料

(6)広告宣伝費

(7)ク ラブスポンサーの看板等の費用 (競技場への掲出料を含む)

(8)そ の他運営に係わる費用

第57条 〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕

すでに何らかの経費の発生 している試合が,不可抗力により開催不能または中止となった

場合には,ホ ームクラブにおいて発生 した前条第1号 から第4号 までの費用および入場料金

払戻 し手数料ならびに双方のチームにおいて発生 した交通費・宿泊費はJリ ーグが負担す

る.

第58条 〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕

① ホームクラブの責に帰すべき事由により試合が開催不能または中止となった場合,ホーム

クラブはビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない.

② ビジタークラブの責に帰すべき事由により試合が開催不能または中止となった場合.ビ

ジタークラブはホームクラブに発生した第56条第1号から第8号 までの費用および入場料金

払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。

第59条 〔テレビおよびラジオ放送権〕

① 試合放送権 (テ レビ.ラ ジオ)並びにインターネット放送権はJリ ーグに帰属する。

② 試合放送権 (テ レビ,ラ ジオ)並びにインターネット放送権料は別途Jリ ーグが定める

ところによる.

③ 前項の放送権料は,別途定める基準によりすべてのJク ラブにそれぞれ配分するものと

する。

第60条 〔収支報告〕

Jク ラブは. リーグ戦終了後30日 以内に1収支報告として,主管した試合の「試合収支

決算書」(別紙13)の写しをJリ ーグに提出しなければならない.

第61条 〔納付金〕

ホームクラブは,協会が指定する試合の入場料収入の3%(た だし.2003年度および2004
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年度は1%.2005年 度および2006年度は2%)相当額を,協会に納付しなければならない.

第62条 〔納付期限〕

① Jlク ラブは,各ステージ終了後60日 以内に1所定の納付金を納めなければならない

② J2クラブは1 リーグ戦終了後60日 以内に,所定の納付金を納めなければならない.

第63条 〔遠征費用〕

① チームの遠征に要する交通費・宿泊費は1「旅費規程」第2条の定めるところによる。

② ホームクラブの都合によリホームタウン以外の競技場で試合を実施したことにより発生

したビジターチームの交通費・宿泊費の増額分は,ホームクラブが負担する.

③ 公式試合を無事に終了したが,不可抗力など理事会が認める理由によりその日または.

翌日の帰路に影響が出た場合には1双方のチームにおいて発生した宿泊費をJリ ーグが負

担する.
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2006J10J2入れ替え戦試含実施要項

第 1条 〔趣 旨〕

本実施要項は.2006Jリ ーグディビジョン1(以下「Jl」 という)と Jリ ーグディビ

ジョン2(以下「J2」 という)の実施に関し定める.試合の実施に関して本要項に定め

のない事項については1『2006Jリ ーグ試合実施要項』を準用する。

第 2条 〔Jl・ J2ク ラブの入れ替え〕

① Jlにおける年間順位の17位 118位のクラブがJ2に 降格し,J2における年間順位の

1位]2位のクラブがJlに昇格する.

② Jlに おける年間順位が16位のクラブと,J2における年間順位が 3位のクラブは1入

れ替え戦を実施し,そ の勝者がJlと なり1敗者がJ2と なる。

③ J2に おける年間順位上位 3ク ラブのいずれかが110月 の理事会までに.Jリ ーグ規約

第19条に規程するJlク ラブの資格要件を具備する目途がたたない場合1第 1項および第

2項の規程にかかわらず,次の通りとする。

(1)当該J2ク ラブは,Jlに昇格することができない.

(2)当該J2ク ラブが一つの場合.Jlにおける年間順位の下位2ク ラブがJ2に降格し,

J2に おける年間順位の上位 3ク ラブのうち資格を満たす2ク ラブが入れ替え戦なしに

Jlに昇格する.

(3)当該J2ク ラブが複数の場合1入 れ替え戦の実施方法については.理事会で審議決定

する.

④ Jlク ラブまたはJ2ク ラブ (以下総称して「Jク ラブ」という)が会員資格を喪失し

た場合の入れ替えの実施方法については=理事会で審議決定する。

第 3条 〔大会方式〕

Jl・ J2入れ替え戦は1ホ ーム&ア ウェイ方式により2試合を行い, J2ク ラブが第

1戦のホームゲームを行う。

第 4条 〔出場資格〕

2006年 9月 15日 までに協会への選手登録およびJリ ーグ登録を完了した選手のみが1入れ

替え戦への出場資格をもつ

第 5条 〔試合の勝敗の決定〕

① 入れ替え戦は1試合90分間 (前後半各45分 )と する。

② 2試合が終了した時点で,勝利数が多いチームを勝者とする.

③ 2試合が終了した時点で1勝利数が同数の場合には,次の各号の順序により勝者を決定

する.
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(1)2試合の得失点差

(2)ア ウェイゴール数

(3)2試合目終了時に130分間 (前後半15分間)の延長戦

(4)PK方式 (各チーム 5人ずつ.決着がつかない場合は6人日以降は 1人ずつで,勝敗が

決定するまで)

④ 前項第 3号の延長戦に出場する者は, 2試合目終了時にビッチ内でプレーしていた選手と

する。ただし1 2試合日と合わせて最大3名 までの交代を行うことができる.

⑤ 第 3項第 4号におけるPK方式に参加できる者は,延長戦終了時にビッチ内でプレーして

いた選手のみとする.た だし1ゴールキーパーについては1負傷によリプレー続行不可能で.

かつ延長戦終了までに選手交代が3名 に達していない場合に限り,残りの交代要員と交代す

ることができる。

⑥ 第 3項第 4号におけるPKは .ホーム側のゴールを使用するものとする。ただし1主審が

ビッチおよびゴールの状況,選手の安全確保等に問題があると判断した場合は1ビジターチ

ーム側のゴールを使用することができる.

第 6条 〔広告看板等の設置〕

① 競技場には,Jリ ーグが指定した位置にJリ ーグの看板または横断幕を掲出できるスペー

スを別表 1の とおり確保 しなければならない。

(1)サ イズ :Jlク ラブ 900mm× 6,000mm

J2ク ラブ 900mm× 9,000mm

(2)枚 数 :1枚

② 競技場にはl Jリ ーグが指定 した位置にオフィシャルスポンサーの広告看板または横断幕

を掲出できるスペースを別表 1の とおり確保 しなければならない.

(1)サ イズ :900mm×6,000mm

(2)枚 数 :最大24枚

(3)色   :4色
③ 競技場には,Jリ ーグが指定 した位置に90度 システムのシー トを掲出できるスベースを

別表 1の とおり確保 しなければならない.

(1)枚 数 :最大 4枚

(2)色   :4色
④ 競技場にはJリ ーグが指定 した位置にフェアプレイキャンペーン用パネルを掲出できるス

ペースを確保 しなければならない.

(1)サ イズ :500mm× 500mm

(2)枚 数 :2枚

(3)位 置 :ベ ンチ横,ハーフウェイライン側

⑤ 競技場にはlJリ ーグが指定した位置に別途定める横断幕を掲出できるスペースを確保 し

なければならない.

⑥ クラブスポンサーの広告看板または横断幕を掲出する場合は,次の各号の条件を満たさな

ければならない .

(1)サ イズ :900mm× 4,500mm

(2)色   :4色
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⑦ 第 2項 ,第 4項および第 5項の広告看板等の設置位置は1次の各号のとおりとする.た

だし,観客等の視野を妨げるものであってはならない。

(1)タ ッチライン側 :タ ッチラインから5m以上離れていること

(2)ゴ ールライン側 :ゴールラインから5m以上離れたカメラマン用のラインに沿ってい

ること

③ クラブスポンサー等の広告看板または横断幕を掲出する場合は,原則として掲出日の 7

日前までに所定の「広告掲出申請書」(別紙2)によりJリ ーグ事務局運営部に届け出なけ

ればならない.

第 7条 〔試合エントリーの選手の人数〕

各試合にエントリーできる選手の人数はl Jl・ J2と もに1チーム18名以内とする.

第8条 〔手当等〕

① 審判員の手当て等は以下のとおりとする.

手当て :主審 120,000円  副審60,000円  第4の審判員20,000円

ただし協会が認定したスペシャル審判員は試合毎の手当て支払いの対象としない。

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による.

② マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。

手当て:3Q000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第 9条 〔チームの責に帰すべき事由による開催不能または中止〕

試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合=そ の過

失あるクラブの処分および勝敗の決定については1理事会にて協議のうえ決定する。

第10条 〔不可抗力による開催不能または中止〕

試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合,その勝敗の決定方法は.理事会

において協議のうえ決定する.

第11条 〔出場停止処分〕

① Jlその他公式試合において退場もしくは退席処分を受け1こ れによる出場停止が未消化

である場合には1本大会において消化する。

② 本大会において退場もしくは退席処分を受け,こ れによる出場停止が本大会において未消

化の場合には.協会の定める直近の公式試合において消化する.

第12条 〔放送権〕

試合のテレビ放送権およびラジオ放送権はJリ ーグに帰属する

第13条 〔主管権〕

Jリ ーグは,各試合の主管権を各ホームクラブに委譲する。
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第14条 〔収支報告〕

各ホームクラブは1本大会終了後30日 以内に.収支報告として1主管した試合の「試合収

支決算書」(別紙13)の写しをJリ ーグに提出しなければならない.

第15条 〔納付金〕

① ホームクラブは.協会が指定する試合の入場料収入の3%(た だし,2003年度および

2004年度は1%12005年 度および2006年度は2%)相当額を1協会に納付しなければなら

ない。

② ホームクラブは,主管した試合の入場料収入のうちの10%相当額をJリ ーグに納付しなけ

ればならない.ただし,シーズンチケットに本大会へ入場する権利が含まれている場合は,

シーズンチケットの料金のうち1本大会相当分を含めた額を入場料収入という.

第16条 〔納付期限〕

ホームクラブは,本大会終了後60日 以内に,所定の納付金を納めなければならない.

第17条 〔遠征経費〕

チームの遠征に要する交通費・宿泊費は1出場クラブが負担する
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2006Jリーグヤマザキナビスコカップ試含実施要頂

第 1条 〔趣 旨〕

本実施要項は12006Jリ ーグヤマザキナビスコカップ (以下「本大会」という)の試合

(以下「試合」という)の実施に関して定める。試合の実施に関して本要項に定めのない事

項については『2006Jリ ーグ試合実施要項』を準用する.

第 2条 〔大会方式〕

① 本大会は,Jlク ラブが参加する.17チ ームを4つのグループに分け, 4チームのグル

ープはグループ内で 2回戦総当たりの予選 リーグを行い1 5チ ームのグループは一部ホー

ム&ア ウェイの予選 リーグを行う.た だし,ガ ンバ大阪は,AFCチ ャンピオンズリーグ

2006に 出場するため予選リーグを免除される。

② 予選リーグのグループ分けは,次のとおり.

グループA:浦和レッズ.FC東京1横浜 F。 マリノス1ア ビスパ福岡

グループB:鹿島アン トラーズ,川崎フロンターレ1京都パープルサンガ1大分 トリ

ニータ

グループC:ジェフユナイテッド千葉1アルビレックス新潟.清水エスパルス.サ ンフ

レッチェ広島

グループD:大宮アルディージャ,ヴァンフォーレ甲府.ジュビロ磐田,名古屋グラ

ンパスエイ ト.セ レッソ大阪

③ 予選リーグの各グループ 1位 4チームおよび各グループ2位のうち上位 3チーム (計 7

クラブ)と ガンバ大阪を加えた計 8チームが決勝 トーナメントに進出する。

④ 決勝 トーナメントは,準々決勝および準決勝をホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合).決勝

を1試合で行う.

第3条 〔試合の主催等〕

① 試合は,すべて協会およびJリ ーグが主催し, Jリ ーグが主管する。

② Jリ ーグは.予選リーグから準決勝までの試合の主管権をホームクラブに譲渡する.

第 4条 〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2006年 9月 15日 までに協会への選手登録を完了し1かつJリ ーグ登録を行った選手のみ

が試合への出場資格を有する。

第5条 〔試合の勝敗の決定〕

① 予選リーグの試合は.90分間 (前後半各45分 )で勝敗が決定しなかった場合には,引 き

分けとする.

② 予選 リーグが終了 した時点で,勝点 (勝利3点 1引 き分け1点1敗戦0点)の合計が多いチ

ームを上位とし1順位を決定する。ただし1勝点が同一の場合は,次の各号の順序により

順位を決定する.
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(1)得失点差

(2)総得点数

(3)当該チーム間の対戦成績

*た だし,Dグループについては.当該チーム同士がホーム&ア ウェイで対戦 している場

合は,対戦成績を考慮 し,ホ ームまたはアウェイ試合のみの場合は、対戦成績を考慮せず.

第 4号の抽選とする.

(4)抽選

③ グループ2位の成績上位 2チ ームは次の各号の順序により決定する.

.(1)予選リーグでの勝点

(2)得失点差

(3)総得点

(4)抽選

④ 準々決勝は90分間 (前後半各45分 )の試合を行う。

⑤ 2試合が終了した時点で1勝利数が多いチームを勝者とし,準決勝進出チームとする.

⑥ 2試合が終了した時点で1勝利数が同数の場合には1次の各号の順序により勝者を決定する.

.(1)2試合における得失点差

(2)ア ウェイゴール数

(3)2試合目終了時に130分間 (前後半各15分 )の延長戦

(4)PK方式 (各 チーム 5人ずつ1決着がつかない場合は 6人 日以降は 1人ずつで1勝敗が

決定するまで)

⑦ 第 6項第 3号の延長戦に出場する者は, 2試合目終了時にビッチ内でプレーしていた選手

とする。ただし1選手の交代は2試合日と合わせて3名以内とする.

③ 第 6項第4号におけるPK方式に参加できる者は,延長戦終了時にビッチ内でプレーして

いた選手のみとする.た だし,ゴールキーパーについては.負傷によリプレー続行不可能で1

かつ延長戦終了までに選手交代が3名 に達していない場合に限り,残りの交代要員と交代す

ることができる.

⑨ 準決勝についても,準々決勝同様に行い1決勝進出チームを決定する。

⑩ 決勝の試合は190分間 (前後半各45分 )で勝敗が決定しなかった場合,次の各号の順序

により勝者を決定する.

(1)30分間 (前後半各15分)の延長戦

(2)PK方式 (各チーム5人ずつ1決着がつかない場合は6人 日以降は1人ずつで勝敗が決

定するまで)

① 前項第1号の延長戦に出場する者は1そ の直前の90分 間の交代人数と合わせて,最大3名

までの選手交代を行うことができる.

⑫ 第10項第2号におけるPK方式に参加できる者は,延長戦終了時にビッチ内でプレーして

いた選手のみとする。ただし,ゴールキーパーについては1負傷によリプレー続行不可能で1

かつ延長戦終了までに選手交代が3名に達していない場合に限り,残りの交代要員と交代す

ることができる.

⑩ 第 6項第 4号および第10項第 2号におけるPKは ,ホーム側のゴールを使用するものとす

る。ただし主審がビッチおよびゴールの状況]選手の安全確保等に問題があると判断 した場

合は,ビ ジターチーム側のゴールを使用することができる.

第 6条 〔順位の決定および表彰〕

決勝における勝者を優勝.敗者を2位 1準決勝における敗者を3位 として,別途定める
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「表彰規程」により表彰する.

第7条 〔広告看板等の設置〕

① ホームクラブは1競技場において, Jリ ーグの指定した位置に大会タイトル看板を掲出

できるスペースを確保 しなければならない .

(1)サ イズ :900mm× 6,000mm

(2)枚 数 :1枚

② ホームクラブは,競技場においてlJリ ーグの指定した位置に冠スポンサーおよびサブ

スポンサーが1広告看板または横断幕を掲出できるスペースを確保しなければならない。

(1)サ イズ

イ.冠スポンサー   900mm× 6,000mm

口.サ ブスポンサー  900mm× 6,000mm

(2)枚 数

イ.冠スポンサー   6枚
口.サ ブスポンサー  最大10枚 (1社 につき1枚 )

③ 決勝については1回転式看板 (ア ドタイム)を使用する.

④ 前項その他の広告看板および横断幕の設置位置は,次の各号のとおりとする.た だし,

観客等の視野を妨げるものであってはならない。

(1)タ ッチライン側 :タ ッチラインから5m以上離れていること

(2)ゴールライン側 :ゴールラインから5m以上離れたカメラマン用のラインに沿っていること

⑤ クラブスポンサー等の広告看板または横断幕を掲出する場合は,原則として掲出日の7日

前までに所定の「広告掲出申請書」(別紙2)に よりJリ ーグ事務局運営部に届け出なけれ

ばならない.

第8条 〔手当等〕

① 審判員の手当て等は以下のとおりとする.

手当て :主審 120,000円  副審60,000円 第4の審判員20,000円

ただし協会が認定したスペシャル審判員は1試合毎の手当て支払いの対象としない

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

② マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする.

手当て :30,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第9条 〔アクレディテーションカード(AD証 )〕

① 予選リーグから準決勝までの試合については,『2006Jリ ーグ試合実施要項』に定めるア

クレディテーションカード (AD証 )お よびホームクラブの発行するAD証により,競技場に

おける通行可能エリアを指定する.

② 決勝の試合についてはl Jリ ーグが別途発行するAD証により,競技場における通行可能
エリアを指定する。

第10条 〔納付金〕

① 予選リーグの試合では1ホ ームクラブは1主管した試合の入場料収入の3%(た だし,

2003年度および2004年度は1%12005年度および2006年度は2%)相当額を,本大会終了
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後60日 以内に協会に納付 しなければならない。

② 準 決々勝および準決勝のホームクラブは1試合の入場料収入のうち,別途理事会が定める

納付金を,Jリ ーグに納付 しなければならない .

第11条 〔遠征経費〕

チームの遠征に要する交通費・宿泊費は以下のとおりとする.

(1)予選リーグから準決勝までの試合については,出場クラブが負担する

(2)決勝については「旅費規程」第2条に基づきJリ ーグが負担する
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別紙 1

救急用機器・医薬品

カテゴリー 品名 数量

器材類

自動イ本タト式除細動器 (AED) 1式

アンビューセット 1箱

濃縮酸素 2本

血圧計 1本

聴診器 1本

体温計 1本

ペンライト 1本

ギプスシーネ (4イ ンチ×15イ ンチ) 2本

アロフェンスシーネ (指用) 2本

ユリアパック 3本

アイスキャップ 1本

手袋 (未消毒) 少々

ハサミ (13.5cm) 2本

ピンセット 2本

毛抜き 2本

爪切り 2本

ガーゼ 。包帯類 眼帯 2個

アミホータイ 2本

伸縮ホータイ 2本

指キャップ 2本

三角巾 2枚

メディカルテープ 2本

サージカルテープ 2本
″ヽリレパッド 2本

弾力包帯 (5cm,7.5cm,20cm) 各2本

減菌ガーゼ (中 ) 10袋

救急絆 1箱

薬品類 消炎鎮痛剤 1∞錠

解熱剤 ∞ 錠

胃腸薬 1∞錠

総合感冒薬 100P

鎮痙剤 ∞錠

下痢止め 1箱 (小 )

めまい用薬 ∞ 錠

消毒薬・外用薬など 消毒薬 1瓶

目薬 1本

ソフラチュール 10枚

湿布薬 10袋
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別紙 2

(1ペ ージロ)

広 告 掲 出 申 請 書

(社 )日 本プロサッカーリーグ
チェアマン 鈴木 昌  殿

下記のとおり競技場内 (観客席を除く)ヘチームスポンサー等の広告を掲出することを申請いたし
ます。

リー グ使 用欄

事務局長 所 属 長 担 当

Fロ

年  月  日
クラブ名 :

実行委員 :

大会 名 ①Jl ②J2 ③リーグカップ ④Jサテライトリーグ ⑤その他(

対象試合

掲出媒体 ①看板 ②横断幕 ③ユニフォーム ④その他 (

件   数 件

広告社名 業  種

内 容(※ サイズ、デザインロゴ、色彩等を記入、複数ある場合2ペ ージロ以降に記入 )
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広告社名 業種

内 容 (※ サイズ、デザインロゴ、色彩等)

(2ページロ以降)

年   月   日

チーム名

広告社名 業種

内 容 (※ サイズ、デザインロゴ、色彩等)

広告社名 業種

内 容 (※ サイズ、デザインロゴ、色彩等)

広告社名 業種

内 容 (※サイズ、デザインロゴ、色彩等)

〔改訂 :2005年 2月 15日 〕
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別紙 3

選 手 登 録 申 請

選手本名 (必須 )

選手本名カナ (必須)

選手本名英字 (必須)

JFA選手登録番号 (必須)

生年月日(必須)

国籍 (漢字/英字)(必須)

出生地 (漢字/英字)(必須)

外国籍扱い(必須) ○日本人 ○準日本人扱い ○外国籍扱い

■l登録情報 '1- __.……,― .ャ ギ:1∴ …́…,ぃ=_.…_…・ ～三

選手登録名 (必須 )

選手登録名カナ (必須 )

選手登録名英字 (必須 )

選手種別 (必須 )

特別指定選手 (必須 )

新加入/新卒 (必須 )

背番号

ポジション(必須 )

身長 (必須)

体重 (必須 )

血液型 (必須 )

○第1種TOP可 ○第2種TOP可 ○第1種TOP不可 ○第2種TOP不可 ○その他

○はい ○いいえ

○新加入 ○新卒 ○新加入/新卒 ○なし (対象外 )

OGK ODF OMF OFW
crn

kg

OA型 OB型 00型 OAB型 ○不明

所属クラブ

契約開始日

契約終了日

期限付移籍 (必須 )

保有権のあるクラブ

選手登録区分 (必須 )

備考

/

/

/

/

○はい ○いいえ

■その他
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別紙 4

役員・チームスタッフ登録申請

■役員基本情報

役員本名 (必須)

役員本名カナ (必須)

役員本名英字 (必須)

生年月日(必須)

国籍 (漢字/英字)(必須)

外国籍扱い(必須) ○日本人 ○外国籍扱い

■登録情報

役員登録名 (必須)

役員登録名カナ (必須)

役員登録名英字 (必須)

役職1(必須)

役職2

役職3

役職を選択してください ▼

役職を選択してください ▼

役職を選択してください ▼

○トップ ○サテライト

○トップ ○サテライト

○トップ ○サテライト

○トップ・サテライトとも

○トップ・サテライトとも

○トップ・サテライトとも

■その他

指導者資格

資格取得年月日

備考

OS級相当 OS級 OA級 OB級 ○資格なし

/
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別紙 5

Jリ ーグメンバー提出用紙

年  月  日

◎選手の届出欄に1-18(J2リ ーグ載、Jサ テライトリーグ

は1～ 16)の番号を記入する。
番号のうち、1～ 11は 先発 メンパーを表わす。
1は GK。 2～ llは DF、 守備的MF、 MF、 FWの 順で、
各ポツションの右から順に記入する。

◎チームスタッフの届出欄に、 1～ 6の番号を記入する。

ユ■フォーム シャツ ショーツ ストッキング

フィールドブレーヤー

ゴールキーパー

マッチコミツンヨナー

主審 4 th

副審 1 副審 2

届出  ポツション  番号 選手 外扱  累警 届出  ポツション  番号 選 手 外扱  累警

――寸 |

届 出 役職 チームスタッフ

記入 者署名 マ ッチ コ ミ ツン ヨナー 署名
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別紙 7

リー グ使用欄

事務局長 所属 長 担 当

試合開催に関する変更申請書

(社)日本プロサッカーリーグ
チェアマン 鈴木 昌

(該当項目を○で囲む) ①開催地 (競技場) ②開催日

下記のとおり試合開催に関する変更をしたく、申請いたします。

③キックオフ時刻

〔変更希望〕

①競技場

②試合日 年   月   日(   ) ③キックオフ時刻

変更理由

殿

年   月  日
クラブ名 :

実行委員 : Fロ

大 会 名 ①Jl ②J2 ③リーグカップ ④Jサテライトリーグ ⑤その他 ( )

対戦カード

試 合 日 年   月   日(   )キ ックオフ時刻

競 技 場
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別紙 8

氏 名

Jリ ーグマッチコミッショナー報告書

大 会 名 :2006Jリ ーグ

Jlリ ーグ戦 第  節

J2リ ーグ戦 第  節

ヤマザキナビスコカップ (

その他の大会 (

VSチーム名 :

競技場名 :

試合結果 : )

延長 (

PK (

開 催 日 :2006年   月  日 (
キックオフ :前半  : (指定時刻

後半  :  (指 定時刻  :  )

)

遅延理由 :前半

:後半

審 判 員 :主 審 国内

国内

国内

国内

( )
( )
( )
( )

級/国際

級/国際

級/国際

級/国際

主審 。副審

主審・副審

主審・副審

主審・副審

副 審1

副 審2

第4の審判員

人入場者実数

天 候

ビッチ状況 /10

(10点満点で評価する)

競技場の付帯設備状況 :

環境への配慮 :
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審判員について

1.主審の評価 (各項目を◎○△×の4段階で評価)

試合を通してのコントロールは適切か

判定は一貫していたか

ポジショニングは適切か

スムースランニング(円滑な試合運び)が されていたか

選手とのコミュニケーションは適切か

アドバンテージの適用は適切か

2.副審の評価 (各項目を◎○△×で評価)

AI  A2 Al  A2

主審との協力は適切か

判定は適切か

3.第4の審判員の評価 (各項目を◎○△×で評価)

主審・副審との協力は適切か

ベンチコントロールは適切か

4.審判員に関するコメント

副審 。第4の審判員との協力は適切か

態度は毅然としていたか

ホイッスル・ジェスチャーは分かりやすかったか

フィジカル面は十分であったか

協会・リーグからの通達を遵守していたか

ポジショニングは適切か

シグナルは適切か

警告・退場について
百口・三[理由欄への記入項目] Cl

C5

反スポーツ、C2:ラ フプレイ、C3:異議、C4

遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8

繰 り返しの違反、

無許可去

警告2回 :

【ホームチーム】 【アウェイチーム】

著しく不正なプレー、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、

得点機会阻止(手 )、 S5:得点機会阻止(他 )、 S6:侮辱、CS

退場
[理由欄への記入項目] Sl

M

時間 チーム 選手名 理 由

分 No.

分 No.

分 No.

分 No.

分

時 間 チーム 選手名 理 由

分 No.

分 No.

分 No.

分 No.

|

時間|チーム 選手名 理 由 具体的事由

|

分 |

No.
|

分 |
No.

|

分 |

No.
|

分 |

No.

-2-
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2∞6年  月  日 VS

ホーム アウェイ

フェアプレイについて

警告、退場 (0～ 10点  ※10点満点から減点する)

警告 :1点減点、2度 目の警告/退場 :3点減点、直接の退場 :3点減点

積極的なプレー (1～ 10点  ※標準を8点 とする)

積極的 :常に積極的にプレーしようと試みている。最後まで全力を尽くしている。

試合のスピードアップをはかっている、など

消極的 :無用なファウルが多い。ファウルされたふり、負傷したふりが多い。遅延行為、など

ホーム アウェイ

E三][三∃相手競技者への敬意 (1～ 5点 ※標準を4点 とする)

審判員への敬意 (1～ 5点 ※標準を4点 とする)

チームスタッフの行動 (1～ 5点 ※標準を4点 とする)

良い評価 :怒っている選手を落ち着かせた。審判員の判定を異議なく受け入れた。

ベンチマナーが良い、など。

悪い評価 :選手を煽動した。挑発した、など。

観客の行動 (1～ 5点 ※試合を肯定的な雰囲気にすることが重視される)

チームを励まして、試合を肯定的な雰囲気にする。相手チームや競技者に敬意を払う。

フェアプレイの観点から特に目立った選手、チームスタッフなど :フ ェアプレイの象徴的なシーンのビックアップ

分 :
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運営/競技について (各項目を○△×で評価)

1.運営全般

実行委員、運営担当は適切に任務を果たしていたか

スケジュール設定、進行は適切か

医事運営は適切か

メディア関係者への対応は適切か

20()6年   月  日 VS

試合中のフィールド上人員の管理は適切か

身障者への対応、準備は適切か

担架要員の行動は適切か

ボールパーソンの行動は適切か

2.セキュリティー全般

入場者数は適切に予測されていたか

場内整備員および警備員の配慮は適切か

警察、消防との連携は適切か

観客(ス タンド)の安全は守られていたか

両チームのサポーターの動向が的確に把握されていたか

危険物の持ち込み使用はなかったか

選手、審判員、スタッフの安全は守られていたか

観客の入退場は安全かつスムーズに行われていたか

緊急時に連絡する手段が確保されていたか

3.競技全般

ホームアウェイ ホーム アウェイ

試合中のベンチスタッフのマナーは適切か

試合中のテクニカルエリアの使用は適切か

選手は審判員の判定に素直に従っていたか

選手は無用な反則を多く犯していなかったか

特 記 事 項 (本試合で指摘 した事項やただちに改善を要望する事項など)

-4-
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別紙9

年  月  日

社団法人日本プロサッカーリーグ

チェアマン 鈴木  昌 殿

規律委員会 野村 六彦 殿

Jリ ーグ
マッチコミッショナー緊急報告書

大 会 名

チーム名

試合結果

第   節

VS

)( )

延長 ( )( ) PK(

試合日時

競技場名

年   月   日 (  ) キックオフ

審 判 員 主審 : 副審 1

副審 2 第4の審判員 :

緊急報告内容

(時間、チーム名、選手名などを確認し、発言者も明確にすること)

以上の通り報告いたします。

マッチコミッショナー署名 :
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男」湘氏10
(社)日本プロサッカーリーグ

試合メンバー表

〔マッチコミッショナー〕 〔実行委員〕 〔運営担当〕

審判員 生年月日(年齢) 1級登録 主審/副審(通 算) 備考

主  審

副  審

副  審

第

“

の審判員

(ホ ーム)

〔今大会での成績〕

【スタッフ:役職/登録名/生年月日/年齢1

(ビ ジター)

〔今大会での成績〕

〔シャツ〕

〔シャツ〕

〔ショーツ〕

〔ショーツ〕

〔ストッキング〕

〔ストッキング〕

位置 番号 選 手 生年月日(年 齢) 身長/体重 出場/得点(通算) 前所属チーム 警告

平均年齢  先発 11名 :  歳 / 18名 :   歳

位置 番号 氏 名 生年月日(年齢) 身長/体重 出場/得点(通算) 前所属チーム 警告

平均年齢  先発 11名 :  歳 / 18名 :   歳

【スタッフ:役職.´登録名′/生年月日/年齢】
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マッチコミッショナー 主 審 運営担当

〔大会名〕

〔年月日〕

〔入場者数〕

〔節/日〕

〔キックオフ時刻〕 〔競技場〕

〔天候〕 (ビ ッチ〕 〔試合時間〕

別紙11

(社)日本プロサッカーリーグ

公式記録

位

置

番

号 選 手
計 145 ∞ 105 120 分

選 手
計 145 ∞ 105 120

警告、退場警告、退場 12() 105 ∞

シュート
GK
CK

オフサイド|

PK

(注1)オ フサイド欄の数字は、間接フリーキック数のうち、オフサ
イドによるものを表わす

僣2)° :ハーフタイムなどのインターパル中あるいはPK戦中を

意味する

〔警告理由〕Cl:反スポーツ的行為、C2ラ フプレイ、(B異議、C4繰 り返しの違反、C5遇延行為、CωE離不足、(ン無許可入、(B無許可去

〔退場理由〕S15晋 しく不正なプレイ、シ:乱暴な行為、8:つぱ吐き、S4得点機会阻止(手 )、 駈得点機会阻止 (他 )、

“

:侮 辱、(X3:警 告2回

得点経過 (～ :ド リブル、→グラウンドバス、 ↑:浮 き球のパス、 S:シ ュー ト)

lst

ラくノ

〔マッチコミッショナー〕

〔第4の審判員〕

〔記録員〕

〔主審〕 〔副審〕 〔副審〕

(ホ ーム) 前  半

後  半

延長前半

延長後半

PK載

(ビ ジター)

〔備考〕

、SY: W

123



別紙 12

(社 )日 本プロサッカーリーグ
チェアマン 鈴木 昌 殿

以上のとおり報告します。

年   月   日

リー グ使 用 欄

事務局長 所 属 長 担 当

試 合 運 営 報 告 書

クラブ名 :

実行委員 :

運営担当 :

印

　

印

[改言丁:2003年 2月 18日 ]

大 会 名 節・ 回 戦

日  時 年   月   日(   )キックオフ時刻 競技場

対戦カード 〔ホームクラブ〕 VS 〔ビジタークラブ〕

結  果 ( ) 90分 延長 (前 。後) PK:

報 告 内 容
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別紙 13

年  月  日

試 合 収 支 決 算 書
チ ― ム 彙

印

大 会 名 節 。回戦

該当試合 VS年  月   日

券   種 単  価 枚  数 金 額

入

“則

　

士
兜

収

場 (計 )

当

　

日

券

入
(計 )

(合 計)

その他

(合 計)

〔A〕

①

②

①+②=③

④

③+④

餞朋 技 場 使 用 料

支

　

　

出

運 営 人 件 費

雑 費 (TEL、 FAX、 コピー、弁当、プレス対応)

その他

〔E3〕

Ц又  5= 〔A―  [3〕

立
替
金

(合 計)
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2006Jリ ーグオフィシャルスポンサー広告看板設置型 [月 11署長11]

パックスタンド側

オフィシャルスポンサーエリア

タイトル

a線

＼
b線 ―ヽ

150Ю
以上

a線

/
b線

＼
＼ /

/＼
＼ /

/＼
＼ /

/＼
＼

＼
＼

諷
――
国
剛
Ч
Ｎ

●

●

メインスタンド側

▲クラブスポンサーの範囲

または.テ レビ中mのセンターカメラ (2台 ある場合はビッチ宙り)の何れかビッチに近い点.

・■,  A点 から見て オフィシャルスポンサー■板と.ク ラフスボンサー
=板

が重ならない点を腱んだ諄.

・

“

豪  タッチライン延長線.

・由 及びb"によって指定されたメインスタンド寄りのエリア.(E====コ 輌掛け部分)

ただし、実施目■の日8条で定められた条件を濁たしていること.

ク
ラ
フ

ス
ポ

ン
サ
ー

エ
リ
ア

ペナルティーエリア

リ ア

＼

＼
＼
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^
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/
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/
/
PK/

/
/

タッチライン

ゴールライン
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＼
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＼

＼
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＼
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＼
＼

＼

＼

ボール●―イ
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,レ ■
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□
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/
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ユニフォーム要頂

第 1条 〔趣 旨〕

本要項は1「 Jリ ーグ規約」第49条第4項の規定に基づき1公式試合におけるユニフォー

ムに関する事項について定める。

第2条 〔使用義務〕

Jク ラブは,試合において,そ の所属チームの選手に,「ユニフォーム使用計画」に定め

るユニフォームを使用させなければならない.

第3条 〔選手番号〕

① ユニフォームには,選手番号が明確に表示されていなければならない。

② 選手番号は事前にJリ ーグに登録し,シーズン途中の変更は認めない。

③ 前項の選手番号は,服地と明確に判別することができる色のものとし,そのサイズは.次
のとおりとする。

(1)シ ャツ 前面に高さ10～ 1 5cml背中は高さ25～30cm

(2)シ ョーツ 前面の右下に高さ8～ 1 0cm

④ 選手番号は,0は 不可とし,1を ゴールキーパー12～ 11を フィール ドプレイヤーとする.

12以降はポジションと無関係とし.40ま では欠番を認める。ただし,登録選手が41人 を超

えた場合は.41か ら連番で番号をつけることとし1欠番は認めない.

第4条 〔アームバンド〕

チームのキャプテンは,キ ャプテンであることを明確に表示するアームバンドを着用しな

ければならない.

第5条 〔Jリ ーグマークおよびチャンピオンマーク等〕

① ユニフォームのシャツの右袖上腕部には.Jリ ーグ所定のJリ ーグマークをつけなければ

ならない。

② 前年度天皇杯全日本サッカー選手権大会の優勝チームおよび前年のJリ ーグ優勝チーム

は,前項のJリ ーグマークに代えて,そ れぞれ協会所定の「天皇杯チャンピオンマーク」お

よび「Jリ ーグチャンピオンマーク」をつけなければならない。

第6条 〔チームエンブレム〕
ユニフォームには.チームエンブレムをつけることができる

第7条 〔メーカー名の表示〕

① ユニフォームのメーカー名またはメーカーマークの表示は1次の場所およびサイズとする.

(1)シ ャツ 胸。1か所。20cm2以下

(2)シ ョーツ 1か所。1 2cm2以 下

(3)ス トッキング 各2か所まで,1 2cm2以下

② シャツおよびショーツには,Jリ ーグ事務局長の事前の承認により,メ ーカー名またはメ

ーカーマークの入ったラインテープをつけること=な らびにメーカー名またはメーカーマー

クの透かしを入れることができる.
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第8条 〔広告の表示〕

① ユニフォームに第二者のための広告を表示する場合には1ス ポンサーの名称および商品名

等を1事前に所定の「広告掲出申請書」(別紙2)に よりJリ ーグ事務局運営部に届け出な

ければならない.

② 前項に基づく広告は,シ ャツに3か所.シ ョーツに1か所 (た だし11か所につき1社に限

る)表示することができる.

③ 前項の広告を表示する場所およびサイズは,次のとおりとする.

(1)前 面 選手番号上部.300cm2以下

(2)背 中 選手番号上部または下部.200om2以下

(3)左 袖 50cm2を 超えないサイズ

(4)シ ョーツ前面左 80cm2を超えないサイズ

④ ユニフォームに,協会またはJリ ーグが指定するキャンペーンマークその他広告以外のも

のを表示する場合にも,原則として前項のサイズによるものとする。

第 9条 〔選手名の表示〕

① シャツおよびショーツには1選手名または通称を表示することができる.

② 前項の表示をする場所およびサイズ等は,次のとおりとする.

(1)場 所 シャツ背中の選手番号上部およびショーツ前面右下の選手番号上部または下

部.ただし1シ ャツ背中の選手番号上部に広告を表示している場合は1選手番号下部

(2)サ イズ シャツ1 50cm2.1文 字の大きさ5 cm.シ ョーツ50cm2以下

(3)文 字 アルファベットにより表記し,直線的に表示

③ 選手名の表示を選手名または通称以外にて行うことを希望する場合は,事前に実行委員会

に申請し.承認を得なければならない。

第10条 〔その他表示できるもの〕

①lシ ャツには1ホ ームタウン名または活動区域(lヶ 所,50cm2以 下)を表示することができる.

② 選手番号には1チームエンブレムまたはチーム名を各数字の下辺中央部に高さ4cm以下で

lヶ 所に入れることができる.

C)シ ョーツ前面には,次のいずれかひとつをlヶ 所に表示することができる.

(1)チ ーム名

(2)チームエンブレム

④ ストッキングには,次のいずれかひとつを表示することができる.

(1)選手番号 各 lヶ 所

(2)チーム名 各 lヶ 所

(3)チームエンブレム 各 2ヶ 所まで

第11条 〔記念ユニフォーム〕

Jク ラブは.ク ラブの創立記念など特別の事情がある場合lJリ ーグ事務局長の事前の承

認により,「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは異なる記念のユニフォーム

を着用することができる。

〔改 正〕

平成 8年 12月 24日

平成10年 1月 29日

平成11年 2月 16日

平成13年 2月 20日

平成14年 2月 19日

平成16年 2月 17日
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2006Jリーグドーピングコントロール要項

第1条 〔趣 旨〕

本要項は1「 ドーピング禁止規程」第3条第1項に基づき1 ドーピングテストの手続きに関

する事項を定める.

第 2条 〔ドーピングテストの受検義務〕

① Jリ ーグは,「 ドーピング禁止規程」および本要項にもとづき,事前の通知なくしてl J

リーグに登録した全選手に対してドービングテストの受検を指示・命令することができる.

② 選手はl Jリ ーグの指示・命令に応じてドーピングテストを受検しなければならない.受

検を拒否し1ま たは不正操作を試みた場合には. ドーピングテストの結果が陽性になった場

合と同様に扱う.

③ Jク ラブは1所属する選手に対してドービングテストを受検させ,そ の他 ドーピングテス

トの実施に積極的に協力しなければならない。

第 3条 〔ドーピングテストの実施 。検査機関〕

① Jリ ーグは, ドーピングテストに関して, ドーピングコントロール委員会委員または同委

員会が指名した者の中から1医師であるドーピングコントロールコーディネーター (以下

「コーディネーター」という)を指名する。

② コーディネーターは1対象選手のくじ引き1所定の書式への記入1尿サンプルの採取手続.

尿サンプルのFIFAお よび10C認定検査機関への送付,その他 ドーピングテスト全体について

監督し1責任を負う.

③  ドーピングドクターは, ドーピングコントロール委員会が指名した1名 または2名 の医師

が担当し1サ ンプルの採取および管理を行う。コーディネーターは1 ドーピングドクターを

兼ねることができる.

④ ドーピングテストにより採取されたサンプルを検査する検査機関 (以下「検査機関」とい

う)は1第 11条に定める.

第 4条 〔ドーピングテスト対象試合の選定〕

① ドーピングコントロール委員会は, ドーピングテストを実施する試合 (以下「ドーピング

テスト対象試合」という)を指定し,出場する各Jク ラブに対し,試合開始の60分前まで

にドービングテストを実施する旨を通知する.

② ドーピングコントロール委員会の各委員およびコーディネーターは.前項の通知がなされ

る前に1 ドーピングテスト対象試合の指定に関する情報を.Jク ラブ.選手その他いかなる

者にも開示または漏洩 してはならない .
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第 5条 〔使用薬物リストの提出〕

① ドーピングテス ト対象試合に出場するJク ラブのチームドクターは1試合開始前72時間

の間に選手に処方された薬物 (薬品名.診断名1投与量.投与時期.投与期間1投与方法)

その他必要事項を書式0-1に記入し1試合開始前にコーディネーターに提出しなければなら

ない.

第 6条 〔ドーピングテスト対象選手の選抜〕

① ドーピングテストは,各チームからくじ引きによって選抜された各2名の選手 (以下「ド

ーピングテスト対象選手」という)に対して行う.

② 前項のくじ引きにはコーディネーターのほか.次の各号の者が立ち会う.

(1)Jク ラブ役員またはチームスタッフ (以下「チーム代表者」という):各チーム 1名

(2)マ ッチコミッショナー (Jリ ーグが必要と認めた場合)

(3)ド ーピングドクター (Jリ ーグが必要と認めた場合)

③ 第1項のくじ引きは,ハーフタイムに次の方法で行う.

(1)コ ーディネーターは,選手の背番号が1～ 18(J2は 1～ 16)の場合には1～ 18(J2は 1

～16)の番号札の番号をそのまま抽選番号とし1背番号が19(J2は 17)以上の場合には

残余の番号札を番号の小さい順に背番号の小さい選手に割り当てて抽選番号とする

(2)コ ーディネーターは,抽選番号と背番号を書式0-10に記入し1自 らの署名の上,各チ

ーム代表者に写しを交付する

(3)コ ーディネーターは.1～ 18(J2は 1～ 16)の抽選番号を記した番号札を1各 Jク ラブ

ごとに中が見えない袋に入れる

(4)コ ーディネーターは,各 Jク ラブの袋から番号札各4枚 を無作為に抽出し,番号を見な

いまま各Jク ラブごとに①～④の番号を記した封筒 (計8枚)に入れ,密封の上署名し1

安全な場所に保管する

④ コーディネーターは,試合後半の30分に,各チーム代表者の立ち会いのもと封筒①l ②

を開封してドーピングテスト対象選手を確定し,以下各号の事項を記載した書式0-2を 作成

した上で1こ れを各チーム代表者を通じてチームドクターに交付し1写 しをマッチコミッシ

ョナーに交付する.

(1)ドービングテスト対象選手の氏名

(2)ドーピングテスト対象選手が,試合終了後直ちにドーピングテスト実施場所へ出頭すべ

き指示

(3)ド ーピングテスト対象選手は,チームドクターまたはチーム代表者のいずれか1名 を同

伴できること

(4)ド ーピングテスト対象選手が1受検を拒否するか不正操作を試みた場合の措置

⑤ 封筒①と封筒②に封入された番号札の抽選番号の選手が試合終了前に負傷した場合.封筒

①の選手に代わって封筒③に封入された番号札の抽選番号の選手をドーピンクテスト対象選

手とし,封筒②の選手に代わって封筒④の選手とする。

コーディネーターは,選手の負傷の状態が. ドーピングテストを受けることが出来ないか

どうかを決定する.

⑥ Jリ ーグは通知なしに公式試合開催競技場以外での競技外ドービングテストの受検を指

示・命令することができる。コーディネーターは次の手順によリドーピングテスト対象選手
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を決定する。

(1)該 当チームのチーム代表者.チ ーム ドクター,場合によってはコーチも含めて ドーピ

ングテス トの手順を説明する

(2)該 当チームのチーム代表者は1コ ーディネーターに最新の登録選手一覧表を渡す.こ

れには, ドーピングテス トを開始する時点で実施場所に不在の選手のリス トも含まれる。

チーム代表者は1こ れらの選手の不在の理由をコーディネーターに報告する.コ ーディ

ネーターは不在の選手を抽選の対象とするかどうかを決定する

(3)コ ーディネーターは,チーム ドクターに書式 0-1を 手渡す.チ ーム ドクターは.書

式 0-1に 1抽選の対象となる全選手に投与あるいは処方 したすべての薬物を記載する

(4)コ ーディネーターは, ドーピングテス ト対象選手を選抜するくじ引きをする.コ ーデ

ィネーターとドーピングドクターに加えて.該当チームのチーム代表者 2名 とチーム ド

クターとが同席 しなければならない

(5)前項のくじ引きは以下の方法で行う

イ.登録選手一覧表並びに選手証をもとに,選手の氏名と背番号を確認する

日.抽選番号と背番号 (登録選手一覧表で背番号が表示されていない選手は.あ らかじ

め背番号を決めておくこと)を 書式 0-10に記入 し,自 らの署名の上1チ ーム代表者

に写 しを交付する

ハ.番号札を中が見えない袋に入れる

二.袋から番号札 4枚 を無作為に抽出する

最初に抽出された 2名の選手が ドーピングテス ト対象選手となる.そ の他の 2名の選手

もドーピングテス トの対象となることがある

第7条 〔ドーピングテスト実施場所への出頭〕

① ドーピングテストは. ドーピングテスト室またはコーディネーターが指定した場所 (以

下「ドーピングテスト実施場所」という)で行う。

② 試合後半30分 までに選手交代により退場した場合 (選手交代により退場した場合および

主審による退場処分を受けた場合の双方をいう)]お よび試合後半30分以降にドーピングテ

スト対象選手が退場した場合にはlJク ラブは当該選手がドーピングテストを適正に受検

できるように1ベンチ。ロッカールームその他適切な場所において,監視下におくものと

する.

③ ドーピングテスト対象選手は1試合終了後直ちに,ビ ッチからドービングテスト実施場

所へ直接出頭し,選手証を提示しなければならない.

④ Jク ラブは1 ドーピングテスト対象選手をドーピングテスト実施場所へ出頭させる義務

を負う.

⑤ 出頭したドーピングテスト対象選手は. ドーピングテスト実施場所の控え室で待機 し,

ドーピング物質を一切含まないソフトドリンクを摂取することができる.こ のソフトドリ

ンクは,密封された容器に入れられ,選手自ら開封するものとする.

⑥ ドーピングテスト対象選手が.選手自身の食品またはソフトドリンクをドーピングテス

ト実施場所に持ち込むことを希望した場合,そ の管理は100%当該選手の責任においてなさ

れる.
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第 8条 〔ドーピングテス トの参加者〕

①  ドーピングテス ト実施場所に立ち入ることができる者は,以下の者に限られる.

(1)ドーピングテス ト対象選手

(2)チーム ドクターまたはチーム代表者 :各チーム 1名

(3)コ ーディネーター

(4)ドーピングドクター :1名 または2名

(5)マ ッチコミッショナー (Jリ ーグが必要と認めた場合)

(6)通訳 (Jリ ーグが必要と認めた場合)

② 競技外ドーピングテストでドーピングテスト実施場所に立ち入ることのできるものは,以

下のものに限られる.

(1)ドーピングテス ト対象選手

(2)チーム ドクターおよびチーム代表者

(3)コ ーディネーター

(4)ド ーピングドクター 1名 または2名

(5)通訳 (Jリ ーグが必要と認めた場合)

③ 警備スタッフは,前 1項以外の者がドーピングテスト実施場所に立ち入らないよう.適切

な措置を講ずる.前 2項の競技外ドーピングテストの警備は,チーム代表者が責任を持つ.

第 9条 〔サンプルの採取〕

① コーディネーターは1選手証により1 ドーピングテスト対象選手の同一性を確認する.

② ドーピングテスト対象選手は,封 をした新品の検尿カップおよび封印されたボ トルAおよ

びボトルBの入った発泡スチロールの箱を選定する.

③ ドービングテスト対象選手は,コ ーディネーターまたはドービングドクターの監視のもと,

検尿カップ中に原則として75祀以上の尿を排尿する.た だし,コ ーディネーターが困難と

判断した場合には.50祀上とする.

④ ドーピングテスト対象選手は1排尿した検尿カップを1チームドクターまたはチーム代表

者の監視のもとにコーディネーターに手渡す.

⑤ ドーピングテスト対象選手は,検尿カップからボトルAと ボトルBに 自分で尿を注ぎ入れ

るか,そ れともコーディネーターに注ぎ入れてもらうかを決定する.

⑥ 下された決定は書式0-3に記入する.選手が自分で行うことになった場合=コ ーディネー

ターはその手順をドーピングテスト対象選手に説明する。

② 選手またはコーディネーターは,約 50記の尿をボ トルAに 1約 25記の尿をボトルBに入れ

る.第 3項ただし書きの場合には1そ れぞれ約35祀 1約 15配 とする.

③ ドーピングドクターは1サ ンプル採取後.直ちに検尿カップの残余の数滴によりpHテ ス

トおよび比重の測定を行う.

⑨ 尿量が75配に満たないとき1選手は仮の封印セットを1つ選び,ボ トルAを 開封する。選

手またはコーディネーターは尿をボ トルAに入れ1選手が選んだ仮の封印セットを用いて封

印し.選手は安全な場所に保管する.選手は追加の尿サンプルの採取が可能になったらすぐ1

新 しい検尿カップを選び1尿 を採取する.選手またはコーディネーターは.保管 してあった

ボ トルAの尿を,こ の新 しい尿を採取 した検尿カップに足す.も し尿量が75配 に満たない場

合は、同様の過程を繰り返す。
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第10条 〔サンプルの封印・送付〕

① 選手またはコーディネーターは1サ ンプル採取後1直ちにボトルAお よびボトルBの栓を

閉め1選手の面前で1ボ トルAおよびボトルBを発泡スチロールの箱に入れて封印する.選

手および付添い人は1封印を確認することができる.

② コーディネーターは書式0-3に必要事項を記入し, ドーピングテスト対象選手1チーム代

表者および自らの署名の上1 ドーピングコントロール委員会に送付する。

③ コーディネーターは,書式0‐4に必要事項を記入し1自 らの署名の上,写 しを検査機関に

送付する.

④ コーディネーターは.発泡スチロールの箱をサンプル運搬用バッグに入れて封印し,あ

らかじめ指定したサンプル運搬担当者に渡して,書式0-11に より受け渡しを確認する。

⑤ サンプルの検査機関への到着時には,原則としてドーピングコントロール委員会の委員

および/ま たはJリ ーグ代表者ならびに検査機関責任者が立ち会うものとする。

第11条 〔サンプルの分析・保管〕

① サンプルの検査機関は,FIFAお よび10C認定検査機関である三菱化学ビーシーエルとする.

② ボトルBの サンプル (以下「Bサ ンプル」という)は専用の冷蔵庫に入れ,検査機関がそ

の鍵を保管する.

③ 検査機関への立ち入りは.Jリ ーグの許可された役員および三菱化学ビーシーエルの社

員に限り許されるものとする.

第12条 〔検査結果の報告〕

① 検査機関の分析者は,ボ トルAのサンプル (以下「Aサ ンプル」という)の分析結果を書

式0-5に 記載し,自 らの署名の上, ドーピングコントロール委員会委員長に提出する.

② 書式0-5に は,分析により検出されたあらゆる物質を記載する.

第13条 〔ドービングテス トの経過の報告〕

コーディネーターは1 ドーピングコン トロール委員会委員長に対 し,書式0-7お よび0‐ 9に

よリドーピングコントロールの詳細を報告 しなければならない.

第14条 〔陰性の場合の取扱〕

① ドーピングコントロール委員会が1前 2条の報告にもとづき陰性と認定した場合には1同

委員会委員長は,当該選手の属するJク ラブにその旨を書式0-8に より通知する.

② 前項の場合,検査機関は30日 後にBサ ンプルを破棄する。

第15条 〔陽性の場合の取扱〕

① ドーピングコントロール委員会が,第 12条および第13条の報告にもとづき陽性と認定し

た場合には,同委員会委員長は,当該選手の属するJク ラブにその旨を書式0-3に より通知

する.

② 当該選手の属するJク ラブの代表者は,前項の通知を受領後24時 間以内に1 ドーピング

コントロール委員会に対し,書面によりBサ ンプルによる再テストの実施を申し立てること

ができる.
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③ 前項の時間内に再テスト実施申立書がドーピングコントロール委員会に到達しない場合

には1同委員会は当該選手を陽性と認定し,そ の旨をアンチ・ ドーピング特別委員会に書

面により報告する.

④ 前項の場合1前条第2項 と同様の措置をとる.

第16条 〔再テス ト〕

① 前条第2項の申立による再テス トは,第 12条第1項 の検査機関において,Aサ ンプルの分析

に直接携わらなかった職員がBサ ンプルを使用 して実施する。

② 再テストにおいては,Jリ ーグ代表者および ドービングコントロール委員会委員長は,

ボトルBの開封およびBサ ンプルの分析に立ち会うことができる。当該選手の属するJク ラ

ブは1選手のほか=チーム代表者1名 を立ち会わせることができる.

③ 検査機関の分析者は,再テストによるBサ ンプルの分析結果を書式0-6に記載し1自 らの

署名の上1 ドーピングコントロール委員会委員長に提出してその署名をえるものとする.

第17条 〔再テス ト後の取扱〕

①  ドーピングコントロール委員会は,第 12条1第 13条および前項第3項の報告にもとづき陽

性 と認定 した場合には,同委員会委員長は,そ の旨をアンチ・ ドーピング特別委員会に書

面により報告する。

②  ドーピングコン トロール委員会は1再テス トによるBサ ンプルの分析結果が陰性となる等

により陽性/陰性の認定が困難な場合には,そ の旨および理由をアンチ 。ドーピング特別

委員会に書面により報告 し.陽性/陰性の認定を同委員会の決定に委ねることができる。

第18条 〔異議申立〕

陰性/陽性の最終決定, ドーピングテス ト手続の適正1選手 。Jク ラブ等に対 して科さ

れる制裁の内容 。程度については,ア ンチ 。ドーピング特別委員会において1制裁の対象

となる者に弁明の機会を与えた上で決定するものとし, ドーピングコン トロール委員会の

認定に対しては,そ の他に異議申立を行うことはできないものとする.
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社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドービング・コントロール

書式 0-1

工LEACXJE

使用薬物 リス ト

年  月  日 ( )大 会 名

対

日  付

試  合

試合会場

チーム名

日付 :

チームドクター名

試合の72時間前までに下記の選手に下記の薬物を処方したことを証明する。

背番号 選手氏名 薬品名、診断、投与量、投与時期、投与期間と投与方法

チーム ドクター

署 名 :年  月  日

ドーピングコントロール委員会委員長 (自 )

ドービングコントロールコーディネーター (ブルー)

チーム ドクター (イ エロー)

〒113‐ 0033東 京都文京区本郷3‐10-15 JFAハウス9階 TEL.03‐ 3830‐ 2006 FAX.03-3830‐ 2007



社団法人 日本プロサッカーリーグ
書式 0-2

ドーピングテス ト召喚状
工LEACUE

下記の選手はドービングテストを受けるよう選ばれたので、試合終了後直ちにドービングテスト室

へ出頭すること。付添人として一名 (ド クター、チーム役員またはチームスタッフ)を同伴できる。

チームドクター、チーム役員またはチームスタッフは選抜された選手に連絡をする義務がある。

選手は ドービングテス トに出頭する際、本書式を持参すること。

ドービングテス トを受けることを拒否するか、もしくは不正操作を試みた場合は、 ドービングテス

卜の結果が陽性となった場合と同様の措置を受けることになる。

日  付

試  合

年  月  日 ( )大 会 名 :

対

チーム名 試合会場 :

選手氏名 背 番 号

ドービングコントロール

コーディネーター

署 名

1)選手 (イ エロー)

2)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

3)ドービングコントロールコーディネーター (ブルー)

4)マ ッチコミッショナー (白 )

〒113-0033東 京都文京区本郷3‐ 10‐ 15 JFAハ ウス9階  TEL.03-3830-2006 FAX.03‐ 3830-2007



社団法人 日本プロサッカーリーグ

尿検体の登録

書式 0-3

工LE`n,ClU「 E

日  付 年  月  日 ( )大 会 名

試  合

チーム名 :

選手氏名

チーム役員またはチームスタッフ

試合会場

背 番 号 :

E]尿検体は選手からの依頼で ドービングコ
ントロールコーディネーターが取 り扱う。

E]尿検体は選手本人が取 り扱 う。
同人は手順の説明を受けた。

1)選手は   時   分 (試合終了 分後)に 部分尿検体を採取 し、その尿検体は封印された。

封印証明テープ番号 :

選手署名

2)選手は   時   分 (試合終了   分後)に 完全尿検体を採取 した。

尿検体を、それぞれ “A"と “B"の文字が刻まれているコー ドナンバー入 りの 2つ のボ トル

に分注 した。 コー ド番号 :

pH:

比 重

選手は尿検体の提供を拒否 した :は い □  いいぇ □

最後に、選手は、ボ トル “A"と ボ トル “B"の コー ドナンバーが一致 していることを再確認 し、
ボ トルキャップと書式 0-3への記載内容をチェックした。

チーム役員またはチームスタッフ

署 名 :

ドーピングコントロール
コーデイネーター

手

　

名

選

　

署

名署

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドーピングコントロールコーディネーター (ブルー )

3)選 手  (イ エロー)

〒113‐0033東京都文京区本郷3‐ 10‐ 15 JFAハ ウス9階
1丁

EL.03‐3830‐2006 FAX.03-3830-2007

(2005.2)



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドーピング検査機関の検体記録

書式 0-4

工LEACUE

日  付 年  月  日 ( )大 会 名 :

試  合 対

pH 比 重ボトルBコ ード番号

試合会場

ボトルAコ ード番号 付  記

ドービングコントロール

コーディネーター

氏 名 署 名

1)ドーピングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドーピング検査機関 (ピ ンク)

3)ドービングコントロールコーデイネーター (ブルー)

〒113-0033東 京都文京区本郷3‐ 10-15 JFAハウス9階
I TEL.03-3830-2006 FAX.03-3830-2007



儘
社団法人 日本プロサッカーリーグ

検 体 A
結 果 報 `告 書

:(検査機関からドービングコントロール委員会委員長)

書式 0-5

工LEACUE

日  付 年  月  日 ( )大 会 名

試  合 対

試合会場 :

コー ド番号

分析終了日時 :   日付 :

検出された薬物

年  月  日 ( )

時 間

検査機関の分析者

氏 名 : 署 名

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ド ービング検査機関 (ピ ンク)

結  果

〒113-0033東 京都文京区本郷3‐ 10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐ 3830‐ 2006 FAX.03‐ 3830-2007



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

検 体 B
結 果 幸風

:告
書

:(検査機関からドービングコントロール委員会委員長)

書式 0-6

工LEACUE

日  付 年  月  日 ( )大 会 名 :

試  合 対

試合会場

分析終了日時 日付 :

コー ド番号

分析終了日時 日付 :

年  月  日 ( )

検出された薬物

年  月  日 ( )

時 間 :

検査機関の分析者

氏 名 : 署 名

ドービングコントロール委員会委員長 (該 当する場合)

氏 名 :               署 名

1)ドービングコントロール委員会委員長 (自 )

2)ド ービング検査機関 (ピ ンク)

結 果

〒113-0033東 京都文京区本郷3-10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03-3830-2006 FAX.03‐ 3830-2007



舅
社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドービングコントロール報告書 (1)

書式 0-7-(1)

工LE」niCttJE

年  月  日 ( )大 会 名 :

対

日  付

試  合

試合会場

Jリ ーグ チーム ドクター

マッチコミッショナー

氏  名

氏  名 :

氏  名 :

氏  名

氏  名

(ホ ーム)

(ア ウェイ)

ドービングコントロール

コーディネーター

署  名 :

ドービング ドクター

天  候 気温 ℃ 湿度 %

採尿時間 平均 分 最短 分 最 長 分

コ
ン
ト

ロ
ー

ル

ド
ー
ビ

ン
グ

対
象
選
手

チーム名 氏   名 ポジション 背番号
コー ド

番 号

プレー

時 間
採尿時間

協

　

力

チーム ドクター : チーム役員 : 選 手

(事務局用)

1)ドーピングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドービングコントロールコーディネーター (ブルー)

〒113‐ 0033東京都文京区本郷3-10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03-3830-2006 FAX.03‐ 3830‐2007



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドービングコントロール報告書 (2)

書式 0-7-(2)

工LEACUE

日  付

試  合

試合会場

年  月  日 ( )大 会 名

対

Jリ ーグ

マッチコミッショナー

ドービングドクター

氏  名

ドービングコントロール

コーデイネーター

署  名

(事務局用)

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドービングコントロールコーデイネーター (ブルー)

名

名

氏

氏

〒113-0033東 京都文京区本郷3-10‐ 15 JFAハ ウス9階 丁EL.03-3830-2006 FAX.03‐ 3830‐2007



儘
社団法人 日本プロサッカーリーグ

検 査 結 果 連 絡 書

書式 0-8

工LEハ(買JE

日  付 年  月  日 ( )大 会 名

対試  合

チーム名

選手氏名

試合会場

背 番 号

検    体

コー ド番 号

コンテナ番号

連 絡 日 :

結   果

検出された

薬   物

A B

年  月  日 ドーピングコントロール委員会

委員長 :

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)チェアマン (白 )

3)チ ーム実行委員 (イ エロー)

〒113‐ 0033東 京都文京区本郷3-10-15 JFAハ ウス9階 丁EL.03‐3830‐2006 FAX.03-3830-2007



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドーピングコントロール・エリアチェック (1)

書式 0-9-(1)

工LEACUE

日  付

試  合

試合会場

年  月  日 ( )大 会 名

対

1.ピ ッチ～ ドービングテス ト室の動線

隔離されている (他の選手・役員から、競技運営係員から、一般観衆から)

隔離されていない (他の選手 。役員から、競技運営係員から、一般観衆から)

テス ト室前の廊下      人通り多い      少ない       なし

テスト室内部は外部から   見える        見えない

2.ド ービングテス ト室入口

入ロ ドア

入室禁止のボー ド

警備員

1つ

設置

チェック厳しい

`施

錠してある

t施錠してない
1つ 以上

なし

3.待合室

ド ア

広 さ

明るさ

室 温

椅子類

テレビ

冷蔵庫

ごみ箱

厳しくない

あり (開放固定 あり なし )      なし

広すぎる       十分        狭い

明るすぎる      十分       暗い

暑い         適温        寒い

数     十分        足 りない

快適さ    快適         快適でない

あり (BSあ りなし:ビデオ ありなし)  なし

あり        なし

ミネラルウォーター(ガスなし)品名           容量         数
ミネラルウォーター(ガスあり)品名

アイソトニツクウオーター   品名
フルーツジュース 品 タ

品名

あ り な し

数

数

数

数

ドービングコントロール

コーディネーター 署   名

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ド ービングコントロールコーディネーター (ブルー)

〒113‐ 0033東京都文京区本郷3-10-15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐ 3830‐2006 FAX.03‐ 3830‐2007
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傷
社団法人 日本プロサッカーリーグ

書式 0-9-(2)

工LE」n,GUE ドーピングコントロール・エリアチェック(2)

問題点

1)ドーピングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドーピングコントロールコーディネーター (ブルー)

トイレット

ド ア

便器 (大 。小 )

5.シ ヤワー室

ド ア

シャヮーヘッド

温度調節

あ り (開 放固定 あり なし)

1               2

あり (開放固定 あり なし)

1              2

よい

数不足

数不足

数不足

数不足

あり なし)

なし

3台以上

なし

3台以上

悪い

なし

なし

なし

なし

なし

3

3

6.サ ンプリング室

サンプリングテーブル    広さ十分

椅 子           数十分

ごみ箱           数十分

検査容器用テーブル     広さ十分

洗面台           あり (温度調節

搬入備品 。機器

○ 書式 0-1、 0-2、 0-3、 0-4、 0-7(1)、 0-7(2)、

0-lⅨ1 1)、 0-9(2)、 0-10、 0-11、 0-13

0抽選用チップ(Jl:1～ 18、 J2:1～ 16)2組
チップを入れる袋        2組

○ 封筒 チップを入れる   4枚  2組
チップの残りを入れる(A4)2枚
書式0-1、 0-4を入れる(A4)2枚

○ 検査容器

尿採取カップ    1個  10個
ボトル用発砲スチロール箱

(ボ トルA・ B在中)  1個  6組
仮封印セット    1袋 10袋

O pH、 比重試験紙       1ビ ン

O ADカ ー ド
MC× 1、 DD× 2、 チーム役員×2、 通訳×4

○ 検体運搬用品

検体運搬用バ ッグ     1個
バ ッグ用ロック      1式

○ 文房具一式
ステイック糊       1本
ハサミ          1本
カラーマーカー (6色入) 1式
油性マーカー・黒     1本
3色ボールペ ン      1本
プラスチックバ ッグ    1個
クリップボー ド (A4)  1枚
下敷          1枚

○ 選手所属一覧

○ ドービングコントロール要項他連絡書類

〒113‐ 0033東 京都文京区本郷3‐ 10-15 JFAハ ウス9階 TEL.03-3830‐ 2006 FAX.03‐ 3830‐2007



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

ドービングコントロール用代替番号

書式 0-10

工LEin、GUE

日  付

試  合

試合会場

年  月  日 ( )大 会 名 :

対

Jリ ーグ
マッチコミツンヨナー

ドービングコントロール

コーディネーター

氏  名 署  名

1)ドーピングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドーピングコントロールコーディネーター (ブルー)

3)ホ ームチーム実行委員 (イ エロー)

4)ア ウェイチーム実行委員 (イ エロー)

5)マ ッチコミッショナー (白 )

ホームチーム アウェイチーム

抽 選 用 番 号 背 番 号 抽 選 用 番 号 背 番 号

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

〒113‐ 0033東京都文京区本郷3‐ 10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐ 3830-2006 FAX.03‐ 3830‐2007



儘
社団法人 日本プロサッカーリーグ

検体受渡確認書

書式 0-11

ユLEACUE

日  付 年  月  日 ( )大 会 名

試  合 対

試合会場

検体運搬用バッグ用ロック番号

受渡し日時

日  付 年  月  日 ( )

時   間 時 分

ドービングコントロールコーディネーター

氏 名 署 名

検体運搬担当者

氏 名 署 名

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドービングコントロールコーディネーター (ブルー)

3)検体運搬担当者 (黄 )

〒113‐ 0033東京都文京区本郷3-10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03-3830-2006 FAX.03‐ 3830‐2007



J
社団法人 日本プロサッカーリーグ

治療目的使用の適応措置
標準申請書

書式 0-12(1)

(2005.2)

工LEACUE

選手氏名

生年月日

所属チーム

診断名 (注 1)

禁止薬物名 (注 2)

投与量

投与方法

投与時期

予想される薬物療法の期間

禁止薬物使用の必要性を

立証できる医療情報

他の療法を用いない理由

(注 3)

過去 。現在の治療目的使用

適応措置申請の有無
ある (治療目的使用の適応措置の結果を添付すること) な い

医師名 (注 4)

病院名

連絡先

〒113-0033東 京都文京区本郷3-10-15 JFAハ ウス9階
1丁

EL.03‐3830-2006 FAX.03-3830‐ 2007



社団法人 日本プロサッカーリーグ

書式 0-12(2)

工LEぶ(哭JE

(注 1)診断内容を確認できる証明書を添付して、本申請書とともに提出しなければならない。この医療証明書には、

これまでの病歴、診察所見、検査結果及び画像所見をもれなく盛り込まなければならない。可能であれば、報告書

又は書簡の写しを添付する。証明書の内容は、臨床上可能な限り客観的なものとし、立証不能な状況にある場合に

は、別の医師の診断書を本件申請の参考資料にすることができる。

(注 2)許可申請の対象となっている禁止物質・禁止方法に関して、詳細事項をすべて記載すること。

国際一般名 (INN)を 用いるとともに、投与量も具体的に記載すること。

(注 3)競技者の病状の治療に際して、使用許可医薬品を用いることが可能な場合は、禁止物質の使用を申請する理

由を医学的観点から立証すること。

(注 4)氏名、専門医療分野 (例 :内科)

記入もれがある場合は、差し戻された上で、再提出しなければならない。
(Jリーグドービングコントロール委員会に対して記入済の申請書を提出し、記入済の申請書の写し1部を大切に保管しておくこと)

Jリ ーグドーピングコントロール委員会の決定 (記入しないこと)

受理日

申請書はもれなく記入されているか は い いいえ

Jリ ーグ記入欄

Jリ ーグドービングコントロール

委員会委員長
署名

日付

(2005.2)

上記の病状に対する適切な処置として上記競技者に上記物質を、投与してきた/投与する予定であることを

証明します。

医師の署名 日付

上記の記載情報が真正であること、WADA禁止リストの物質叉は方法の使用許可を申請していることを証

明します。規程の定めに基づき、 Jリ ーグドービングコントロール委員会に個人的な医療情報が供与される

ことを認めます。

選手の署名 日付

〒113‐ 0033東 京都文京区本郷3‐ 10‐15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐3830-2006 FAX.03‐3830-2007



社団法人 日本プロサッカーリーグ

治療 目的使用の適応措置
略式手続

吸入によるベータ2作用剤、局所投与による糖質コルチコイド

書式 0-13

(2005.2)

工LE■(開UE

1)ドービングコントロール委員会委員長 (白 )

2)ドービングコントロールコーディネーター (ブルー)

3)チーム ドクター (イ エロー)

選手氏名

生年月 日 (西暦 ) 年 月 日

所属チーム

診断名

診察および検査所見

禁止薬物名

投与量

投与方法

投与時期

予想される薬物療法の期間

医師名

病院名

連絡先

上記の病状に対する適切な処置として上記選手に上記物質を投与してきた/投与する予定であることを

証明します。さらに、上記病状の処置に際して、禁止リス トに記載されていない薬物療法では、効果が

不十分であることも証明します。

チーム ドクターの署名 日付

上記の記載情報が真正であること、 Jリ ーグ禁止薬物リス トの物質又は方法の使用許可を申請している

ことを証明します。規程に基づき、 Jリ ーグドービングコントロール委員会に個人的な医療情報が供与

されることを認めます。

選手の署名 日付

〒113‐ 0033東 京都文京区本郷3-10‐ 15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐ 3830‐2006 FAX.03‐ 3830‐2007



社団法人 日本プロサッカーリーグ

傷
書式 0-14

Jリ ーグ承認番号
工LEin,OUE

治療目的使用の承認書

競技者は、本承認書に定められた条件に基づいて下記の禁止物質を使用する許可を得ている。

選手への注意事項

1.担 当医が指定した投与量、投与回数および投与方法を守らなければならない。

2. ドービングコントロールの際、本承認書をドービングコントロールコーディネーター

に提示すること。

Jリ ーグによる承認

医師名 署 名

日 付

選手氏名

生年月日

所属チーム

禁止物質

投与量

投与方法

承認の有効期間

承認の失効 日

本承認に付け加えられた条件

〒113-0033東 京都文京区本郷3‐ 10‐15 JFAハ ウス9階 TEL.03‐ 3830‐2006 FAX.03-3830-2007



競技場検査要項 [2006年度用]

競技場の名称
|

[検査基準](*必要度)

*(A)=必ず具備しなければならない条件 [加算ポイント=0点 ]

*(B)=原 則として具備しなければならない条件 [加算ポイント=2点 ]

*(C)=具備することが望ましい条件 [加算ポイント=1点 ]

[検査項目]

設 備 内 容 *必要度 備  考

競

技

場

設

備

収容人数
15,000メ、以上 A
20,000人 以上 C

ピッチ

天然芝 (常緑)であること A
広さ=105m× 68m B

外側周囲に1.5m以上の芝生部分を確保 B

屋根
メインスタンドを覆う B

観客席のすべてを覆う C

照明 ピッチ内平均照明=1,500ルクス以上 B

観客席
椅子席で、10,000席以上 A
個席で、10,000席以上 B

来賓席
メインスタンド中央部に、屋根付き A
50席以上 B

放送ブース

メインスタンド中央部に、3人が座れ、ビッチ全体が見渡
せる。マイク、モニター、資料が置ける机を設置できる。

A

5ブース設置 A

テレビ中継関

連カメラ設置
スペース

メインスタンド中央部4台分 (4耐×4台 ) A

両ゴール裏スタンド中央部2台分(4耐×2台 ) A
メインスタンド側ペナルティエリアを囲む

ラインのうちゴールラインと平行なライン

付近各1台分 (4耐×1台×2箇所 )

A

常設・専用のスペース A

テレビニュース関連
ENGカメラ設置スペース

メインスタンド中央部10社分(4r× 10社 ) A

テレビ中継車両
駐車スペース

中継車、衛星車、電源車、機材車、支援車
A

カメラおよび放送ブースとケー

ブルまたは館内共聴にて連絡

ケーブル設置スペース A 中継車とカメラおよび放))ζブース間

伝送用機材等
(アンテナ/
アンテナ搭載車
両/光ファイバ
ー用端末)設置
スペース

スタジアムからテレビ局および中継基地へ

試合中継映像を伝送するために必要な以下

の機材等を設置するためのスペース。
・テレビ局および中継基地へ伝送するた

めのアンテナ
。衛星へ伝送するためのアンテナ搭載車両
。光ファイバー用端末

A

すべて備わっていることが

絶対条件ではないが、いず

れか1つは必須。

記者席

メインスタンド中央部に80席以上 A

屋根付き。手元照明付きデスク(70cm×

50cm)を設置
B

カメラスペース

メインスタンド中央部に10社分 (4市×

10社 )のスペース
A

常設・専用のスペース B

記録室
ピッチ全体を見渡せる場所 A
個室で、エアコン付き B

ゴール

自色・丸形 (直径1 2cm)で、固定方法に
つきJリーグが安全性を認定したもの

A

埋め込み式 B

152



設 備 内 容 *必要度 備   考

競
技
場
設
備

ゴールネット
ボールを反発する補強材を使用しないで

取り付けるもの
A

スコアボード
得点、時間を表示できるもの A

電光掲示板 B

メンバー掲示板
出場メンバーを表示できるもの (スコア

ボードでの兼用可 )

A

掲揚ポール
3本以上を、メインスタンドから見える

場所に設置
A

ベンチ
透明な屋根付きで、11名以上着席可 A

固定式 B

付

帯

設

備

選手更衣室

2室。ベンチ25人分。温水シャワー。 A
120ポ以上。左右に分けて設置。エア

コン、マッサージ台、温水シャワー8基

以上、洋式トイレを設置

B

練習場

設置 A
室内 B

2か所 C

医務室
ベッド、冷蔵庫、洗面台、担荷を設置 A
エアコン付き B

審判更衣室

4人収容可能な部屋。 A

選手更衣室から離して設置。エアコン、

洋式トイレ、温水シャワーを設置
B

2部屋確保。応接セットを設置 C

本部室
電源、電話回線を設置 A

100ボ以上の部屋を2室。エアコン付き B

来賓室 設置 B

記者室
電源、電話回線を設置 A

80人以上収容可能。エアコン付き B

カメラマン室

電源、電話回線を設置 A

50ボ以上 B

暗室付き C

インタビュールーム
設置 A

100ボ程度、エアコン付き C

警察。消防
控え室

設置 A

観客席全体が見渡せること B

ドービングコントロール室 設 置 A

そ
の
他
の
設
備

入場券売り場 設置 A

物品販売所 飲食物・サッカー関連グッズの販売所 A

駐車場

敷地内、大型バス2台を収容可能 A

敷地内、乗用車50台分を収容可能 B

徒歩10分以内、乗用車200台分収容 C
レストラン 競技場内部にあること C

観客用トイレ 収容可能人数に見合う適正な数を設置 A

身障者用の設備
観戦場所の確保。専用トイレの設置 A

常設。専用の観戦場所、スロープの設置 B

検査実施日

年  月  日

検査担当者の署名・捺印

(印 )

[結果報告その他]
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Jリ ーグ規約第42条の補足基準

1.次 の試合における先発メンバー11人 は,当該試合直前のリーグ戦 5試合 (以下「直前 5試

合」という)の内.1試合以上先発メンバーとして出場した選手 (以下「直前 5試合先発選手」

という)を 6人以上含まなければならない。

(1)リ ーグ戦(Jl,J2)
(2)リ ーグカップ戦

2.「直前5試合」には前シーズンの試合を含まない.

3.次の事項については例外として取り扱う.

① 次の選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす.

(1)前年または当年に国際Aマ ッチ1オ リンピック本大会およびアジア予選,アジア大会な

らびにFIFAワールドユース本大会の日本代表チーム (以下「日本代表チーム」という)

に選出された選手 (候補は除く)

(2)プロC契約以外の外国籍選手

(3)シーズン途中に同リーグまたは上位 リーグの他クラブから移籍 してきた選手 (但 し1移

籍直後に開催される 3試合のみ対象)

② 次の理由により選手が上記の試合に出場できない場合.そ の試合は「直前5試合」から除

く.

(1)ケ ガ1疾病または傷害等 (医師の診断書を必要とする)

(2)警告の累積.退場等による出場停止

(3)「 日本代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等

4.上記基準を満たさない場合は,当該試合後のリーグ戦 5試合により評価 し,チ ェアマンが最

終判断する.

5.Jク ラブがJリ ーグ規約第42条 に違反 した場合の制裁は次のとおりとし,こ れらの制裁を併

科することができる.

(1)制裁金     2,000万 円以下の制裁金を科す

(2)勝点減     リーグ戦における違反行為に対する制裁として1 リーグ戦の勝点を 1

件につき3点 を減ずる.

(3)出場権の剥奪  リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として1次年度のリー

グカップ戦への出場権を剥奪する。
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日本サッカー協会 基本規程〔抜粋〕

第 12章 懲  罰

第 1節 総 則

第196条 〔懲罰の対象者〕

本協会は、本協会に加盟または登録する団体 (加盟チーム、地域サッカー協会、都道府県

サッカー協会、各種の連盟、Jリ ーグおよび準加盟チーム、以下、本章において「加盟団体」

という)ま たは個人 (選手、監督、コーチ、審判、役員、職員その他の関係者、以下、本章

において「選手等」という)に対し、本章の定めるところにより、懲罰を科することができる。

第197条 〔懲罰の種類〕

① 選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。

(1)警 告

主審が試合中に競技者に対 し、競技規則に基づきイエローカー ドを示す

(2)退場 。退席

主審が試合中に競技者 (退場の場合)ま たは監督その他の関係者 (退席の場合)に対 し、

試合中にフィール ドおよびその周辺から立ち去るように命じる

(3)戒 告

口頭をもって戒める

(4)譴 責

始末書をとり、将来を戒める

(5)罰 金

一定の金額を本協会に納付させる

(6)没 収

取得 した不正な利益を剥奪 し、本協会に帰属させる

(7)賞の返還

賞として取得 した全ての利益 (賞金、記念品、 卜ロフィー等)を 返還させる

(3)一定数、一定期間、無期限または永久的な公式試合の出場停止

一定数、一定期間、無期限または永久的に、公式試合について、フィール ド、ベンチ、

ロッカールーム等の区域に立ち入ることを禁止する

(9)公的職務の一時的、無期限または永久的な停止 。禁止 。解任

本協会または加盟団体における一切の公的職務を一定期間、無期限または永久的に停止

し、禁止 し、または解任する

(10 -定期間、無期限または永久的なサッカー関連活動の停止 。禁止

サッカーに関する一切の活動を一定期間、無期限または永久的に停止 しまたは禁止する
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(11)除 名

本協会の登録を抹消する

② 加盟団体に対する懲罰の種類は次のとおりとする。

(1)戒 告

(2)譴 責

(3)罰 金

(4)没 収

(5)賞の返還

(6)試合結果の無効 (事情により再戦を命ずる)

(7)得点または勝ち点の滅点または無効

(3)得点を3対 0と して試合を没収 (た だし、すでに獲得された得失点差の方が大きい場合

には、大きい方を有効とする)

(9)観衆のいない試合の開催

(10)中 立地における試合の開催

01)一定数、一定期間、無期限または永久的な公式試合の出場停止

(1の 一定期間、無期限または永久的な公的業務の全部または一部の停止

(13)下位ディビジョンヘの降格

(14)除 名

③ 前 2項各号の懲罰は、併科することができる。

第198条 〔選手等に対する罰金〕

① アマチュアの選手等に対しては、罰金を科さないものとする。

② アマチュア以外の選手等に対して罰金を科す場合は、次の基準による。

(1)Jリ ーグディビジョン1の場合、出場停止処分 1試合あたり金10万円以下

(2)そ の他の場合、出場停止処分 1試合あたり金 5万円以下

第199条 〔共犯等〕

他の者を教唆もしくは村助し、または他の者と共謀してもしくは他の者を利用して違反行

為を行わせた加盟団体または選手等には、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科する

ものとする。

第200条 〔役員 。監督等の加重〕

役員、監督その他の管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限

り、その違反行為について定められた懲罰の 2倍以下の範囲内において、懲罰を加重 して適

用することができる。

第201条 〔両罰規定〕

加盟団体に所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対 して懲罰を科するほ

か、その個人が所属する加盟団体に対 しても懲罰を科すことができる。ただし、その加盟団

体に過失がなかったときは、この限りではない。
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第202条 〔罰金の合算〕

同時に複数の違反行為が罰金の対象となった場合には、各々について定められた罰金の

合算額をもって、罰金の金額とする。

第203条 〔違反行為の重複による加重〕

同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の 2倍

以下の範囲内において、懲罰を加重することができる。

第204条 〔情状による軽減〕

① 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、

その懲罰を軽減することができる。

② 前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。

第 2節 調査 0審議の手続

第205条 〔調査・審議の手続〕

本協会、都道府県協会、各種連盟、Jリ ーグまたは公式競技会の規律 。フェアプレー委

員会 (以下、本節においては単に「規律 。フェアプレー委員会」という)および本協会の

裁定委員会における懲罰の調査および審議の手続は、本節に定めるところによる。

第206条 〔所管事項〕

① 競技および競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、第 3節の定めるところ

により所管の規律 。フェアプレー委員会が調査 。審議を行う。

② 前項に定めるものを除く違反行為については第 4節の定めるところにより本協会の裁定

委員会が調査・審議を行う。

第207条 〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕

① 本協会は、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟およびJリ ーグ (以下、

本条において「都道府県協会等」という)に対して、その所管する加盟団体または選手等に関

する懲罰問題を本章の規定にしたがって処理し、懲罰を決定 。適用する権限を委任する。

② 都道府県協会等は、前項に従って懲罰問題を処理するため、それぞれ規律 。フェアプレ

ー委員会を設置する。

③ 都道府県協会等の規律 。フェアプレー委員会は、決定した懲罰の内容を、本協会に通知

しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する懲罰を科す場合には、懲罰

案を本協会に通知し本協会の理事会が懲罰を決定 。適用する。

(1)6試合以上の出場停止処分

(2)6ヶ 月以上の出場停止処分

(3)罰金

(4)没収
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(5)6ヶ 月以上の公的職務の停止 。禁止 。解任

(6)6ヶ 月以上のサッカー関連活動の停止 。禁止

(7)下位ディビジョンヘの降格

(8)除名

④ Jリ ーグにおける違反行為については前項は適用 しない。

第208条 〔裁定委員会の手続の開始〕

本協会裁定委員会は、理事会の諮問または会長の申出があった場合に調査・審議を開始す

る。

第209条 〔手続の非公開〕

規律 。フェアプレー委員会および裁定委員会における懲罰の手続および記録は非公開とす

る。ただし、規律 。フェアプレー委員会または裁定委員会は、手続の公正が害されるおそれ

がなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。

第210条 〔聴聞〕

規律 。フェアプレー委員会および裁定委員会は、原則として当事者に対 し事情聴取を行い、

その意見を聞くものとする。ただし、当事者の同意がある場合または対象者が事情聴取を拒

否もしくは無断欠席 した場合はこの限りではない。

第211条 〔言語〕

① 規律・ フェアプレー委員会および裁定委員会の手続および書面における言語は日本語を使

用するものとする。

② 当事者または関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述については日本語の通訳を

同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。

第212条 〔代理人〕

弁護士および規律・フェアプレー委員会または裁定委員会が承認した者を除き、当事者の

代理人となることができない。

第213条 〔証拠の評価〕

① 懲罰の審議においては、主審・副審 。第 4の審判員 。マッチコミッショナーおよび審判イ

ンスペクターの報告、当事者および目撃者の供述および文書、音声または画像の記録、専門

家の意見その他一切の証拠を参照することができる。

② 審判およびマッチコミッショナーの報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。

第214条 〔議決〕

規律 。フェアプレー委員会および裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

可否同数のときは、委員長の決するところとする。
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第215条 〔懲罰案の作成〕

規律 。フェアプレー委員会および裁定委員会は、調査・審議の上、次の事項を記載 した

懲罰案を作成 し、これを理事会に提出しなければならない。

(1)当事者の氏名 (団体の場合は団体名および代表者名)な らびに住所

(2)代理人があるときは、その氏名および住所

(3)主文 (判断の結論。効力発生日を含む。)

(4)判断の理由

(5)作成年月日

第216条 〔裁定委員会の懲罰案の尊重〕

理事会は、裁定委員会の懲罰案を十分に尊重 し、かつ、本協会全体の利益を考慮 した上、

懲罰の決定を行うものとする。

第217条 〔理事会の決定の最終的拘束力〕

理事会の懲罰に関する決定は最終的なものであり、全ての加盟団体および選手等は、こ

れに拘束され、理事会の決定に関して裁判所その他の機関等に不服申立等をすることはで

きない。

第218条 〔再審査請求〕

① 懲罰を受けた者は、十分な新たな反証を有する場合に限り、懲罰の当事者への通知後10

日以内に、本協会裁定委員会に対して申立書および証拠を提出し、手数料10万円を納付し

て再審査を請求することができる。

② 再審査の手続は、上記の調査・審査の手続に準ずるものとし、再審査申立に対して出され

た理事会の決定は最終的なものとし、さらなる再審査を求めることはできないものとする。

第 3節 競技および競技会における違反行為

第219条 〔競技および競技会における違反行為〕

加盟団体または選手等の違反行為のうち、日本国内で実施される公式試合および公式競

技会に関するものに対 しては、本節の定めるところにより、所管の規律・ フェアプレー委

員会の調査・審議を経て懲罰を適用する。

第220条 〔国外の競技会における違反行為〕

加盟団体または選手等が、国外で行われる競技会において違反行為を行った場合におい

ても、本章の定めるところにより懲罰を科することができる。

第221条 〔公式競技会における懲罰〕

日本国内で実施される公式競技会においても、それぞれ規律 。フェアプレー委員会を設

置し、本章の規定に従い、その競技会に関する規律問題を処理しなければならない。この
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場合、第207条 〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕第 2項および第 3項 を準用する。

第222条 〔主審の下す懲罰〕

試合中は主審が懲罰の決定を下すものとし、その決定は最終的なものとする。

第223条 〔警告〕

主審による警告処分の対象となる違反行為およびこれに対する懲罰は、別紙 1『競技およ

び競技会における懲罰基準』第 1項のとおりとする。

第224条 〔退場。退席〕

主審による退場。退席処分の対象となる違反行為およびこれに対する懲罰は、別紙 1『競

技および競技会における懲罰基準』第2項のとおりとする。

第225条 〔その他の違反行為〕

競技および競技会における違反行為のうち前 2条に定めるものを除く行為に対する懲罰

は、別紙 1『競技および競技会における懲罰基準』第 3項以下のとおりとする。

第226条 〔出場停止処分を繰り返 した場合〕

同一競技会において繰り返 し出場停止処分に相当する違反行為を行った場合、出場停止処

分の原因が同一でなくとも、処分の件数に応じて出場停止試合数を加算し、罰金を科すこと

ができる。

第227条 〔懲罰基準の運用細則〕

本協会の規律 。フェアプレイ委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細

則を定めることができる。

第 4節 その他の違反行為

第228条 〔裁定委員会の調査・審議〕

加盟団体または選手等の違反行為のうち、前節に定めるもの (競技および競技会における

違反行為)を 除くものに対 しては、本節の定めるところにより、本協会裁定委員会または第

207条 〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕所定の都道府県サッカー協会等の調査・審

議を経て懲罰を適用する。

第229条 〔違反行為〕

加盟団体または選手等が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、第197条

〔懲罰の種類〕第 1項各号 ((1)号及び(2)号 を除く)および第 2項各号の懲罰を科す。

(1)本規程または本規程に付随する諸規程に違反したとき

(2)本協会の指示命令に従わなかったとき
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(3)本協会、加盟団体または選手等の名誉または信用を毀損する行為を行ったとき

(4)本協会または加盟団体の秩序風紀を乱 したとき

(5)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

(6)加盟団体または選手等に対 し、その職務に関 して不正な利益を供与 し、申込み、要求

しまたは拘束 したとき

(7)加盟団体または選手等が、方法のいかんを問わず、また直接・間接を問わず試合結果

に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与 した場合

(8)加盟団体または選手等が、脱税その他不正な経理を行った場合
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〔別紙1〕 競技および競技会における懲罰基準

1.警 告

● 1-1.以下(1)な いし(9)号のいずれかに該当する場合には、主審は警告を命じ、かつ規律 。

フェアプレイ委員会は以下①ないし②号のとおり懲罰を科す。

1)反則行為

2)危険な行為

3)主審、副審の判定に対する非難、抗議等

4)主審、副審、他の競技者、その他試合に立ち会っている人々に対する非難

5)不正な行為

6)反 スポーツ的な行為 (シ ミュレーションを含む)

7)策略的な行為 (時間稼ぎ、露骨なハンド等を含む)

8)主審に無断で一時的にフィール ドを離れる行為

9)そ の他スポーツマンらしくない行為 (観客への無礼な仕種等を含む)

①繰り返した場合 (同一競技会において、前の試合で既に警告されている競技者への警告。

内容は同一でなくてもよい):同一競技会において最低 1試合の出場停止。

②同一競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行った場合 :同一競技会にお

いて最低 2試合の出場停止。

● 1-2.同一試合中に 2度警告を受け、退場を命ぜられた場合 (内容は同一でなくてもよい)

には、規律 。フェアプレイ委員会は以下のとおり罰則を科す。

① l回 目の場合 :最低 1試合の出場停止。

②繰り返した場合 :最低2試合の出場停止および罰金。

2.退 場

●以下の2-1(1)ないし(10)号 または2-2ないし2-6の いずれかに該当する場合には、主審

は退場を命 じ、かつ規律・ フェアプレイ委員会は、各項①号以下の定めにより懲罰を科す。

● 2-1.以 下のいずれかに該当する場合

(1)著 しい反則行為

(2)き わめて危険な行為

(3)乱暴な行為

(4)主審、副審の判定に対する執拗な抗議

(5)他の競技者、その他の競技に立ち会っている人々に対する侮辱

(6)警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す

(7)き わめて反スポーツ的な行為
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(3)策略的な行為を繰り返す (1-1.(7)号参照)

(9)主審に無断で抗議のためにフィール ドを離れる行為

(10)そ の他、きわめてスポーツマンらしくない行為 (1-1.(9)号 参照)

① l回 目の場合 :最低1試合の出場停止。

②繰り返した場合 (内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止および罰金。

●2-2.他の選手、監督、コーチ、役員、職員その他競技に立ち会っている関係者 (以下、

「選手等」という)に対する暴行・脅迫および一般大衆に対する挑発行為

① l回 目の場合 :最低2試合の出場停止および罰金。

②繰り返した場合 :最低4試合の出場停止および罰金。

● 2-3.選 手に対する著しい暴行 。脅迫 (乱闘、喧嘩等を含む)

① l回 目の場合 :最低6試合の出場停止および罰金。

②繰り返した場合 :最低12か 月の出場停止および罰金。

● 2-4.主 審および副審に対する侮辱または公然の名誉棄損行為

① l回 目の場合 :最低2試合の出場停止。

②繰り返した場合 :最低4試合の出場停止および罰金。

● 2-5.主 審および副審に対する傷害の意図のない乱暴な行為

① l回 目の場合 :最低4試合の出場停止および罰金。

②繰り返した場合 :最低8試合の出場停止および罰金。

● 2-6.主 審および副審に対する暴行 。脅迫

① l回 日の場合 :最低12か 月の出場停止および罰金。

②繰り返した場合 :無期限の出場停止。

3.その他の違反行為

●3-1.以下の(1)な いし(3)号のいずれかに該当する場合には、規律・フェアプレイ委員会

は以下①号以下に定めるところにより懲罰を科す。

(1)チームまたは選手等が試合継続を拒否 し、または試合を放棄する場合

(2)試合中または試合終了後の、競技場内における騒乱 (観衆による競技場乱入、爆竹、

花火、ロケット花火等の投入、その他の事件。)
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

　

③

⑩

①

⑫

⑬

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

(3)チ ームによる著しい違反行為

(4)ドービング違反行為

〔チームに対する懲罰〕

賞の返還

試合結果の無効 (事情により再戦を命ずる)

得点または勝ち点の滅点または無効

得点を3対 0と して試合を没収 (た だし、すでに獲得された得失点差の方が大きい場合

には、大きい方を有効とする)

観衆のいない試合の開催

中立地における試合の開催

一定数、一定期間、無期限または永久的な公式試合の出場停止

下位ディビジョンヘの降格

除 名

一定数、一定期間、無期限または永久的な公式試合の出場停止

公的職務の一時的、無期限または永久的な停止・禁止・解任

一定期間、無期限または永久的なサッカー関連活動の停止 。禁止

除 名

〔競技会開催の責任を負う加盟団体に対する懲罰〕

① 戒 告

② 譴 責

③ 罰 金

④ 一定期間、無期限または永久的な公的業務の全部または一部停止

⑤ 除 名

● 3-2.選 手証、監督証またはその他の文書を偽造・変造 し、または偽造・変造文書を行使

した場合。

告

圭貝

金

収

戒

譴

罰

没

〔選手等に対する懲罰〕

〕一遅

告

責

金

収

返の

戒

譴

罰

没

賞
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●3-3.未登録で公式試合に出場した場合。

罰則 :最低12ヶ 月の出場停止

4.罰 金

● 4-1.罰 金を科す場合は次の基準による

(1)

(2)

Jリ ーグディビジョン 1の場合、出場停止処分 1試合あたり金10万円以下

その他の場合、出場停止処分 1試合あたり金 5万円以下

● 4-2.ア マチュアの選手等およびアマチュアの選手のみで構成された団体に対 しては、

罰金を科さないものとする。
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プロサッカー選手に関する契約0登録0移籍について

1.プロ契約制度

1-1 プロ契約制度の概要

1-2 対象
JFAに登録するすべての選手を対象とする。

1-3 プロA契約・プロB契約

①契約締結条件

次のいずれかを満たすことをプロA契約およびプロB契約の締結条件とする。
(1)試合出場

◆ J l     :    450分

◆ J 2    :    900分
◆ JFL  :  1,350分

(2)プ ロC契約3年経過

②対象となる試合

(1)リ ーグ別対象試合

◆ Jl  : リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯
◆ J2  : リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯

◆ JFL : リーグ戦、スーパーカップ、天皇杯

※試合出場時間は公式記録によるものとする。ただし、出場時間が1分未

満の場合 (記録上はo分)は、1分 としてカウントする。

登録
区分

選手種類 人数制限
契約可
能年数

契約締結
条件

報酬 移箱金の上限

プ

ロ

統

契
約
選
手

契約書の色
ホワイ ト

右記の契約締結
条件を満たし、
クラブとプロA
契約を締結 した

選手

25名

以内
制限
なし

規定日合
出場または
プロc契約
を3年経過

初契約は次の通り

医憂ヨ亜□
700万 円/年 以下

厘亘理□
制限なし。
本文1-3④参照
次年度以降の契約は
全てに制限なし

移籍金算出基準

契約書の色
ブルー

プロA契約締結
条件を満たした
が、プロA契約
を締結 しないブ
ロ契約選手

制限
なし

制限
なし

同上

夜〕0万円/年以下

□憂憂匝□
制限なし。ただし、

出場プレミアムを設定
する場合は5万円/試

合以下とする

30万円×

在箱年数

契約書の色
グリーン

プロA契約締結
条件を満たして
いないブロ契約
選手
(短期の練習生

等もこの書式を

使用)

制限
なし

初契約
から

3年間
な し

区玉亜囲
480万 円/年以下

國薇房頭用~~画
蕩ララミアム(5万円/

試合以下)・勝利プレミ
アムのみ可

本文3-2②
(3)参照

その他

統一契約以外の契約を締結 した

外国籍選手
プロA選手
として扱う

制限
なし な し

法人と雇用契約のみを締結 した
選手 (社員選手)

制限なし
制限
なし

30万円×

在籍年数

ア

チ

ア

アマチュア

選手
報酬または利益を目的とすること
なくブレーする選手

制限
なし

トレーニング

費用請求基準
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※1 天皇杯の出場実績は、 Jl・ J2・ JFLに所属するクラブの第1種チームのメンバーとして出場
した場合に限り、カウントする。

※2 JFLに加盟している大学チームに所属する選手の出場実績は、上記いずれの大会においてもカウ
ントしない。

※3 特別指定選手が、上記のリーグ別対象試合にJク ラプの選手として出場した場合、プロA契約およ

びプロB契約締結条件の出場実績としてカウントする。

(2)Jlの対象試合と同様にカウントする試合および大会

◆日本代表Aマ ッチ (F:FAが認定する代表チーム同士の試合)

◆オリンピックサッカー競技およびオリンピックサッカー競技アジア地区2次予選、最終予選

◆アジア競技大会

◆FIFAワ ールドユース選手権大会本大会

◆AFCチャンピオンズリーグ

◆A3チャンピオンズカップ

◆上記以外にF!FA、 AFCが主催するチャンピオンクラプを出場対象とした大会
※海外のプロリーグでの実績評価については別途定める。

③試合出場時間換算方法

移籍およびクラブの昇降格により、

ように換算する。

(1)Jl から J2 へ変更 ⇒

(2)Jl から JFLへ 変更 ⇒

(3)J2 から JFLへ 変更 ⇒

(4)J2 から Jl へ変更 ⇒

(5)JFLか ら Jl へ変更 ⇒

(6)JFLか ら J2 へ変更 ⇒

④プロA契約の報酬

選手の所属するリーグが変更となる場合、既に出場している時間は次の

Jl での出場時間を 2.0倍に換算
Jl での出場時間を 3.0倍に換算
J2 での出場時間を 1.5倍に換算
J2 での出場時間を 12 に換算
JFLでの出場時間を 1′3 に換算
JFLでの出場時間を 2′3 に換算

(1)原則として制限はないが、初めてプロA契約を締結する場合のみ、その基本報酬は7∞万円/年 を超えては

ならず、変動報酬は本制度の主旨を逸脱しない範囲で設定しなければならない。なお年度途中でプロA契
約に変更した場合、当該残存年度における契約が、7∞万円/年の制限対象となる。

(2)プ ロC契約締結時にプロA契約2年 目以降の報酬について約束してはならない。

⑤プロB契約の報酬

(1)プ ロB契約の基本報酬は480万 円/年 を超えてはならない。

(2)変動報酬は自由に設定できる。ただし、出場プレミアムを設定する場合は5万 円/試合以下とする。

1-4 プロC契約

①プロC契約の締結 (図 -1)

1-3①の試合出場時間を満たしていないアマチュア選手、社員選手がプロ契約を締結する場合、必ずプロ

C契約を締結しなければならない。

②契約可能期間

プロC契約を締結できる期間は、アマチュア選手、社員選手から初めてプロC契約を締結して3年間とする。
3年を経過した後に引き続きプロ契約を締結する場合は、プロA契約またはプロB契約を締結しなければなら

ない。
※プロC選手が契約 3年未満で他クラブヘ移籍する場合、それまでのプロC契約経過年月日は移籍後も引き継
がれる。

③プロC契約の報酬

(1)プロC契約の基本報酬は480万 円/年 を超えてはならない。
(2)変動報酬は出場プレミアムおよび勝利プレミアムに限り設定することができる。ただし、出場プレミアム

は5万 円/試合以下とし、勝利プレミアムはクラブにおけるプロA契約の勝利プレミアムの最低金額を上

回ってはならず、本制度の主旨を逸脱するものであってはならない。
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図-1<ア マチュアから初めてプロ契約を締結する時の流れ>

プロAアマチュア選手 定試合出場時間

たしている
思あり

プロC プロB

YES YES

1-5 外国籍選手

①登録数

プロ契約を締結した外国籍選手の登録は1チーム3名以内 (以下「 3名枠」という)と する。ただし、アマチ

ュア選手または20才未満のプロC選手を登録する場合は、 JFAの規定で認められている5名 まで (以下「 5

名枠」という)登録できる。なおクラプが外国籍選手と契約のみ締結し登録しない場合、事前に所属するリー

グの承認を得るものとする。

②登録数の例外措置

次の条件を具備する選手は、事前に所属するリーグの承認を得た場合に限り、「3名枠」または「5名枠」
の対象外とする。ただし、いずれの場合も外国籍選手総数で5名 を超えて登録してはならない。

(1)ア マチュアまたはプロC契約の外国籍選手が、年度途中でプロC契約以外の契約に移行する場合、その年

度に限り「3名枠」を超えて登録できる。ただし、外国籍選手総数で5名 を超えて登録してはならず、ま

た事前に所属するリーグの承認を得なくてはならない。

(2)ケ ガ、疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手について、事前に所属するリーグの承認を得た

場合、その年度に限り、プロ契約を保持したまま登録を抹消することができる。

③契約書式

クラブは、外国籍選手とプロ契約を締結する場合、統一契約またはそれに準ずる契約により締結しなければ

ならない。

④外国籍選手とプロC契約を締結する際の注意事項

上記②に述べられているプロC選手の登録に関する優遇措置は、実績のない若年層選手と契約することを容

易にするために例外的取扱いとして認められたものである。よって、その契約のために、契約金・移籍金 。そ

の他多額の経費を要するものであってはならない。

1-6 選手の登録数

①プロA選手の登録数

(1)選手登録できるプロA選手は、第2種 (ユース)登録選手も含め、クラブ全体で25名 以内 (以下「25名

枠」という)と する。
(2)外国籍選手は「25名枠」の対象とする。ただし、外国籍のアマチュア選手およびプロC選手は除く。
(3)AFCチ ャンピオンズリーグに出場するクラブは、当該年度 (2月 ～ 1月 )に限り、プロA契約選手の

「25名枠」を「27名枠」とする。

②プロA選手以外の登録数

プロB選手、プロC選手、社員選手、アマチュア選手の登録数は制限しないc

③「25名枠」の例外

(1)年 度途中のプロA契約への変更
アマチュアまたはプロC選手が年度途中でプロA契約に移行した場合、その年度に限り「25名枠」の対象

外とする (外国籍選手も同様)。 ただし、プロB選手が年度途中でプロA契約に移行した場合は、「25名

枠」の対象とする。

(2)自 クラプの下部組織出身および在籍選手

自クラブの下部組織のチームにアマチュア選手として1年以上在籍し、かつ継続して同クラブのチームに

在籍している選手がプロA契約を締結した場合、プロA契約に移行した年度を含め、 3年度「25名枠」の

対象外とする。ただし、外国籍選手はこれに含まない。

(3)ケ ガ・疾病等
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ケガ。疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手は、その年度は「25名枠」の対象外とする。(要

医師の診断書)

(4)海外研修からの帰国

所属リーグに事前に通知し、海外研修している選手が、日本の年度途中に帰国し、再登録する場合、その

年度に限り「25名枠」の対象外とする。ただし、年度最初の公式試合前に帰国した場合は、「25名枠」の対

象とする。

(5)期 限付移籍の選手

期限付移籍の選手は移籍先クラブでは「25名枠」の対象とし、移籍元クラブでは対象外とする。
(6)そ の他

上記に該当しない場合は、 Jリ ーグ理事会でその措置を決定する。(JFLに も関係する場合は、 JFA
理事会で決定する)

※「25名 枠」の対象外となっているプロA選手が他クラブヘ移籍する場合、移籍先クラブにおいては「25名

枠」の対象となる。

1-7 他クラブのユース選手への接触

①ユース選手の育成およびプロ契約締結に関する妨害の禁止

クラブによる、自クラブのユース選手の育成およびプロ契約締結に関し、他クラプはそれを妨げてはならない。

②クラブの承諾

クラブが他クラブのユース選手へのスカウト活動を行なう場合は、活動を始める前に必ずその選手が所属す
るクラプの承諾を得なければならない。

1-8 契約更新

翌年 1月 31日 に満了するプロ契約を締結している選手の契約更新手続きは次のとおりとする。

①クラブから選手への契約更新通知

クラブは選手に対し、契約期間が満了する年の前年の11月 30日 までに、翌年度以降の契約条件を「契約更新
に関する通知書」(書式A)に より通知しなければならない。

②クラブと選手の契約交渉

(1)ク ラブは上記①の通知後、すみやかに選手との交渉の場を設定し、12月 31日 までに、翌年度以降の契約条

件についての話し合いを終えなければならない。ただし、クラブが契約更新しない旨の通知をした場合は、
その限りではない。

(2)12月 31日 までに、更新通知に対する選手からの返答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみ

なす。

③選手契約の締結

クラブと選手は、翌年度以降の契約条件について合意した場合、すみやかに契約を締結し、その写しをJリ
ーグに提出しなければならない。

④最終提示額証明書の発行

クラブと選手との交渉が決裂し、契約更新しないことが確定した場合、クラブは当該選手に対し、ただちに、

交渉の場において最終的に提示した報酬額を明記した「最終提示額証明書」(書式C)を発行し、同書類を J

リーグに提出しなければならない。

⑤移籍リストヘの登録

(1)12月 31日 までに、クラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定した場合、クラプはただち
に、当該選手を移籍リストに登録しなければならない。

(2)12月 31日 までに、契約更新の最終合意に至らなかったが、選手に契約更新の意思がある場合、選手とクラ
プの合意があれば、移籍リストヘの登録を延期することができる。

(3)移 籍リストヘの登録申請は「移籍リスト登録申請書」(書式B)に より行なう (以下も同様)。

⑤他クラブとの交渉

移籍リストに登録された選手は、自由に他クラブと交渉できる。

⑦プロA契約を更新または締結する場合の特記事項

(1)ク ラプの専属交渉期間
イ。12月 31日 までの期間を、クラブの専属交渉期間とする。
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口.ク ラプの専属交渉期間中は、選手は他のクラブと移籍に関する交渉を行なってはならず、他クラブも

当該選手と移籍の交渉その他一切の接触をしてはならない。

(2)再 交渉
クラブとの交渉が決裂し、移籍リストに登録された選手は、現所属クラブから申し入れがあった場合に限

り、当該クラブと再度交渉することができる。その場合、クラブは当初提示した報酬額を減額することが

できる。

③プロB契約を更新する場合の特記事項

プロB契約の更新の場合、クラプは、選手と契約条件の交渉中であっても、当該選手が希望すれば、ただち

に、移籍リストに登録しなければならない。その場合、クラプの当該選手に対する契約締結義務は消失する。

また、当該選手は移籍リストに登録されたとしても、クラブと交渉を続けることができるが、クラプは当初提

示した報酬額を減額することができる。

⑨プロC契約を更新する場合の特記事項

(1)ク ラブが前年を下回らない契約条件の更新通知をした場合
クラプが選手に対し、前年を下回らない契約条件の更新通知をした場合、原則として、選手は同クラブに

おいて契約しなければならない。

(2)ク ラブが前年を下回る契約条件の更新通知をした場合

クラブが選手に対し、前年を下回る契約条件の更新通知をした場合、更新手続きはプロB契約を更新する

場合 (上記①～⑥、③)と 同様とする。

1-9 契約更新 しない場合の手続き

①クラブから選手への通知

クラブは選手に対し、契約期間が満了する年の前年の11月 30日 までに、契約更新しない旨を「契約更新に関

する通知書」(書式A)に より通知しなければならない。

②移籍リストヘの登録

クラプは選手への通知後、ただちに、当該選手を移籍リストに登録しなければならないc

l-10 年度途中の契約変更 (図-2、 図-3)
プロC選手が年度途中にプロA契約締結条件を満たし、クラブがプロA契約またはプロB契約を締結しよう

する場合の手続きは次のとおりとする。また、プロB契約からプロA契約への変更は、クラブと選手の合意が

あれば、随時行なうことができる。ただし、 1-6③「25名枠」の例外に当てはまらない場合、当該選手は

「25名枠」の対象とする。

①クラブから選手への契約変更通知

(1)プ ロC選手が年度途中でプロA契約締結条件を満たした場合、クラブは選手に対し、条件を満たした試合

日の翌日から3日 以内に、プロA契約またはプロB契約への変更およびその契約条件を「契約変更に関す

る通知書」(書式E)に より通知しなければならない。

(2)(1)の契約条件は、プロC契約時の契約条件を下回ってはならない。

②クラブと選手の契約交渉

(1)選手が上記変更通知を受け取った日の翌日から、原則として 7日 までをクラブと選手との交渉期間とする。

(2)ク ラブが基本報酬480万円 (年額)以上の条件でプロA契約締結の意思を示した場合、選手は同クラブに

おいて契約することを原則とする。

(3)ク ラプが基本報酬480万円 (年 額)未満の条件でプロA契約締結の意思を示した場合、選手は自らの選択

において、プロB契約の締結、または現プロC契約の残存期間までの継続を請求することができる。

(4)ク ラプがプロB契約を提示した場合、選手は自らの選択において、現プロC契約の残存期間までの継続を

請求することができる。

(5)ク ラプがプロA契約を提示し、交渉が決裂した場合、現プロC契約が期間満了まで継続される。

③移籍リストヘの登録

クラプがプロA契約を提示しなかった場合に限り、選手は移籍リストヘの登録を請求することができ、契約

期間中においても、移籍することが可能となる。ただしその場合の移籍金は、30万 円×在籍年数を上限とする。

④契約日

クラブと選手が新契約に合意した場合、その契約日は、当該選手がプロA契約締結条件を満たした試合日の

翌日とする。
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図-2<年度途中にプロC契約からプロA契約への契約変更を通知する場合>

図-3<年度途中にプロC契約からプロB契約への契約変更を通知する場合>

〔試合日〕

〔試合日+3日〕

決裂
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合意
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翌 日にさかのぼる

選手がプロA契約締
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の変更を選手に通知

現プロC契約
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移籍

契約条件について

プロB契約締結

1-11 契約変更月の報酬の計算方法

①契約変更月の基本報酬の考え方 (図 -4)

契約変更月の基本報酬は、契約日を起点に新・旧の報酬をそれぞれ日割り計算する。(当 月暦日数による)

②新 。旧報酬の差額の支払い

契約の合意が、当月の報酬の支払いに間に合わなかった場合は、次月にその差額を支払う。

図-4<契約変更月の基本報酬計算方法 (試合日が5月 5日 の場合)>
基本報酬480万円ノ年 基本報酬600万円ノ年

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

匝亘団  回
=亘

][亜 互巨l 巨亘団  E董 匝|[回 工|

4D万円× 5日 βl日 =64,517円
50万円×26日 ノ31日 =419,“ 5円

483,872円

(小数点以下切り上げ)

合計

基本報酬480万円以上の提示の場合 (プロB契約の選択不可)
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決裂
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た
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基本報酬480万円未満の提示の場合 (プロB契約の選択可)

〔試合日〕

〔試合日+3日〕

〔通知日+7日〕

※基本報酬4Ю万円未

満のプロA契約を提

示された場合、選手
はプロB契約1●結ま

たはプロC契約の継

続を選択できる。

決裂

合意

※契約日は試合 日の

翌 日にさかのぼる

選手がプロA契約

締結条件 を満たし

た

クラブが基本報酬

“

0万 円未満のプロ

A契約への変更を選

手に通知

または現プロC
契約 を期間満了

契約条件について

プロA契約締結
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1-12 プロC契約 3年経過後にプロA契約またはプロB契約に変更する場合 (図 -5、 図-6)

①クラブから選手への通知

クラブは選手に対し、プロA契約またはプロB契約を締結する意思およびその契約条件を、「契約更新に関

する通知書」(書式A)((書式E)ではない)に より、以下の期日までに通知しなければならない。

イ.1月 31日 に満了する契約を締結した場合は、その前年の11月 30日 まで
口.1月 31日 以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の2ケ 月前まで

②クラブの専属交渉期間

(1)ク ラブが選手に対し、プロA契約締結の意思を示した場合、以下の期日までをクラプの専属交渉期間とする。

イ.1月 31日 に満了する契約を締結した場合は、その前年の12月 31日 まで

口。 1月 31日 以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の lヶ 月前まで

(2)ク ラブの専属交渉期間中は、選手は他のクラブと移籍に関する交渉を行なってはならず、他クラブも当該

選手と移籍の交渉その他一切の接触をしてはならない。

※クラブが選手に対し、プロB契約の提示をした場合、クラプの専属交渉期間は設定されない。

③選手からクラブヘの諾否の通知

(1)選 手はクラブに対し、以下の期日までに諾否を通知しなければならない。

イ.1月 31日 に満了する契約を締結した場合は、その前年の12月 31日 まで

口。 1月 31日 以外の日を満了日とする契約を締結した場合は、契約満了日の lヶ 月前まで

(2)ク ラプが基本報酬480万円 (年額)以上の条件でプロA契約締結の意思を示した場合、選手は同クラブに

おいて契約することを原則とする。

(3)ク ラブが基本報酬480万円 (年額)未満の条件でプロA契約締結の意思を示した場合、選手は自らの選択

において、プロB契約の締結を請求することができる。

④最終提示額証明書の発行

クラブは選手との契約を更新しないことが確定したとき、当該選手に対し、ただちに、最終的に提示した報

酬額を明記した「最終提示額証明書」(書式C)を 発行し、同書類をJリ ーグに提出しなければならない。

⑤移籍リストヘの登録

(1)ク ラブがプロA契約を提示したが、交渉が決裂した場合、クラブは、専属交渉期間中であっても、ただち

に当該選手の移籍リストヘの登録申請を行なわなければならない。また、移籍リストに登録された選手は、

現所属クラブから申し入れがあった場合に限り、当該クラブと再度交渉することができる。その場合、ク

ラブは当初提示した報酬額を減額することができる。

(2)専 属交渉期間内に契約条件の最終合意に至らなかったが、選手に契約締結の意思がある場合、選手の希望

により移籍リストヘの登録を延期することができる。

(3)ク ラブがプロB契約の提示をした場合、クラブは選手の希望があれば、当該選手の移籍リストヘの登録申

請を行なわなければならない。その場合、クラプの当該選手に対する契約締結義務は消失する。また、当

該選手は移籍リストに登録されたとしても、クラブと交渉を続けることができるが、クラブは当初提示し

た報酬額を減額することができる。

図-5<プロC契約3年経過後にプロA契約への契約変更を通知する場合>
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※基本報酬430万 円以上のプロA契約を提示された場合、原

則として選手はクラブと契約を締結しなければならない

基本報酬480万円未満の提示の場合
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契約満了lヶ月前まで〕

※基本報酬480万円未満のプロA契約を提示された場合

選手はプロB契約を選択できる
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締結または
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プロA契約締結
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図-6<プ ロC契約 3年経過後にプロB契約への契約変更を通知する場合>

〔1lκЮまたは
契約満了2ヶ月前まで〕

(12′ 31または
契約満了lヶ月前まで〕

合意

クラブが基本報酬豪〕0

万円未満のプロB契約
への変更を選手に通知

移籍契約条件につし

プロB契約締結

1-13 プロB契約からプロA契約に変更する場合の手続き

プロB契約からプロA契約に変更する場合の手続きは、プロA契約を更新する場合 (1-8①～⑦)と 同様

とする。

1-14 プロA契約からプロB契約に変更する場合の手続き

プロA契約からプロB契約に変更する場合の手続きは、プロB契約を更新する場合 (1-8①～⑥、③)と
同様とする。

2.登録

2-l JFAへ の登録

①登録

クラブは、 JFA、 地域サッカー協会および都道府県サッカー協会が主催する試合ならびに Jリ ーグを含む

JFAの下に置かれる各種連盟が主催する試合に参加するために、チームおよびその所属選手をJFAへ登録

しなければならない。

②加盟チームの種別

JFAに加盟登録するチームは、以下のとおり種別される。

(1)第 1種 :年齢を制限しない選手により構成されるチーム

(2)第 2種 :18歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を

適用しない。

(3)第 3種 :15歳 未満の選手により構成されるチーム。ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適

用しない。
(4)第 4種 :12歳 未満の選手により構成されるチーム。ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適

用しない。

(5)女  子 :女子の選手により構成されるチーム

(6)シ エア :40歳 以上の選手により構成されるチーム

上記に定める年齢は、当該年度開始日の前日 (3月 31日 )現在の年齢とする。

③選手の登録区分

(1)JFAに 登録する選手は、アマチュアとプロに区分される。

(2)年 度の初めにプロ選手として登録する場合、次の書類をJFAに提出し、2-l④の申請料を支払う。

イ。「選手登録区分申請書」(書式第1号 )

口。選手契約書の写し (Jク ラブはJリ ーグに提出する。JFAは Jリ ーグから受け取り、保管する。)

(3)年 度の途中にアマチュアからプロに変更する場合、次の書類をJFAに提出し、2-l④の申請料を支払

つ。

イ。「選手登録区分申請書」(書式第1号 )

口。選手契約書の写し (Jク ラブは Jリ ーグに提出する。JFAは Jリ ーグから受け取り、保管する。)

(4)プ ロからアマチュアに変更する場合、「選手登録区分申請書」 (書式第1号 )を JFAに提出し、2-l④
の申請料を支払う。

④選手登録区分申請料

選手は、次に定める選手登録区分申請料をJFAに支払わなければならない。

(1)プ ロ選手 :10,000円 /年度
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(2)ア マチュア選手→プロ選手 :10,000円 /回
(3)プ ロ選手→アマチュア選手 :5,000円 /回

⑤登録年度

(1)Jl、  J2、 JFLの第1種チームおよび所属選手
(2)上記(1)以外のチームおよび所属選手

より翌年 1月 31日 までの1年間
より翌年 3月 31日 までの1年間

日

日

月

月

⑥ Jl, J2, JFLの 第 1種チームおよび選手の登録手続き

(1)JFAは 、次年度登録用の「チーム確認カード」を、12月 末までにクラブに送付する。

(2)ク ラブは、 JFAが指定した申請期日までに、チームの「継続登録申請」および「追加登録申請」を行な

つ。

(3)ク ラブは都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を 同協会に支払う。

(4)都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。
(5)プロ選手を登録する場合は、「2-lJFAへの登録③ 2)」 による。

⑦その他のチームおよび選手の登録手続き

(1)ク ラブは毎年所属都道府県サッカー協会の指定する期日までに、保有するチームの「継続登録申請」を行

つ。

(2)ク ラブは都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を 同協会に支払う。

(3)都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。

(4)プ ロ選手を登録する場合は、「2-lJFAへの登録CX2)」 による。

(5)JFA主催の競技会に参加するためには、上記(1)か ら(3)に かかわらず、その競技会が開始される期日まで

に登録手続きを完了し、 JFAが承認していなければならない。

③外国籍選手の登録

(1)海外のサッカー協会に登録している外国籍選手を登録する場合は、5-1海外からの国際移籍の手続き②
に基づき手続きを行う。

(2)海外のサッカー協会に登録していない外国籍選手を日本で初めて登録する場合、クラブは次の書類をJF
Aに提出しなければならない。

イ.「外国籍選手登録申請書 (外国で登録していなかった選手)」 (書式第7号 )

口.自 治体が発行する「外国人登録証明書」の写し

③JFA基本規程第69条 に該当する選手の登録

(1)日 本で生まれ、次のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、外国籍選手とはみなさな
い。ただし、 1チームにつき1名 に限る。

イ.学校教育法第1条 に定める学校において、教育基本法第4条 に定める義務教育中の者または義務教育
を終了した者

口.学校教育法第1条 に定める高等学校または大学を卒業した者
(2)外国籍扱いしない選手を登録する場合、クラブは、次の書類をJFAに提出し、理事会の承認を得なけれ

ばならない。

イ.「外国籍選手登録申請書 (第 69条 に該当する選手)」 (書式第8号 )

口。自治体が発行する「外国人登録証明書」の写し

2-2 リーグヘの届出
チームが所属するリーグヘの選手、スタッフ等の届出は、それぞれのリーグが定める手続きに従って行う。

3.国内移籍

3-1 移籍の種類

①アマチュア選手がアマチュア選手として移籍

(1)選 手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問
わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。

②プロ選手がアマチュア選手として移籍

(1)選手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該選手との契約に基づく根拠がない限り、当該移籍につい

て異議を申し立てることができず、かつ、名目のいかんを問わず、移籍に関し対価を請求することができ

ない。

(2)ア マチュア選手として移籍した選手は、 JFAが移籍を承諾した日から3年 間、移籍元クラプの承諾を得
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ない限り、いかなるクラブともプロ契約ができない。

(3)上 記(2)の 承諾をする場合、移籍元クラブは、移籍先クラプに対し、 トレーニング費用または移籍金を請求
することができる。

③アマチュアの選手がプロ選手として移籍

選手が移籍を申し出た場合、移籍元クラブは当該移籍について、異議を申し立てることができない。ただし、

JFA規程に定められたトレーニング費用を請求することができる。

④プロ選手がプロ選手として移籍

(1)ク ラブが他クラプの選手を獲得したい場合、選手と交渉する前に、移籍元クラブの書面による承諾を得な

ければならない。

(2)選手が移籍を希望する場合、他クラブと交渉する前に、移籍元クラブの書面による承諾を得なければなら

ない。

(3)移 籍リストに登録された選手の移籍に関しては、上記(1)、 (2)は 適用されない。

(4)プロ選手契約の期間満了後30ケ 月以内に行われる移籍に関し、移籍元クラブは、移籍先クラブに対しては、

「3-2移籍金」に定められた移籍金を請求することができる。

(5)プ ロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍金その他移籍にともなう補

償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。

3-2 移籍金

①移籍金

(1)プロ選手がプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍金を請求できる。
(2)プロ選手が契約期間満了後30ケ 月以内にプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移

籍金を請求できる。

(3)選手がアマチュアとして移籍する場合、移籍金は発生しない。ただし、プロ選手がアマチェア選手として

移籍し、移籍承諾日から3年以内にプロ契約をした場合、移籍元クラブはプロ契約を締結したクラブに移

籍金を請求できる。

(4)ア マチュア選手がプロ選手として移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに「 トレーニング費用」を

請求できる。

②移籍金の上限

(1)プ ロA選手

イ.契約期間中に移籍する場合            : クラブ間の合意による
口.契約更新時にクラプがプロA契約を提示した場合  :[移 籍金算出基準]による
ハ.契約更新時にクラブがプロA契約以外を提示した場合 : 30万 円×在籍年数

(2)プ ロB選手 :30万 円X在籍年数。但し、契約更新時にクラプが基本報酬480万 円以上のプロA契約を提示
した場合は [移籍金算出基準]に よる。

(3)プ ロC選手
イ.ク ラブが現契約条件を下回らない契約更新を提示したが、交渉の結果、クラブが移籍に合意した場合 :

クラブが当該選手へ提示した平均基本報酬額に「移籍金算出基準」の年齢別係数を乗じた額

平均基本報酬額=(X+Y)÷ 2

X:移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬 (年額)

Y:移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬 (年額)

口.ク ラブが現契約条件を下回る契約更新を提示した場合 :30万円×在籍年数
ハ.ク ラブが契約期間中に基本報酬480万円以上のプロA契約への契約変更を提示したが、交渉が決裂し

(現プロC契約を継続することとなり)契約満了前に再びプロA契約への契約変更を提示したが移籍す
ることとなった場合 :イ .と 同様

二.ク ラブが契約期間中に基本報酬480万円未満のプロA契約への契約変更またはプロB契約への契約変

更を提示したが、現プロC契約を継続することとなり、契約満了後に移籍する場合 :30万円×在籍年数
(4メ土員選手   :30万円×在籍年数
(5)ア マチュア選手 :「 トレーニング費用請求基準」による (プロ選手として移籍する場合に限る)

3-3 国内移籍の手続き

①登録抹消申請

(1)移 籍元クラブは「登録抹消申請」を行なう。

(2)都 道府県サッカー協会は毎週水曜日の12:00ま でにクラブから申請のあった登録抹消に対して、不備がな
いことを確認し、承認する。
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(3)JFAが最終確認の上、承認する。

②移籍承諾番号の発行

(1)移籍先クラブは移籍元クラブに「移籍承諾番号発行依頼書」(書式D)を提出する。

(2)移籍元クラブは「登録抹消申請」の際に発行した「移籍承諾番号」を移籍先クラプに通知する。

③移籍の申請 。承認

(1)移 籍先クラブは「追加登録申請」の際、移籍元クラブから通知された「移籍承諾番号」を入力し、申請を

行う。

(2)ク ラプは都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を 同協会に支払う。

(3)年 度の初めにプロ選手が移籍する場合は、「2-lJFAへの登録CX2)」 による。

(4)年 度途中にプロ選手が移籍する場合、移籍先クラブは、選手契約書の写しを添えてJFAに提出する。

(Jク ラブは Jリ ーグに提出する。JFAは Jリ ーグより受け取り、保管する。)

(5)プ ロ選手がプロ選手として移籍する場合、移籍先クラプは、次の書類をJFAに提出する。

イ。「移籍金通知書」(書式第13-1号 )

口.移籍金に関する契約書等の写し

(6)プ ロ選手がアマチュア選手として移籍する場合、「選手登録区分申請書」(書式第1号 )を JFAに提出し、

2-l④の申請料を支払う。

(7)都 道府県サッカー協会は毎週水曜日の12:00ま でにクラブから申請のあった移籍および追加登録に対し

て、不備がないことを確認し、承認する。 JFAは同週の金曜日に登録を承認し、移籍先クラブ、所属リ
ーグヘ通知する。

4.国内の期限付移籍

4-1 期限付移籍の手続き

①期限付移籍契約書の締結

期限付移籍を行う場合、移籍元クラブ、移籍先クラブ、選手の三者は、 JFA指定の「期限付移籍契約書」

によって契約を締結する。

②移籍先クラブと選手との選手契約の締結

(1)移籍先クラブと選手は、移籍元クラブと選手が締結している選手契約 (以下「原契約」という)の期間内

で、新たな選手契約 (以下「移籍先クラブ選手契約」という)を締結する。

(2)移籍先クラブ選手契約の種類は、原契約と同じ種類とする。

(3)移籍先クラブ選手契約の基本報酬は、原則として原契約と同条件とする。

③移籍手続き

移籍先クラブヘの移籍の手続きは、3-3国内移籍の手続き と同様とするが、移籍先クラブが「移籍先クラ

ブ選手契約」の写しをJFAに提出する際に、「期限付移籍契約書」の写しを添付しなければならない。

④移籍元クラブヘの再移籍

(1)年 度終了時に期限付移籍の期間が満了した場合、選手は自動的に移籍元クラブヘ再移籍される。

(2)年 度途中に期限付移籍の期間が満了した場合、移籍先クラブは登録抹消手続きを行い、移籍元クラブは追

加登録の手続きを行わなければならない。

(3)期 間を延長する場合や完全移籍に変更する場合は、期間満了前に移籍元クラブ、移籍先クラブ、選手の三

者が合意し、署名、捺印した書面にてJFAへその旨を通知する。

※なお、海外の期限付移籍についてはこの限りではない。

4-2 期限付移籍の移籍金

①期限付移籍の移籍金

期限付移籍を行う場合の移籍金は、移籍先クラブ、移籍元クラプの合意によって決定する。

②期限付移籍期間満了後の完全移籍

期限付移籍の期間満了後、選手が希望し、移籍先クラブに完全に移籍する場合、移籍元クラブが請求できる

移籍金の上限は、次のとおりとする。

(1)移 籍元クラブが原契約更新を希望する場合 :選手と移籍先クラブとが合意した基本報酬年額に年齢係数の

2分の 1を 乗じた額 (た だし、プロC選手の場合はプロC契

約の移籍ルールに従う)
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(2)移籍元クラブが原契約更新を希望しない場合 :移籍金は発生しない

4-3 原契約の更新手続き

移籍期間中に原契約の更新手続きを行う時期が到来した場合、移籍元クラブが必要な更新手続きを行う。た
だし、4-2②の完全移籍が既に合意されている場合は、移籍先クラブが行う。

4-4 期限付移籍中の契約変更手続き

(1)移籍期間中にプロC選手がプロA契約締結条件を満たした場合、1-10 年度途中の契約変更 に基づき、

移籍元クラプがその手続きを行う。

(2)上 記(1)に より、原契約が変更された場合、移籍先クラブにおいても、移籍先クラブ選手契約を同様に変更
する。

5。 海外移籍

5-1 海外からの国際移籍の手続き

①国際移籍証明書の発行

(1)移籍先クラブ (国 内)は、海外のサッカー協会に「国際移籍証明書」を発行させるために、 JFAに次の

書類を提出し、申請料 (10,5∞円)を支払う。
イ.「国際移籍証明書発行申請書」(書式第 9号 )

口。選手の経歴書
ハ.選手契約書の写し (プロのみ)

(2)JFAは、海外のサッカー協会に「国際移籍証明書」発行依頼を打電する。

(3)海外のサッカー協会は、当該移籍について移籍元クラブ (海外)へ確認後、「国際移籍証明書」を発行し

JFAへ送付する。

②移籍の申請・承認

(1)移籍先クラブは、「継続登録申請」または「追加登録申請」を行ない、次の書類を都道府県サッカー協会
に提出する。
イ。「国際移籍選手登録申請書」(書式第6号 )

口。「国際移籍証明書」の写し
ハ.パスポートの写し
二。自治体が発行する「外国人登録証明書」の写し (日 本人の場合は「住民票」の写し)

(2)ク ラプは都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を 同協会に支払う。

(3)都 道府県サッカー協会は上記(1)の 書類を受付けた後、全ての書類を移籍先クラブに渡し、(場合によって
は、都道府県サッカー協会からJFAに直接送られる)申請を確認し、承認する。

(4)移 籍先クラプは、上記(3)で渡された書類をJFAに提出し、「プロ選手として登録する場合は、「2-lJ
FAへの登録CX2)」 による。

イ。「選手登録区分申請書」(書式第1号 )

口。選手契約書の写し

(5)選手登録区分をプロからアマチュアに変更して登録する場合、移籍先クラブは、上記(3)で渡された書類に

次の書類を添えてJFAに提出し、 2-l④の申請料を支払う。

イ。「選手登録区分申請書」(書式第1号 )

(6)JFAは海外のサッカー協会が発行した「国際移籍証明書」およびクラブからの書類が全て届いた後、承
認を行なう。

5-2 海外への国際移籍の手続き

①国際移籍証明書の発行

(1)移籍元クラブ (国内クラブ)は、国際移籍証明書発行のために、次の書類をJFAに提出し、申請料
(5,250円 )を支払う。
イ。「国際移籍証明書発行申請書」(書式第9号 )

口.都道府県サッカー協会承認済の「登録抹消申請」の写し

(2)JFAは、海外のサッカー協会の要請があった後、「国際移籍証明書」を発行し、海外のサッカー協会ヘ

送付し、その写しを移籍元クラブヘ送付する。

②契約途中で海外移籍する場合の補償金の通知

契約途中で海外移籍した場合、移籍元クラブ (国 内クラブ)は「契約途中での海外移籍に関する補償金通知
書」 (書式第13-2号 )を JFAに提出する。
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6.移籍金算出基準

6-1 移籍金の算出方法

移籍金の金額は、当該選手の平均基本報酬額に年齢別係数を乗じた額とする。

①平均基本報酬額

平均基本報酬額は次の計算式により算出する。

平均基本報酬額=(X+Y+Z)÷ 3

②年齢別係数

※表中の年齢はJFAが移籍を承認した日の年齢
※年齢別係数が「0」 となる年齢は、

"“
年12月 1日 より「満30歳以上」へ変更となり、以後、3年間据え置いた後、

2007年 度以降の対応については別途決定する。
※地域リーグ、都道府県リーグのクラブは、表中のJFLの 係数を適用する。

③リーグ昇降格によリクラブがリーグを移動する場合の係数の適用

(1)ク ラブが上位のリーグヘ昇格する場合、当該クラブの所属リーグは、

の所属として取り扱う。(例 :J2の クラブが Jlに昇格する場合、

とする)

(2)ク ラプが下位のリーグヘ降格する場合、当該クラプの所属リーグは、

の所属として取り扱う。 (例 :Jlの クラブが J2に降格する場合、

とする)

X:移籍元クラブにおける現在の基本報酬 (年額)

Y:移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬 (年額)

Z:移籍先クラブが申し出た次期の基本報酬 (年額)

昇格が決定した日から上位のリーグ

昇格が決定した日からJlの クラブ

降格が決定した日から下位のリーグ

降格が決定した日からJ2の クラブ

④移籍元クラブが次期基本報酬について30%を超える減額を申し出た場合の、移籍金の取扱い

01①の算出方法による金額と、下表による金額のうち、低い方を移籍金の上限とする。

Yの金額がXの金額を下回る割合 移箱金の上限

30%以下 上記の算出方法による

30%超 50%以下 Xの金額

50%超 30万 円×在籍年数

0%(「 0」 提示の場合) 移籍金は発生しない

X:移籍元クラブにおける現在の基本報酬(年額)

Y:移籍元クラブが申し出た次期の基本報酬(年額)

⑤端数の処理

算出された移籍金の金額に千円未満の端数が生じたときは、千円に切り上げる。

6-2 税金の取扱い

移籍元クラブと移籍先クラブとの間で合意された移籍金の金額に関し、別段の定めがない限り、当該金額に

は一切の税金が含まれる。

6-3 支払方法

移籍金は、原則として、移籍に関する契約の成立後30日 以内に、移籍先クラブから移籍元クラブに対し、現

金をもって一括して支払う。ただし、両クラブが合意したときは、分割払いとすることができる。

7.ト レーニング費用請求基準

7-1 適用

アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合にトレーニング費用が適用される。

移箱先クラブ Jl J2 JFL

移籍元クラブ Jl J2 JFL Jl J2 JFL Jl J2 JFL

満16歳以上満22歳未満 10.0 2.5 9.0 2_5 9.0

満22歳以上満25歳未満 8.0 2.0 4.0 2.0 4.0

満25歳以上満28歳未満 6.0 1.5 3.0 1.5 3.0

満28歳以上満30歳未満 3.0 1.5 1.5

満30歳以上
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7-2 トレーニング費用

トレーニング費用の上限金額は、選手が在籍したチーム (営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人また

は学校教育法第1条に定める学校およびそれに準ずる団体で本協会が認定したもの)における満15歳の3月 31

日翌日の 4月 1日 から満22歳の 3月 31日 までの在籍期間1年 につき、次に定める金額とする。

4年 まで 5年以降

直前の在籍団体 ∞万 円 15万 円

2つ前以前の在籍団体 15万円 15万円

(1)プ ロ契約締結以前の在籍団体は上記金額の請求権を持つが、プロ契約締結の拒否権はない。

(2)在 籍期間が1年に満たない場合は1年 とみなして計算する。ただし、在籍期間の合計が 1年未満のチーム

は当該費用の請求権を持たない。

(3)プ ロ契約締結以前の在籍団体への連絡はプロ契約を締結したクラプが行う。

7-3 トレーニング費用の請求手続き

トレーニング費用の請求手続きは、JFAが別途定める「 トレーニング費用に関する運用基準」によるもの

とする。

8。 支度金

8-1 支度金

クラブは新規採用した選手または移籍した選手に対し、 Jリ ーグ理事会が制定する「支度金支給基準規程」
の金額を上限に、支度金を支払うことができる。

8-2 支度金支給基準規程                              (単 位 :万円)

費目＼支払対象 独身者 妻帯者 (配偶者のみ) 妻帯者 (同居扶養家族有)

住居費 80(lDK) 100(2DK) 150 (3LDK)

子供用品等 50

家具等
電化製品 100

その他の家具等 100

自動車 100

合計 380 400 500

①支給時期

(1)初 めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。

(2)プ ロ契約選手として移籍するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ。

②支払対象区分

(1)独身者

(2)妻帯者 (配偶者のみ)

(3)妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合

③支度金該当費目

(1)住居費

(2)家具等

(3)子供用品等

(4)自 動車

④その他

クラプは選手に対し、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することができる。
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一用語一
■FIFA
I:AFC
IIJ F A
■ Jリ ーグ
■Jl
■J2
11J F L

「F6d6rtton!nternationa!e de Footba‖ Associtton(国際サッカー連盟)」 の略称
「Asian Footb』 Conおderation(ア ジアサッカー連盟)」 の略称
「財団法人日本サッカー協会」の略称
「社団法人日本プロサッカーリーグ」の略称
「Jリ ーグディビジョン1」 の略称。日本のトップに位置するリーグ
「Jリ ーグデイビジョン2」 の略称。Jlの下に位置するリーグ
「日本フットボールリーグ」の略称。Jl、 J2に所属するチームを除く、
第 1種チームによる全国リーグ

複数のチームを保有する団体

JFAの登録年度の略。 Jl、 J2、 JFLは 2月 1日 から翌年 1月 31日 まで

その他は4月 1日 から翌年 3月 31日 まで

アマチュア選手の JFAにおける登録区分
プロ選手のJFAにおける登録区分
プロ選手が締結した選手契約の総称

「日本サッカー協会選手契約書 (プ ロA契約書)」 の略
「日本サッカー協会選手契約書 (プ ロB契約書)」 の略
「日本サッカー協会選手契約書 (プ ロC契約書)」 の略
プロA契約、プロB契約、プロC契約の総称

JFAに登録している全ての選手
プロA契約を締結した選手
プロB契約を締結した選手
プロC契約を締結した選手
プロA選手、プロB選手、プロC選手の総称
アマチュア以外の選手で法人と雇用契約のみ締結している選手 (プ ロ選手
とはいわない)

選手の個人成績や所属クラブの成績に関係なく、決まって支払われる報酬。

給料と同じように、毎月同じ額が支払われる

実績に応じて支払われる報酬

選手の試合出場実績に応じて支払われる報酬

各試合の勝利や引き分け等の結果によって支払われる報酬

各大会の成績に応じて支払われる報酬

日本代表チームヘの選出、個人表彰受賞、出場報酬の支給対象試合になっ

ていない試合の出場等に対する報酬
クラブと選手が契約満了後に同種類の契約を締結すること

クラブと選手が現在締結している契約と別種類の契約を締結すること

選手が所属しているチームから別のチームに所属を変更すること

移籍をする選手、および契約満了後の所属チームが決定していない選手が

登録されるリス ト

選手が現在所属 しているチームまたは移籍前に所属 していたチームをい

い、移籍の際に使われる

選手が移籍しようとするチーム

移籍元チームを保有しているクラブ

移籍先チームを保有しているクラブ

期限を決めて移籍し、期限が到来したら、移籍元チームヘ再移籍すること

を前提とする移籍
プロ選手が移籍する際に発生する補償金
プロA選手が移籍する際の移籍金の上限を算出する基準
アマチュア選手がプロ選手として移籍する際、その選手が育成された過去
の在籍団体に、移籍先クラブから支払われるもの

トレーニング費用の上限、支払い方法等を明記した規準
初めて統一契約を締結したときや、他のクラブヘ移籍する際に、選手の生

活環境を整えるためにクラブから選手に支払われる費用
支度金の上限を定めた規程。 Jリ ーグ理事会が定める

■クラブ
■年度

■アマチュア

■プロ

■プロ契約
■プロA契約
■プロB契約
■プロC契約
■統一契約
■選手
■プロA選手
■プロB選手
■プロC選手
■統一契約選手
■社員選手

■基本報酬 (固定報酬 )

■変動報酬

■出場プレミアム

■勝利プレミアム

■成果プレミアム

■特別プレミアム

■契約更新

■契約変更
■移籍
■移籍リスト

■移籍元チーム

■移籍先チーム

■移籍元クラブ

■移籍先クラブ

■期限付移籍

■移籍金

■移籍金算出基準

■ トレーニング費用

■ トレーニング費用請求基準
■支度金

■支度金支給基準規程
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日本サッカ…協会選手契約書
〔プロA契約書〕

(以下「クラブ」という)と           (以 下「選手」という,と は、
選手がクラプのためにアマチュア以外の選手 (以下「プロ選手」という)と してサッカー活動を行うことに関し、次のとお
り契約を締結する。
第1条  〔誠実義務〕
① 選手は、財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)お よびクラブが加盟するリーグ、連盟等 (以下「リーグ

等」という)の諸規程を遵守するとともにクラブの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。
② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動

能力の維持・向上に努めなければならない。
③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サッカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうこと

のないよう努めなければならない。
第2条  〔履行義務〕

選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1) クラプの指定するすべての試合への出場
(2) クラプの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3) クラプの指定するミーテイング、試合の準備に必要な行事への参加
(4) クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用
(5) クラプの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
(6) クラプの指定する広報活動、フアンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7) 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8)協 会、リーグ等の指定するドービングテストの受検
(9) 合宿、遠征等に際してのクラプの指定する交通機関、宿泊施設の利用
(10)居住場所に関する事前のクラブの同意の取得
(11) 副業に関する事前のクラプの同意の取得
(12) その他クラプが必要と認めた事項

第3条  〔禁止事項〕
選手は、次の各事項を行ってはならない。
(1) クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
(2) 試合、 トレーニングに関する事項 (試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3) 国際サッカー連盟 ∈TA)が定める禁止物質の使用
(4) クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加または関与
(5) 本契約履行の妨げとなる第三者との契約の締結
(6) クラプの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加
(7) 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(8) その他クラプにとつて不利益となる行為

第4条  〔報 酬〕
クラプは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には所得税、住民税、消費税その他一切の税金を含むも

のとする。
(1)基本報酬

・総額 金_______日 ( ケ月分)

(月 額 金________巴 ただし、 月 は 円 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。
第5条  〔費用の負担〕

選手がクラプのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラプが負担する。
第6条  〔休 暇〕

選手は、競技シーズン終了後に連続して2週 間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目
的に利用しなければならない。

第7条  〔疾病および傷害〕
① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラプの指示に従わなければならない。
② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラプの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた

場合、その治療に要する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラプが負担する。
③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬

を支払わなければならない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その

時点でクラプの支払義務は消滅する。
第8条  〔選手の肖像等の使用〕
① クラプが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等 (以 下「選手の肖像等」という)を報道・放送におい

て使用することについて、選手は何ら権利を有しない。
② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝・広報・プロモーション活動 (以下
「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。

③ クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング (商品化)を 自ら行なう権利を有し、また協会、リーグ等
に対して、その権利を許諾することができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラプの書面による承諾を得なければならない。
(1) テレビ・ラジオ番組、イベントヘの出演
(2) 選手の肖像等の使用およびその許諾 (イ ンターネットを含む)

(3) 新聞・雑誌取材への応諾
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(4) 第三者の広告宣伝等への関与
⑤ 第3項において、選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしく

は関与に際しての対価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。
第9条  〔クラブによる契約解除〕
① 次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラプは、選手に対し書面で通知することにより、
本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約の定めに違反した場合において、クラプが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視

したとき
(2) 疾病または傷害によリサッカー選手としての運動能力を永久的に喪失したとき
(3) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
(4) 自らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす 6ケ 月以上の試合出場停止処分を受けたとき
(5) クラプの秩序風紀を著しく乱したとき

② 前項に基づき本契約を解除したクラブは、選手に対し、解除通知の発信した日の属する月までの基本報酬を支払うも
のとする。

第10条  〔選手による契約解除〕
① 次の各号のいずれかに該当する事由がクラプにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することによ

り、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日 を超えて履行しないとき
(2) リーグ等が定める支給対象試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき
(3) リーグ等から除名されたとき

② 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。
第11条  〔制 裁〕

選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラプは、選手に対し、戒告もしくは制我金または
これらの双方を課することができる。ただし、制裁金の金額は、1つの事実につき、基本報酬 (年 額)の 12分の1の
50%を超えない範囲で、クラプがこれを決定する。
(1) 出場した試合において警告、退場または出場停止の処分を受けたとき
(2) クラプの指示命令に従わなかったとき
(3) クラプの秩序風紀を乱したとき
(4)刑 罰法規に抵触する行為を行ったとき

第12条  〔有効期間および更新手続き〕
① 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から _年 _月 _日 までとする。
② クラプは、本契約の有効期間満了の2ケ 月前までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行なわなければなら

ない。
③ 前項の通知を怠った場合、クラプには契約を締結する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、移籍リストヘ

の登録を請求することができる。
④ 本契約の有効期間満了後においても、選手の移籍は、協会の定めに基づきクラブと移籍先クラブとが移籍金について

合意することを条件とする。
第13条  〔修 正〕

本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によつてのみ修正され得るものとし、口頭による修正は効力
をもたないものとする。

第14条  〔準拠法〕
本契約は、日本法によって解釈されるものとする。

第15条  〔紛争の解決〕
① 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都
度、誠意をもって協議の上解決する。

② 前項の協議を申し入れた後30日 を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、協会理事会の仲裁を求
めることができる。

③ 前項に基づく協会理事会の仲裁判断は最終のものであり、クラブおよび選手はこれに拘束されることに合意する。
第16条  〔保 管〕

本契約書は同時に正本2通 を作成し、クラプの代表者および選手が署名し、それぞれ1通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

(住所) (住所)

(選手)

(生 年月日)    年    月    日

法定代理人 (親権者または後見人)の 署名/選手エージェントが関与する場合、その選手エージ

(ク ラブ名)

(代表者)

※選手が未成年者の場合
ェントの署名

(住所 ) (住所 )

(氏 名) (氏 名)
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日本サッカー協会選手契約書
〔プロB契約書〕

(以下「選手」という)と は、
選手がクラプのためにアマチュア以外の選手 (以下「プロ選手」という)と してサッカー活動を行うことに関し、次のとお

り契約を締結する。
第1条  〔誠実義務〕
① 選手は、財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)お よびクラプが加盟するリーグ、連盟等 (以下「リーグ

等」という)の諸規程を遵守するとともにクラプの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。

② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動
能力の維持・向上に努めなければならない。

③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サッカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうこと
のないよう努めなければならない。

第2条  〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1) クラプの指定するすべての試合への出場
(2) クラプの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3) クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4) クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用
(5) クラプの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
(6) クラプの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7)協 会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加

(8) 協会、リーグ等の指定するドービングテストの受検
(9) 合宿、遠征等に際してのクラプの指定する交通機関、宿泊施設の利用

(10) 居住場所に関する事前のクラブの同意の取得

(11) 副業に関する事前のクラブの同意の取得
(12) その他クラブが必要と認めた事項

第3条  〔禁止事項〕
選手は、次の各事項を行ってはならない。
(1) クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
(2) 試合、 トレーニングに関する事項 (試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3) 国際サッカー連盟 (F『A)が定める禁止物質の使用

(4) クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加または関与
(5) 本契約履行の妨げとなる第三者との契約の締結
(6) クラプの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加
(7)試 合の結果に影響を与える不正行為への関与
(8) その他クラブにとって不利益となる行為

第4条  〔報  酬〕
クラプは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には所得税、住民税、消費税その他一切の税金を含むも

のとする。
(1)基本報酬

.総額 金________皿 ( ケ月分)

(月 額 金______皿 ただし、__ユは______日 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。

第5条  〔費用の負担〕
選手がクラプのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラプが負担する。

第6条  〔休  暇〕
選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目

的に利用しなければならない。
第7条  〔疾病および傷害〕
① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラプの指示に従わなければならない。

② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラプの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた

場合、その治療に要する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラブが負担する。

③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラプは、その競技不能の期間中、基本報酬
を支払わなければならない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その

時点でクラブの支払義務は消滅する。
第8条  〔選手の肖像等の使用〕
① クラブが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等 (以下「選手の肖像等」という)を 報道・放送におい

て使用することについて、選手は何ら権利を有しない。

② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝・広報・プロモーション活動 (以下

「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。

CI クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング (商品化)を 自ら行なう権利を有し、また協会、リーグ等
に対して、その権利を許諾することができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラプの書面による承諾を得なければならない。
(1) テレビ・ラジオ番組、イベントヘの出演
(2) 選手の肖像等の使用およびその許諾 (イ ンターネットを含む)

(3) 新聞・雑誌取材への応諾

(以下「クラブ」という)と
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(4) 第三者の広告宣伝等への関与
⑤ 第3項において、選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしく

は関与に際しての対価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。
第9条  〔クラブによる契約解除〕
① 次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラプは、選手に対し書面で通知することにより、
本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約の定めに違反した場合において、クラプが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視

したとき
(2) 疾病または傷害によリサツカー選手としての運動能力を永久的に喪失したとき
(3) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
(4) 自らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす6ヶ 月以上の試合出場停止処分を受けたとき
(5) クラプの秩序風紀を著しく乱したとき

② 前項に基づき本契約を解除したクラブは、選手に対し、解除通知の発信した日の属する月までの基本報酬を支払うも
のとする。

第10条  〔選手による契約解除〕
① 次の各号のいずれかに該当する事由がクラプにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することによ

り、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日 を超えて履行しないとき
(2) リーグ等が定める支給対象試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき
(3) リーグ等から除名されたとき

② 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。
第11条  〔制  裁〕

選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金または
これらの双方を課することができる。ただし、制裁金の金額は、 1つ の事実につき、基本報酬 (年額)の 12分の 1の
50%を 超えない範囲で、クラプがこれを決定する。
(1) 出場した試合において警告、退場または出場停上の処分を受けたとき
(2) クラプの指示命令に従わなかったとき
(3) クラプの秩序風紀を乱したとき
(4) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

第12条  〔有効期間および更新手続き〕
① 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から _年 _月 _日 までとする。
② クラブは、本契約の有効期間満了の2ケ 月前までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行なわなければなら

ない。
③ 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を締結する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、移籍リストヘ

の登録を請求することができる。
④ 本契約の有効期間満了後においても、選手の移籍は、協会の定めに基づきクラブと移籍先クラブとが移籍金について
合意することを条件とする。

第13条  〔修  正〕
本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によってのみ修正され得るものとし、口頭による修正は効力

をもたないものとする。
第14条  〔準拠法〕

本契約は、日本法によって解釈されるものとする。
第15条  〔紛争の解決〕
① 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都
度、誠意をもって協議の上解決する。

② 前項の協議を申し入れた後30日 を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、協会理事会の仲裁を求
めることができる。

③ 前項に基づく協会理事会の仲裁判断は最終のものであり、クラブおよび選手はこれに拘束されることに合意する。
第16条  〔保  管〕

本契約書は同時に正本2通 を作成し、クラプの代表者および選手が署名し、それぞれ1通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

(住所) (住所 )

(ク ラブ名) (選手 )

(代 表者) (生年月日) 日

※選手が未成年者の場合、法定代理人 (親権者または後見人)の署名/選手エージェントが関与する場合、その選手エージ
ェントの署名

(住所) (住所)

年    月

(氏名) (氏 名)
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田 日本サッカ…協会選手契約書
〔プロC契約書〕

(以下「クラブ」といぅ)と               (以 下「選手」という)と は

選手がクラプのためにアマチュア以外の選手 (以下「プロ選手」という)と してサッカー活動を行うことに関し、次のとお

り契約を締結する。
第1条  〔誠実義務〕
① 選手は、財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)お よびクラプが加盟するリーグ、連盟等 (以下「リーグ

等」という)の諸規程を遵守するとともにクラプの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。

② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動

能力の維持・向上に努めなければならない。

③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サツカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうこと

のないよう努めなければならない。

第2条  〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1) クラプの指定するすべての試合への出場
(2) クラプの指定するトレーニング、合宿および研修への参加

(3) クラプの指定するミーテイング、試合の準備に必要な行事への参加

(4) クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用

(5) クラプの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加

(6) クラプの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加

(7)協 会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加

(8)協 会、リーグ等の指定するドーピングテストの受検

(9) 合宿、遠征等に際してのクラプの指定する交通機関、宿泊施設の利用

(10) 居住場所に関する事前のクラプの同意の取得

(11) 副業に関する事前のクラプの同意の取得

(12) その他クラプが必要と認めた事項
第3条  〔禁止事項〕

選手は、次の各事項を行ってはならない。
(1) クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示

(2) 試合、 トレーニングに関する事項 (試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示

(3) 国際サッカー連盟 (FFA)が 定める禁止物質の使用

(4) クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝 。広報活動への参加または関与

(5) 本契約履行の妨げとなる第三者との契約の締結

(6) クラプの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加

(7) 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(8) その他クラブにとつて不利益となる行為

第4条  〔報 酬〕
クラブは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には所得税、住民税、消費税その他一切の税金を含むも

のとする。
(1)基本報酬

・総額 金_______日 ( ケ月分)

(月 額 金_____日 ただし、__ユは_______皿 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。

第5条  〔費用の負担〕
選手がクラプのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラプが負担する。

第6条  〔休 暇〕
選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目

的に利用しなければならない。
第7条  〔疾病および傷害〕
① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラプの指示に従わなければならない。

② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラプの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた

場合、その治療に要する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラプが負担する。

③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラプは、その競技不能の期間中、基本報酬

を支払わなければならない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その

時点でクラプの支払義務は消滅する。

第8条  〔選手の肖像等の使用〕
① クラブが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等 (以下「選手の肖像等」という)を報道・放送におい

て使用することについて、選手は何ら権利を有しない。

② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝 。広報・プロモーション活動 (以下
「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。

③ クラプは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング (商 品化)を 自ら行なう権利を有し、また協会、リーグ等

に対して、その権利を許諾することができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラプの書面による承諾を得なければならない。

(1) テレビ・ラジオ番組、イベントヘの出演

(2) 選手の肖像等の使用およびその許諾 (イ ンターネットを含む)

(3)新 聞・雑誌取材への応諾
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(4) 第二者の広告宣伝等への11与

0 第3項において.選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し.有債で頷布する場合.ま たは前項の出漬もしく
は関与に際しての対価の分配は、タラブと選手が刷お鶴餞して定める。

第9睾  〔クラブによる要卸
0 次の各号のいずれかに譲当する事由力

'選手において発生した場合、クラ′は.選手に対し,面で通知することにより.

本契綺を直ちに解騰することができる.

(1) 本契詢の定めに選反した場合において、タラプが薦書の動告をしたにもか力ヽわらず、これを拒籠または無視
したとき

(2) 姜■または僣書によリサッカー選手としての運動権力を永久的に妻失したとき
(3) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとさ
(4) 自らの責に帰すべき亭由により.奉契約の日前に支障をきたす6夕 月以上の試合出場停上処分を受けたとさ
(5) タラフの秩序魏 を著しく乱したとき

0 前項に基づさ本契約を解餘したタラブは.選手に対し.解臓通知の発信した日の属する月までの基本鎮酎を支払うも
のとする。

第104 〔ヨ手による羹詢解瞼〕
0 次のを号のいずれかに敏当する事由がクラ′において発生した場合.選手は.タ ラブに対し薔面で通知することによ

り、本質的を直ちに解際することができる。
(1) 本嗅的に出づく,酎等の支払いを約定月から14日 を超えて履行しないとさ
(2) ',一 グ等が定める支綸村拿試合に正当●理由なく連機して3賦合以上出場しなかったとき
(3) '′ ―グ年から籠名されたとき

② 前項に基づさな雙約を解鷹した選手は.本鯛釣の残存翔同分の書奉報副を受け取ることができる。
第11■  〔劇 鸞〕

選手につき次の各
=の

いずれかにま当する事由が,■ した場合.ク ラプは.選手に対し、戒告もしくは制議全または
これらの双方を摯することができる。ただし.11裁金の全頷は、 1つ の事実につき、各本報酬 (年額)の 12分の1の
5o%を超えない範囲で.タ ラ′がこれを決定する。
(1) 出場した試合において警管.退場または出■僣上の処分を受けたとさ
(2) クラプの指示命令に従わなかったとき
(3) クラプの秩序風経を記したとき
(4) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

椰12条  〔有効錮固およびヨ晰手第き〕
0 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から _年 _月 _日 までとする。
② タラブは.本契約の有効期間満了の2ケ月前までに、選手に対し更新に関する議知を,面 にようをなわなければなら

ない。
◎ 前項の通知を怠った場合.ク ラブには契詢を続綺する意思がないものとみなし、選手はタラ′に対し、移薔リストヘ

の登録を

"求
することができる。

O タラフが本契約の報酬を下回らない条件提示を行なった場合.タ ラプは喫綺を,新することめ
'で

きる。ただし、プロ

C契約の綺積期間は3● (他タラアとのプロC興綺実績がある場合はそれを合,する)を条件とし.当議翔岡を超えて
プロ選手として契約をする場合.プ ロA契約またはプロB雙約を綺綸するものとする。

◎ タラブと選手が本契約有効期間申に.プロA鈍綸またはプロB歯約を綺着した燿●.その前備の時最 もって本夕約
は自動的に失効する。

◎ 本夕約の有効期間満了優においても.選手の移綺は、協会の定めに書づきタラブと移籍先タラブとが移籍金について
合意することを条件とする。

第1●腱 〔饉 工〕
本契約は.タ ラブおよび選手の署名または押印ある文書によつてのみ修正され骨るものとし、口頭による修正は効カ

をもたないものとする。
鰤 凛  (串拠法,

本歯

"は

.日本法によって屏釈されるものとする。
●1蛛|〔静争の解繁〕
0 本喫術の解釈または本契わの履行に関してクラブと選手との国に輸争力̀

生
したときは、タラ′および選手が、その都

度、麟菫をもって協議の上嬌決する。
② 前項の協議を申し入れた後

"日
を経過しても織争が解決しないときは、クラブまたは選手は、協会理事会の仲識を求

めることができる。
0 前項に基づく饉会理事会の仲議判断は■苺のものであり、クラブおよび選手はこれに拘束されることに合意する。

●16条  〔
=薔

〕
本菫約書は同時に正■2通を催歳し、クラプの代表者および選手ガ署名し、それぞれ l通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

(住所 ) (住所 )

(ク ラブ名) (選手)

(代表者) (生年月日) 日

※選手が未成年者の場合、法定代理人 (親権者または後見人)の 署名/選手エージェントが関与する場合、その選手エージ
ェントの署名

(住 所) (住所)

(氏 名)

年    月

(氏名)
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期 限 付 移 籍 契 約 書

〔日本サッカー協会指定書式〕

(以下「移籍元クラブ」という)、

(以下「選手」という)と              (以 下「移籍先クラブ」という)と は、

選手の期限付移籍に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条 〔移籍〕

移籍元クラブと移籍先クラブとは、選手の同意に基づき、 二 __旦
日から_______二 ___』L___旦までの期間、選手を移籍先クラブに期限付移籍さ

せる。

第2条 〔移籍先クラブ選手契約の優先〕

選手が移籍先クラブに移籍している期間 (以下「移籍期間」という)については、移籍

先クラブと選手の間に締結される契約 (以下「移籍先クラブ選手契約」という)が、移籍

元クラブと選手の間に締結される契約 (以下「原契約」という)に優先し、移籍先クラブ

選手契約のみが適用されるものとする。なお、原契約の有効期間はこれによって影響を受

けないものとする。

第 3条 〔移籍期間中の報酬等〕

① 移籍期間中の報酬等について移籍先クラブと選手とは、移籍先クラブ選手契約を締結する。

② 移籍先クラブ選手契約に定める基本報酬額は、原則として原契約と同条件とする。

③ 選手は、交通費、宿泊費および引っ越し費用の実費を、移籍するときは移籍先クラブに、

再移籍するときは移籍元クラブにそれぞれ請求することができる。

第 4条 〔移籍金〕

移籍期間満了後、選手が希望し移籍先クラブに完全に移籍する場合、移籍元クラブが移

籍先クラブに請求することができる移籍金の額の上限は移籍元クラブの原契約更新の意思

に従い、次の各号のとおりとする。

(1)移籍元クラブが原契約更新を希望する場合 :選手と移籍先クラブとが合意した基本

報酬の年額に年齢係数の 2分の 1を 乗

じた額

(2)移籍元クラブが原契約更新を希望 しない場合 :移籍金は発生 しない

第 5条 〔原契約の更新手続き〕

移籍期間中に原契約の更新手続きを行う時期が到来 した場合、移籍元クラブが必要な諸

手続きを行う。ただし、移籍元クラブ、移籍先クラブおよび選手の三者において完全なる

移籍に関する合意が既に為されている場合は、移籍先クラブが行うものとする。

第 6条 〔移籍期間中の契約変更〕

移籍期間中にプロA契約締結条件を満 していない選手が、当該締結条件を満たした場合、

以下の内容の契約に変更する。尚、変動報酬は移籍元クラブおよび移籍先クラブと選手と

の間において別途定めるものとする。

(1)契約書式    :      契約書

(2)基本報酬 (年額):_________日
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第 7条 〔メディカルチェック〕

① 移籍先クラブは、選手を移籍期間開始前に移籍元クラブが同意する医師によるメディ

カルチェックを行うことができ、選手が移籍先クラブ選手契約の義務を充分に果たせな

いと判断した場合は、本契約を即刻解約することができる。

② 移籍元クラブは、移籍期間満了前に移籍先クラブが同意する医師によるメディカルチ

ェックを行うことができる。

第8条 〔選手の傷害・疾病等〕

移籍期間中における選手の健康管理、傷害。疾病予防および治療については、移籍先ク

ラブがその責任を負う。

第 9条 〔再移籍〕

① 移籍期間中選手が移籍先クラブにおいてサッカー選手としての運動能力を著 しく喪失

したことが第 7条第 2項のメディカルチェックにより判明 した場合、移籍元クラブの選

択により選手を再移籍させないことができる。

② 移籍元クラブが前項の選択を行った場合、原契約残存期間の移籍元クラブの基本報酬

支払い義務は、移籍先クラブが移籍元クラブに代わって履行する。ただし、移籍元クラ

ブが支払うべき成果プレミアム等の報酬については、この限りではない。

第10条 〔選手肖像の使用〕

移籍期間中においても移籍元クラブは選手の肖像を使用することができる。ただし、移

籍元クラブのユニフォームを着用 しているもの、または移籍前に撮影 した映像、スチル写

真等に限る。

以上、本契約締結の証として本書 3通を作成 し、各当事者が記名捺印のうえ各 1通ずつを保

有する。

年    月    日

移籍元クラブ

移籍先クラブ

[印 ]

[印 ]

選手

[印 ]
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書式A

(選手名)

年    月    日

殿
一

住  所 :

クラブ名 :

代表者名 :

来年 2月 1日 以降下記の条件をもって貴殿と『プロA契約』を締結いたしたい。

来年 2月 1日 以降下記の条件をもって貴殿と『プロB契約』を締結いたしたい。

来年 2月 1日 以降下記の条件をもって貴殿と『プロC契約』を締結いたしたい。

来年 2月 1日 以降、貴殿と契約を締結する意思はありません。

言己

〔注〕:上記(1)から(4)のいずれかを○で囲む。

(印 )

契約更新に関する通知書

貴殿と当クラブとの   年  月 日以降の契約条件について、以下のとおりご通知申し上げます。

(1)

(2)

(3)

(4)

以上

現在の契約の内容 新規の契約の内容

①契約期間
年   月   日から

年   月   日まで

年 月 日から

日まで年 月

②基本報酬

(年額)金 円 (年額)金 円

※「①契約期間」が1年未満の場合は、契約期間に応じた金額も記入する

金 円
|

金 円

〔正本の選手、写し⇒クラブ、リーグ〕
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書式B

財団法人 日本サッカー協会 御中

年    月    日

移籍リスト登録申請書

住  所 :

(申請人)ク ラブ名 :

代表者名 : (印 )

移籍リストの登録に関し、下記のとおり申請いたします。

記

1.申請の対象となる選手

(1)氏  名 :

(2)選手登録番号

(3)生年月日:_年 _月 _日  (満 _歳 )

(4)現 (最終)所属クラブ :

(5)現 (最終)所属クラブとの契約終了時期 :_年 _月 _日

(6)現選手契約の種類 : プロA・ プロB・ プロC。 その他

(7)移籍金 : 要・不要

2.申請の目的 (□ はいずれかに印をつける)

□新規登録

□既登録事項の抹消

〔抹消の理由〕:□ 引退 (引退日 :_年    月   日)

□ 移籍 (移籍日 :_年 _月 _日 )

(移籍先クラブ :           )
□その他

以 上

登録申請書受付日 年   月  日 受付番号

〔注〕:(1)本申請書は、『正本』および『写し』を各1通ずつ作成し、双方とも日本サッカー協会登録。普及部に提出

する。

(2)『正本』は日本サッカー協会登録部において保管し、『写し』は日本サッカー協会登録。普及部の受付印を

押捺後、申請元クラブに返還する。
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書式C

年    月    日

(選手名) 殿

住  所 :

クラブ名 :

代表者名 :

最終提示額証明書

当クラブは、貴殿との次期 (    年

報酬を最終的に提示したことを証明いたします。

月   日以降)契約に関する交渉において、下記の

言己

1.現在の契約 :

契約の種類 プロA・ プロB・ プロC

契約の終了時期 年   月  日

基本報酬 (年額) 金__________円

2.最終提示 :

契約の種類 プロA・ プロB・ プロC

契約の終了時期 年   月 日

基本報酬 (年額) 全___________円
〔注〕:契約種類はいずれかを○で囲む。

(印 )
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書式D

年   月   日

移籍承諾番号発行依頼書

御中

住  所 :

クラブ名 :

代表者名 : (印 )

選手名 生年月日 年  月   日 (  歳 )

貴クラブ所属の上記選手と、下記1の条件にて契約いたしたいと存じますので、当該選手の移籍

承諾番号を発行 していただきたく、お願い申し上げます。

なお、移籍金につきましては下記2の とおり合意 していることを確認いたします。

1.選手との契約条件

2.貴 クラブヘの移籍金

金額 金 円

支払い条件

契約の種類

契約の期間 _年 _月 _日 から _年 _月 _日 まで

基本報酬 (年額)

金 円

〔正本の移籍元クラブ、写しの移籍先クラブ、選手、リーグ〕

以 上
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書式E

(選手名)           殿

年   月   日

住  所 :

クラブ名 :

代表者名 : (印 )

契約変更に関する通知書

貴殿は_年 _月 _日 に行われた        の試合において、プロA契約の締結

条件を満たされました。つきましては、貴殿と当クラブとの間に_年 _月 _肺 結 し

設 約を、_年 _月 _日 より以下のとおり変更いたしたく、ご通知申し上げます。

(下記□のいずれかをチェック)

□下記の条件をもって貴殿と『プロA契約』を締結いたしたい。

つきましては、_年 _月 _日 までにご返答願います。

□下記の条件をもって貴殿と『プロB契約』を締結いたしたい。

つきましては、_年 _月 _日 までにご返答願います。

言己

以 上

現在の契約の内容 新規の契約の内容

契約期間
_1年 _月 _日 から

_年 _月 _日 まで

_年 _月 _日 から

_年 _月 _日 まで

基本報酬

(年額)金 円
|

(年額)金       円

※契約期間が1年未満の場合は、契約期間に応じた金額も記入する

金 円
|

金       円
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(選壬名2________壁 三 __且 __旦

(クラブ名)

/rE   oヽ                                  rn
ルヽヽ  ́ イ

=lノ
___________________________________EL_

契約内容比較表 (概算)

貴殿の次期契約内容の概算は下表の通りとなります。

現契約 次期契約 対現契約比

1.固定報酬

①基本報酬 年額 円 円 %

2.変動報酬

②出場プレミアム 全試合フル出場 円 円 %

(対 象 試 合 数 ) (    試合) (    試合 )

③勝利プレミアム 全試合勝利 円 円 %

④成果プレミアム 全大会優勝 円 円 %

変動報酬計 円 円 %

3.総合計 円 円 %

以 上

〔正本⇒選手、写し⇒クラブ、リーグ〕
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